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   （午前10時０分開議） 

  （菅野議長議長席に着く） 

○議長（菅野吉記君） おはようございます。 

  ただいまより本日の会議を開きます。 

  最初に、諸般の報告を申し上げます。 

  報道機関による傍聴席での撮影及び録音の

許可についてでありますが、神戸新聞社、朝

日新聞社より、本日の本会議の模様を撮影及

び録音したい旨の申出があり、許可いたしま

したので御報告申し上げておきます。 

  以上、報告を終わります。 

  これより議事に入ります。 

○議長（菅野吉記君） 日程によりまして日程

第１ 決算第１号より日程第23 第55号議案

に至る令和６年度神戸市各会計決算並びに関

連議案、合計23件一括議題に供します。 

  昨日に引き続き、質疑を続行いたします。 

  29番朝倉えつ子君。 

  （29番朝倉えつ子君登壇）（拍手） 

○29番（朝倉えつ子君） 日本共産党の朝倉え

つ子です。西 ただす議員と共に質疑をいた

します。 

  総選挙に続き参議院選挙でも、自民・公明

与党は過半数割れを起こす結果となり、企業

献金と一体の大企業、財界中心の政治、日米

同盟絶対のアメリカべったりの政治という、

２つのゆがみを抱える自民党政治に代わる新

しい政治への模索探求が、国民の中で始まっ

ています。 

  地方政治でも、これまでの古い政治からの

転換が求められています。久元市政12年を振

り返る最後の議会です。以下、３点について

お伺いをいたします。 

  まず初めに、核兵器禁止条約の署名、批准

を国に求めることについてお伺いをいたしま

す。 

 戦後、被爆80年の今年、核兵器を違法化し、

その活用を禁じた核兵器禁止条約は、今や世

界の73か国が推進し、94か国が署名するなど

圧倒的な国々と市民社会が、核保有国と核兵

器にしがみつく国々を包囲しています。被爆

者を先頭にした核廃絶を願う共闘こそ世界の

本流です。核兵器禁止条約を推進し、一刻も

早い日本の参加を実現することが求められて

います。 

  そして、その最大の鍵は、核抑止論の克服

にあります。市会の、非核平和都市に関する

決議は、「全世界全ての核兵器が廃絶される

ことを強く希求し」とあります。その立場か

ら、神戸市として核兵器禁止条約に署名、批

准するよう国に求めるべきと思いますが、い

かがでしょうか。 

  次に、大型開発優先から、市民の暮らしを

最優先にする市政転換を求めてについてお伺

いをいたします。 

  久元市政の12年間は、三宮の再整備やウオ

ーターフロントの整備、神戸空港、大阪湾岸

道路の延伸、戦略港湾など、企業が潤うよう

な大型開発には湯水のように財源をつぎ込む

放漫財政を進めてきました。 

  一方、市民に身近な公共施設は集約・廃止

が進められています。久元市政の12年間で北

区では、市立君影保育園は統廃合により閉園、

市立すずかぜ幼稚園も閉園し、さらに山田、

からと、道場、八多、大沢の５園が閉園対象

となっています。有野台小学校と有野東小学

校が統廃合され１校廃校となりました。八多

が小・中合わせた義務教育学校の八多学園と

なりました。市営住宅は今再編中の整備中の

山の街とひよどり台などを含め、７団地90棟

2,339戸が廃止・削減されます。市バスや、

市バスから民間移譲されたバス路線も減便さ

れ続けています。市場原理で郊外地域を切り

捨て、住み続けられなくしながら、巨大開発

へ偏重するのはやめて、市民の暮らしに密着

した公共施設は維持し、充実させ、市民の暮

らしを最優先する姿勢を求めますが、いかが

でしょうか。 

  最後に、優生保護法の被害者を救済する取

組についてお伺いいたします。 
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  優生保護法の下で障害を理由に不妊手術を

強制された人たちが、国を相手に損害賠償を

求めた裁判で、昨年７月３日、最高裁大法廷

の判決は、当時の社会状況をいかに勘案した

としても正当とは言えない。政府と国会の責

任を厳しく指摘し断罪する歴史的な判決を出

しました。 

  神戸市には1996年に条例廃止されるまで、

優生保護相談所が保健所ごとに設置され、優

生手術を推進する役割を担っていました。最

高裁判決を受け、市長はまず被害者に謝罪す

べきです。同時に、補償に至っていない被害

者がいます。自分で声を上げられない被害者

もいます。全ての被害者の補償と尊厳を回復

するために、市として行政区ごとに相談窓口

を置くなどして、当時の被害状況の調査・検

証を行うべきと思いますがいかがでしょうか。 

  以上、３点、簡明な答弁をお願いいたしま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 朝倉議員の御質問のう

ち、まず私からは、大型開発優先から、市民

の暮らしを最優先にするという、そういう御

指摘につきましてお答えを申し上げます。 

  神戸市は、これまで本市を取り巻く状況を

客観的にしっかりと見据えながら、持続可能

な自治体経営を行っていくことを基本として、

様々な施策を展開してきました。 

  人口減少時代に対応した持続可能なまちづ

くりを進めるためには、都心に人口を集中さ

せるのではなく、郊外にもバランスよく人口

を誘導することが必要だと考えてきました。 

  郊外につきましては、駅周辺のリノベーシ

ョンにより、既存の鉄道インフラを活用した

取組を進めることで、まち全体の魅力を引き

上げ、民間投資の誘発も行うことができてい

ると考えております。 

  さらに、地域コミュニティ交通の推進、若

年世帯の公的賃貸住宅への入居促進を目的と

した団地まるごと駅マエ化プロジェクトなど

のオールドタウン対策や、郊外住宅における

地域の働く場の整備促進などの、職住近接の

取組も併せて実施をしております。 

  今後も引き続き、都心再整備、駅前リノベ

ーションなど、神戸の将来を見据えたプロジ

ェクトを着実に推進し、都市の価値や暮らし

の質を高めていくため、バランスの取れた施

策を展開し、持続可能な自治体経営を行って

いきたいと考えております。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、２点

御答弁を申し上げます。 

  まず、最初に平和首長会議へ加盟している

本市として、核兵器禁止条約の批准を強く求

めるべきという点でございます。 

  平和首長会議は、広島市を中心に昭和57年

に設立をされまして、国内のほぼ全てとなり

ます1,740都市、世界全体で8,516都市が加盟

をしているところでございます。同会議では、

世界の恒久平和の実現に向け、国内外の都市

への連帯の呼びかけや、国連や各国政府に対

する核兵器廃絶、軍縮推進、人権問題等の解

決、飢餓や貧困の解消等に関する要請活動な

ど、様々な取組を行っているところでござい

ます。 

  ８月に開催されました第11回平和首長会議

被爆80周年記念総会で採択をされましたナガ

サキアピールでは、世界各国の政府、指導者

に対しまして、第二次世界大戦後の多国間の

政治、安全保障、経済が崩壊しかねない危機

に直面し、世界各地で市民生活にも悪影響が

及んでいる中、粘り強い対話、外交による平

和実現のための努力をすること。２点目に、

核兵器が二度と使用されないため、全ての核

兵器不拡散条約締結国に、同義務の履行にお

いて具体的な成果を出すこと。そして、全て
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の国に対して核兵器禁止条約へ署名、批准し、

その目的の実現に向けて協力を求めることな

どを求める内容が取りまとめられたところで

ございます。 

  このように、従前から平和首長会議におい

ては、被爆国としての平和の問題、特に核兵

器廃絶に向けた取組について要請活動を行っ

ているところでございます。 

  なお、本市として、国に対し核兵器禁止条

約を批准するよう要請すべきとの御意見であ

りますけれども、条約の批准は国の専管事項

であり、国において適切に判断されるべきも

のと考えているところでございます。平和は

市民生活を営む上で、最も重要なことであり

まして、本市としては、引き続き命の大切さ

や平和の尊さを伝える平和啓発の取組を行っ

てまいりたいと考えてございます。 

  ２点目でございます。旧優生保護法に関す

る御質問でございます。 

  令和６年７月の最高裁判決におきまして、

特定疾病等に係る方々を対象といたしました

優生手術について定められた旧優生保護法の

規定を違憲とする判決が出されたことを受け、

旧優生保護法に基づく優生手術や、人工妊娠

中絶等を受けることを強いられ、被害を受け

た方々への補償金等の支給を目的とする法律

が、令和７年１月に施行されたところでござ

います。令和７年３月27日に、被害者側と国

による協議の初会合が開かれ、今後も議論を

続けることなどが確認されたところでござい

ます。 

  令和７年６月26日には、兵庫県知事が被害

者と面会し、謝罪を行いまして、補償を着実

に進める考えをお伝えしたところでございま

す。同法では、補償金等の支給を受けようと

する方に対する相談支援事務は、国及び都道

府県が行うこととされているところでござい

ます。また、補償金や一時金の支給手続等に

関する周知は、国及び地方公共団体が取り組

むとされているところでございます。 

  これに基づき兵庫県は、本年１月に専門看

護師による専用相談窓口を設置するとともに、

申請手続や書類作成を弁護士が無料で案内す

るなど、相談支援体制を整備しているところ

でございます。令和７年１月から７月の相談

実績は164件とお聞きしているところでござ

います。 

  また、兵庫県は障害者施設や高齢者施設等

に国作成のリーフレットを送付するなど、被

害者に情報が行き届くよう周知に努めている

ところでございます。 

  加えて、令和６年度に実施いたしました高

齢福祉施設や障害福祉施設への調査の結果、

個人情報が判明した15名の方に対しまして、

令和７年７月から、現在の住所や遺族の調査

を行い、順次個別に案内を行っているとお聞

きしているところでございます。 

  神戸市では、都道府県の相談窓口一覧が掲

載された国のリーフレットを区役所で配架す

るとともに、御相談があった場合には、県の

専用相談窓口を適切に案内することとしてい

るところでございます。引き続き、兵庫県と

連携をしながら、市町村の責務であります相

談窓口等の周知に取り組んでまいりたいと考

えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 朝倉君。 

○29番（朝倉えつ子君） まず、最初の質問か

らお聞きしたいと思うんですけど、今、今西

副市長から、８月アピールでも、全ての国へ

核兵器禁止条約批准、署名を求めるアピール

が出されたということなんですけれども、た

だ、神戸市として、もっと積極的な動きがで

きないのかというふうに思います。 

  市長の見解もお伺いしたいんです。国の専

管事項だということだけではなくて、今の市

長の見解を伺いたいんですが、今年、戦後80

年、広島・長崎でも平和祈念式典では、それ

ぞれ知事、首長が核兵器禁止条約に日本政府

の参加を求めました。被爆者の声と市民社会
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の運動が世界を動かしているというふうに思

います。それが核兵器禁止条約の国連での制

定につながったと思います。 

  激動の世界にこの核兵器禁止条約が希望の

光だと被爆者からも言われていますし、唯一

の被爆国の日本が禁止条約に署名することが、

核兵器廃絶を一歩進めるという、そういう認

識、自覚はおありでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今、いろいろとお話

をいただきましたけれども、この核兵器が廃

絶されるべきということについては、平和首

長会議のところでもありますように、全ての

参加団体の思いであるということは共通だと

いうふうに考えてございます。 

  ただ、それぞれの国によって考え方がある

わけでございまして、この核兵器廃絶に関す

る関係の条例の批准につきましては、先ほど

申し上げましたように国の専管事項でありま

して、国において適切に判断されるものと考

えているところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 朝倉君。 

○29番（朝倉えつ子君） 非核三原則は国の国

是ですし、市長の意見も聞きたいんですけれ

ども、広島県知事は、平和式典でも、核によ

る抑止が歴史を証明するように、いつか破ら

れて核戦争になれば、人類も地球も再生不能

な惨禍に見舞われると。概念としての国家は

守るけれども、国土や国民も復興不能な結末

があり得るというふうなことを言われて、安

全保障に、これにどんな意味があるんだろう

ということで、核抑止も批判をしています。 

  世界大会でも核抑止論が、核兵器の非人道

性の克服とは相入れない、両立し得ないもの

であると、いつか核を使うぞという脅しでは、

そういう危険性から守られないということで、

核兵器禁止条約こそが核戦争の危機から逃れ

られる道だというふうに言われています。 

  国に、禁止条約に署名、批准を求めること

が、今ほど重要になっているときはないとい

うふうに感じるんですが、その点、久元市長

の見解をお聞きしたいんですが。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 平和首長会議における

アピールにつきましては共感をしております。

核兵器が廃絶されるという方向性につきまし

ては、多くの人々が共有するところであろう

かと思います。 

  同時に、この条約の批准は国の専管事項で

ありまして、それは国会において様々な各政

党間での議論が行われ、国において最終的な

判断が行われるべきことであろうかというふ

うに思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 朝倉君。 

○29番（朝倉えつ子君） だから、国に条約に

署名、批准をするように、今、全国の議会で

も意見書が上がっているんですけど、市長と

してそういうことを求めていただきたいと思

っているんですけど、その点、いかがかと。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 先ほど申し上げました

ように、この問題につきましては、条約の批

准は国の専管事項ですから、国会においてし

っかりと議論された上で、国において判断さ

れるべき事柄であり、神戸市として、国に対

して要請する予定はありません。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 朝倉君。 

○29番（朝倉えつ子君） 私、今年の夏、世界

大会へ、広島・長崎と全日程参加させていた

だいて、長崎大会では非核神戸方式で特別報

告も求められてしたんですけれども、非核神

戸方式は全国からも世界からも大変注目され

ています。非核神戸方式を持つ神戸市が声を

上げる、国に対して声を言うのが大事だとい
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うふうに思うんですが、市長はそのつもりは

今ないとおっしゃったんですけど、市長はこ

の非核神戸方式を遵守する、非核証明書の提

出を求めると、これまでの慣例を踏襲すると

おっしゃっているんですから、国に核兵器禁

止条約、署名、批准を早急に実行せよという

のは当然のことじゃないかと考えるんですが、

その点はいかがですか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今お話がありました

非核神戸方式につきましては、昭和50年３月

の核兵器搭載艦艇の神戸港入港拒否に関する

決議、そして昭和58年10月の非核平和都市に

関する決議を尊重し、適切に事務を行ってお

りまして、その考えについては今後も同様だ

と考えているところでございます。 

  これはもう何度も申し上げておりますけれ

ども、条約の批准につきましては、これはも

う国の専管事項でありますので、国において

適切に判断されるものというふうに考えてい

るところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 朝倉君。 

○29番（朝倉えつ子君） ちょっと変えますけ

ど、神戸市は核兵器廃絶の市民意識を国際的

な規模で喚起し、そして世界恒久平和の実現

に寄与することを目的とする、８月にアピー

ルを出された平和首長会議にも参加をしてい

ます。この立場でも条約に署名、批准を求め

るべきだと思うんですけど、以前、我が会派

の赤田議員から、核抑止力論、公然と宣言す

るＧ７の広島ビジョンとは、平和首長会議の

所感と明らかに核兵器に対する態度が違うと

質疑をした際に、副市長は、私の個人的な見

解なら現実的なアプローチで基本的に望まし

いとお答えになりましたけど、久元市長は答

弁されなかったんですけれども、市長も同じ

考えなんでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私が個人的な見解と

いうことで申し上げたということは事実でご

ざいますけれども、これは一般的に平和首長

会議でも共有をしている、同じような考え方

でございますので、それを申し上げたという

ことでございます。 

  政府でも、この核兵器禁止条約が目指す核

兵器廃絶という目標は共有しているというこ

とは、政府も発言をされているところでござ

いますので、その流れ的には同じトーンで申

し上げたということでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 朝倉君。 

○29番（朝倉えつ子君） 石破首相は、今もう

辞任されるということが報道されてますけど、

石破首相は、核戦争のない世界と核なき世界

は違うと。核なき世界が平和になるとは思わ

ないというふうにおっしゃったんです。核戦

争のない世界をつくるために核を持つという

ことだと思うんですけど、久元市長もこれ同

じ立場に立つんでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 外交安全保障に関する

事項は、国会において議論をしていただくこ

とが適切だというふうに思っております。こ

れは繰り返し申し上げているとおりです。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 朝倉君。 

○29番（朝倉えつ子君） 否定も肯定もされな

いということですけど、国の専管事項だとい

うことですけど、被爆国の首相でありながら、

核兵器禁止条約にただ一人、平和式典でも触

れない石破首相の異常さは、今際立っていて、

被爆者からも、そして世界からも怒りと落胆

の声が上がっています。核抑止論というのは

本当に成り立たない議論だということ、核戦

争の危機を回避することはできないという、

これは当然のことで、これを国に迫っていく
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のが当たり前のことだというふうに思います。

核武装は安上がりなどという勢力が国会で議

席を得ましたけれども、核兵器は一発でも使

用されれば、地球上にどれだけの被害が起こ

るのか想定できない、想像し切れないという

ふうに思います。 

  平和首長会議に参加し、非核神戸方式、非

核平和都市に関する決議の神戸市として、被

爆国政府に核兵器禁止条約に署名、批准を求

めるべきだと強く求めて、次の質問に移りま

す。 

  先ほど、２つ目の、市民の暮らしを最優先

にする市政転換についての質問ですけれども、

久元市長は郊外にも人口を集中させるという

ことでやっているんだと。団地丸ごとという

ことも言われましたけれども、今、神戸市は、

この間、政令市で一番人口減少が進んだ市と

なったわけですけれども、市のホームページ

でも公表されています。これは住民基本台帳

に基づく人口推移ですけど、全市的にも人口

が減っていると。中央区なんかは増えている

わけです。西区や北区、私の住んでいる北区

なんかは、人口の減り方が極端に著しいとな

っています。 

  神戸市の人口、公表しています推計人口の

ほうを見ても、2013年10月から2025年８月現

在で、神戸市全体では154万人が148万人に減

少しました。中央区は13万人から15万人と増

えているんですけれども、例えば東灘区など

も21万人から20万9,000人と少し3,000人落ち

ているんですけど、西区、北区は大体２万人

ぐらいの減少になっているんです。この差を

どう見られるのか。これまでの施策が失敗だ

ったというふうにお認めにならないですか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 都市によって人口自

身がどのように張りついていったか、都市が

発展してきたかという歴史があるわけでござ

います。神戸は港の開港によって、今の兵庫

区、中央区の辺りから発展が始まっていきま

して、普通、都市の発展というのは同心円状

に進んでいくという形を取るわけでございま

す。それが六甲山系が神戸にはあるというこ

ともございまして、神戸の発展というのは同

心円から少し離れた逆進型の発展をしてきた

ということが言われているとこでございます。 

  そういった日本全国で人口が増大する間に

おきましては、そのような発展形態を遂げて

きたこの都市が、日本全体で人口縮小局面に

入りますと、その逆の動きが行われていくと

いうような動きになってくるわけでございま

す。 

  ただ、私どもが申し上げておりますのは、

それぞれの地域で人口が定着をしたときに、

様々な都市のインフラというものを整備をし

てきている。そういったものが活用されてい

くということが、今後とも大変大事だという

ふうに思っておりますので、この都心部だけ

に人口が集中するような逆進型の逆の流れと

いうものを起こさないように、各地域の中で

バランスよく人口配置が行われるという、そ

ういうまちづくりを目指していきたいと言っ

ているところでございます。 

  この歴史の必然からすると、少し逆進型の

発展を遂げた最後のあたりからの人口減少と

いうのが起こりやすい状況があるということ

が、今のデータ、数字にも反映をしていると

ころだというふうに思いますけれども、そう

いったことが今後進まないように、できるだ

けの対応をしてまいりたいと考えてございま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 朝倉君。 

○29番（朝倉えつ子君） 私が聞いているのは、

この久元市政になって12年のことなので、そ

んな歴史を遡らなくてもいいんですけれども、

都市空間向上計画については、地域ぐるみで

市民から猛反発があって、計画を見直しされ

たんですけど、先ほどそれぞれの地域でイン
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フラ整備もされることが大事だと言いました

けれども、郊外地域ではこんだけ人口減少が

やっぱり進んでいるのは、必要なインフラ整

備がされてないということだと思うんです。 

  駅リノベーションで確かに駅前はきれいに

なった所もありますけど、きれいになって住

みやすくなったかと言えば、そうではありま

せん。冒頭言ったみたいに、もう幼稚園や保

育園、スーパーなども撤退をしていますし、

バス路線も減便されています。住みにくくな

っています。 

  鈴蘭台駅なんかで言えば、整備されるまで

は駅前、結構雑多な所だったんですけど、そ

こにはたくさんの店舗がありました。しかし、

駅前整備だというので広場と一体に駅ビルを

建てたわけですけれど、そこに区役所も入っ

ていますが、それまであった店舗がほとんど

なくなってしまって、駅前は人通りも少なく

なって、土日は本当に閑散としています。こ

ういう地域の状況なんかをきちんとつかんで

いるんでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 神戸市は、市長が申

し上げましたとおり、都心・三宮再整備を中

心とした、都心の商業業務機能を充実させる

とともに、郊外においては駅周辺のリノベー

ションで、それぞれのまちの特性に応じた再

開発を進めているところでございます。 

  そういった中で、鈴蘭台につきましても、

長年問題でありましたまちの区画整理ができ

ていなかったということが課題となってござ

いましたので、それを区画整理という形で、

今、駅舎、区役所を含めて周辺一帯を再開発

している状況でございます。 

  その中で、既存の店舗が転出して、非常に

にぎわいがなくなったという御指摘でござい

ますが、新しい店舗も来ておりまして、市民

の方もそういった生活利便施設を利用されて

いるという状況もございますので、私が見る

限り、そういった縮小というような、縮退と

いうようなイメージじゃなくて、今まさに鈴

蘭台地区の駅周辺を含めて、一帯が見違える

ような新たなまちになろうとしている途上だ

と考えています。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 朝倉君。 

○29番（朝倉えつ子君） 鈴蘭台だけではない

です。例えば、スーパートーホーが撤退した

君影地域でも、代替の店舗も決まらないまま

放置されて、高齢の方が買物難民になって困

っても、市としてまともな対策もせずに人口

が減る、お客さんが減るから店舗が撤退をす

る。そして、住みにくくなって、また人口が

減る。こういうことが今、人口推計でも明ら

かになっているんじゃないですか。そういう

状況をきちんとつかんでいるのかと。市場原

理に任せて地域が衰退していくのは当然だと

考えるんですが、ここに対する対策をやるの

が行政の仕事じゃないんですか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 鈴蘭台は、私は子供の

ときから知っておりますし、副市長のときか

ら何回も足を運んでおります。今まで数十回

足を運んでいるというふうに申し上げていい

かと思いますから、どのような姿であったの

か、そして駅前の駅ビルを造り、どういうよ

うな施設整備をしたのか。駅前広場がどうい

う形になっているのかということはよく知っ

ているつもりです。 

  あの駅前の再開発を何もしなければ、あの

駅前の店舗というのがそのまま存続できたの

かどうかということです。これは分からない

面もあるかと思いますけれども、何もしなけ

れば、鈴蘭台はさらに衰退をし、非常に問題

がある状態が放置されていただろうことは間

違いありません。駅前の再整備というのは必

要でありましたし、駅前の広場によって鈴蘭

台が大きく姿を変えたということは間違いあ
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りません。 

  神戸市の駅前の再整備によりまして、しば

らく建つことがなかった民間のマンションも

建設されました。今、小松副市長から、整備

の途上というような答弁があったと思います

けれども、さらに小部小学校に向かう道路の

整備は、区画整理事業として行っております

し、文化センターなどの整備も、これも構想

を明らかにし、計画を進めているところです。

何もしなければよかったというような御指摘

は、全く当たらないと思いますし、市民の福

祉にもつながらない。市民の皆さんの希望に

もつながらない御主張だというふうに、率直

に感じます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 朝倉君。 

○29番（朝倉えつ子君） 鈴蘭台のことをよく

御存じのようにおっしゃっているんですけれ

ども、今、都市計画、道路を造るに当たって

の区画整理の事業も進められていますけど、

そこに住み続けたいという人が、今まさに追

い出されようとしている状況もあります。長

年住み続けたいというのは当然の市民の皆さ

んの願いで、ところが久元市長は、８月27日

に、共産党の皆さんが市営住宅の集約はけし

からんというふうな御意見を聞くことがあり

ますと、私どもは、市営住宅のニーズという

ものもしっかり確保しながら、その市営住宅

は市有地なので、有効活用を図っていくこと

を基本にしておりますと言われました。私た

ちの会派の主張を伝えていただいているとい

う面もあるんですけれども、集約して住めな

くさせているわけですから、今住んでいる市

営住宅に住み続けたいと多くの方は思ってい

ますから、けしからんというのは、私たち、

当然だと思っています。 

  市営住宅のニーズをきっちり確保しながら

と、この市営住宅の問題でも、ニーズをきっ

ちり確保しながらと言われるんですけど、転

居を迫られても、とても引っ越しなどできな

い高齢の方や障害のある方への支援など、ほ

とんどない。どのニーズを確保するとおっし

ゃっているんでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 市営住宅の関係につ

きましては、神戸市は令和３年度から12年度

までの10年間で、第３次市営住宅マネジメン

ト計画というのを策定してございます。この

計画の３つの基本方針がございまして、１つ

目は良好な市営住宅ストックを形成するため

の再編と改修。２つ目は、将来需要や財政負

担を踏まえた管理コストの円滑な縮減。３つ

目は、市営住宅ストックの有効活用による地

域課題の貢献ということを掲げております。 

  こういった基本方針に基づいて、事業手法

としましては、1980年以前の古い住宅で、エ

レベーターのない非常にバリアフリーで問題

のある住宅、こういった所の住宅の方を、周

辺地域に立地しているエレベーターのある良

好な市営住宅に移転していただくことを、ま

ず基本としています。また、周辺地域にエレ

ベーターのある良好な市営住宅がない場合に

ついては、入居者の方の移転先を確保できな

いということから、その住戸のエレベーター

設置とか、住戸内の設備の改善・改修を行う

ということで進めています。改修を行うこと

が効果的・効率的でない場合は、建て替え等

も含めて進めているところでございます。 

  したがいまして、今居住されている方の意

向を十分お聞きしながら、地域の実情を踏ま

えて、このマネジメント計画を進めていると

いうことでございますので、地域住民の声を

聞いていないとかいうことではなくて、十分、

入居者の方、周辺の地域の方のお声を聞きな

がら進めているということを、御理解いただ

ければと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 朝倉君。 

○29番（朝倉えつ子君） 今、エレベーターを
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つけて改修してほしいというのは、入居者の

皆さんの願いなんですけれども、その改修が

いつになったら始まるのか分からないってい

うところもあるんですよね。 

  市長は、そういう古い市営住宅がずっとあ

って、ぽつぽつとそこから入居者が減ってい

くということですから、攻めの市営住宅再編

とまちづくり、駅前の再整備と連動する形で、

ハード・ソフトの政策を組み合わせて展開し

た結果、北鈴蘭台は見違えるようなまちにな

ったという成果も見てきているというふうに

もおっしゃいましたけど、きれいに見違える

ようにきれいになったのは、本当に駅のそば、

市営住宅がきれいになった、高層エレベータ

ーもついたということもあるんですけれども、

駅の目の前にはもともと商店街があったビル

が、今本当に廃墟みたいになっています。最

後はもう介護事業所ぐらいしか入らなかった

ようなビルが廃墟みたいになっています。す

ぐそばのトーホーは閉店をしたまま空き店舗

になっていますし、もっと言えば、外郭団体、

旧住宅公社が持っていた公社住宅は民間に売

り払って、一番駅の近い所にだけ、そういう

民間活力をすると。公社住宅を売っ払って民

間の住宅が100戸建つということになってい

ます。 

  結局、良好な住宅をとおっしゃるんですけ

ど、駅前再整備も駅前だけが見違えて、そこ

周辺に住んでいる皆さんにとっては、本当に

それ以外のインフラが進まない、住みにくい

ということになっています。 

  市長は同じ会見の中で、市営住宅、住宅を

供給していくというようなことも言われてい

るんですけど、市営住宅の再編、公共施設の

跡地利用、統廃合と、北区にも先ほど言った

みたいに学校や幼稚園の跡地があるわけです

けれども、住民にとって必要な公共施設をな

くしたままでは、住宅を供給するといっても、

そこで生活することができないということが、

今回、その今の人口推移を見ても明らかなん

じゃないでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 市営住宅の再編によ

って生み出された余剰地、これにつきまして

は、その地域の特性を踏まえて、その地域の

今後の将来のために必要となるような公共施

設、もしくは民間施設等の誘致を図って、ま

ちのリノベーションを図っていきたいと考え

ています。 

  幼稚園とか保育所とか、そういった教育施

設についても、やはり地域のバランスを見な

がら、全体のまちづくりの中で考えていきた

いと思ってございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 朝倉君。 

○29番（朝倉えつ子君） これまで、やっぱり

市長が進めてきた市民不在のまちづくり、公

共施設を見て、幼稚園、保育園で進めるとお

っしゃいましたけど、北区はもう現実に減ら

されているわけです。それは、人口減少、子

供の数が少ないからだということで、学校統

廃合、幼稚園・保育園の統廃合が進んでいる

と。こういう市民不在のまちづくりでは、行

政の役割がきちんと発揮されていない、放棄

されていると。まちが寂れても放置して、郊

外地域でも人口を、住めるようにするといっ

ても、人口減少加速は止まらないと、失敗だ

ったというふうに指摘をします。 

  市として、やっぱり住民が主人公のまちづ

くりを、きちんと住民の声を聞いて、市民の

声を聞いて支援をすることと、自治体の役割

を発揮して、どこに住んでいても安心して住

み続けられる施策をということを強く求めて、

次の質問に移ります。 

  旧優生保護法の被害者救済の取組について

ですけれども、先ほども述べられました、県

が相談窓口をつくっているということで、神

戸市もそれと連携をしてということなんです

けど、齋藤県知事は少なくとも謝罪をされて、
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そのときに不適切な政策だったというふうに

言われています。兵庫県が不幸な子供を産ま

ない運動を推進してきた県ということで、神

戸市もこれに一緒になって推進をする役割を

果たしてきました。やっぱりせめて被害者に

会って謝罪をする、声を聞くということは必

要なんじゃないでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 旧優生保護法の下で

被害者の方が長年にわたりまして苦労され、

悲しみを抱えてこられたことに深く心を痛め

ているところでございます。 

  現在、国において被害者への補償や、二度

と同じ過ちを繰り返さないような恒久対策等

の検討が進められているところでございます。

神戸市としても、今後、こうした人権侵害、

差別的な取組が二度と繰り返されないよう、

人権を尊重した社会の実現に向けて努力をし

てまいりたいというふうに考えてございます

し、また引き続き兵庫県と連携しながら、市

町村の責務であります相談窓口等の周知に取

り組んでまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 朝倉君。 

○29番（朝倉えつ子君） 大事な点だと思うん

です。それで、県知事が謝罪した際にも、支

援する会の皆さんや被害者の皆さんからも、

やっぱり被害者の掘り起こしが求められてい

ます。それと、やっぱり県が、何でこういう

事業を行ってきたのか、きちんと総括をして

ほしいと。神戸市も推進した施策で、本当に

二度と起こらないようにとおっしゃいました

けど、違法な被害を受けた方がいらっしゃる

と。どれぐらいいらっしゃるのか、きちんと

把握をするべきだと思うんですけれども、検

証のためにも。こういうことは神戸市として

は行っているんでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 旧優生保護法におけ

ます県の役割と市町村の役割が大きく違って

いたという状況があるわけでございます。神

戸市では、衛生統計として、医療機関から優

生手術等の実施件数の報告を受けておりまし

たけれども、個人情報はなく、個別対応を行

う手段はないといったのが実態でございます。 

  令和７年１月17日に施行されました補償金

支給法に基づく補償につきましては、７月時

点で兵庫県下で43件の請求があったとお聞き

をしてございます。神戸市における数字は公

表されていないという状況でございます。 

  本市としましては、繰り返しになりますけ

れども、引き続き兵庫県と連携しながら周知

に取り組んでまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 朝倉君。 

○29番（朝倉えつ子君） もともと当初、弁護

団が兵庫県に優生手術の資料を請求しても、

資料はないというふうにお答えになっていた

んですけど、弁護団が公文書館でいろいろ調

べたら、病院名だとか、全て残っていて、そ

こから県の再調査が始まったというふうにも

言われています。 

  それで、国にもやっぱり要望することが必

要だと思うのは、今、県が相談窓口になって

いるんですけど、国からは県に対して相談窓

口の職員１人分の予算しか置いていないと。

相談を受ける体制になかなかなっていないと

いう現状もあるんです。きちんと丁寧に御相

談を聞くということも必要ですし、もっと言

えば、今、会の皆さんが直接医療機関だとか

施設に足を運んで聞き取りなんかを行ってい

るんですけれども、県の相談窓口の職員や、

市としてもこれに関わってきたということが

ありますから、直接、病院や施設に訪問をす

るなど、聞き取りができるような体制にして

いただきたいと思うんですけど、その点はい

かがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 
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○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 先ほど申し上げまし

たように、今回、法律が制定された中で、そ

れぞれの役割が定められているところでござ

います。この補償金等の支給を受けようとす

る方に対する相談支援業務は、国及び都道府

県が行う。そして、またこういった補償金や

一時金の支給手続等に関する周知は、国及び

地方自治体が取り組むということにされてい

るところでございます。その役割に基づいて、

適正に事務を執行していくということが大切

だというふうに考えてございまして、私ども

としましては、市町村の神戸市の責務であり

ます相談窓口等の周知に取り組んでまいりた

いと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 朝倉君。 

○29番（朝倉えつ子君） 既に亡くなっている

方もいますし、声を上げられない被害者の方

もいるんですね。今西副市長は先ほど、深く

悲しみを、被害者の皆さんの悲しみを深く受

け止めると、二度とこういうことが起こらな

いようにというのであれば、やっぱり優生保

護法は補償法ができたから解決ではなくって、

優生思想そのものを、偏見差別を根絶してい

くということが大事になってくるので、戦後

最大の人権侵害であるこの優生保護法がなぜ

つくられ、県では不幸な子供が生まれない運

動を推進してきたのか、神戸市も役割を担っ

てきたわけですから、市としても、やっぱり

被害の状況を調査するということ、それで検

証していただきたいというふうに改めて求め

ます。 

  違法だという判決から１年がもう経過して

いるので、もう早急に迅速な対応が国にも求

められていますので、国・県任せじゃなく、

施策に加わった市としても、全ての被害者救

済のために力を尽くしていただきたいと求め

て、西議員に交代いたします。（拍手） 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。 

  次に、48番西 ただす君。 

  （48番西 ただす君登壇）（拍手） 

○48番（西 ただす君） 朝倉えつ子議員に引

き続き、日本共産党の西 ただすが質疑しま

す。 

  最初に、消費税についてお聞きします。 

  日本共産党は、1989年に消費税が導入され

た段階から、暮らしと営業を壊し、景気を底

から冷やす、この税金に反対をしてきました。

７月の参議院選挙では、物価高騰に苦しむ国

民の願いと粘り強い運動を通して、消費税の

減税が野党共通の公約となり、自民・公明の

過半数割れにつながり、当選した議員の６割

以上が減税や廃止派となっています。それな

のに石破首相は消費税は社会保障の重要な財

源などとし、国民の願いに背を向けています。

最近の世論調査でも、政府与党は消費税減税

案を受け入れるべきだとの国民の声が多数と

なっています。市長は市民の声に応え、国に

直ちに消費税の減税を求めるべきだと考えま

すがいかがですか。 

  次に、子供の医療費の無料化についてお聞

きします。 

  市長は、2013年の市長選挙で、中学校卒業

までの医療費の無料化を掲げて当選しました

が、その後、無料化の公約を投げ捨ててしま

いました。その後、12年間の間に中学校卒業

までの医療費無料化は、神戸市以外の県下全

ての自治体に広がりました。ところが、市長

室のホームページの中に、わざわざ神戸市が

こども医療費を無料化しない理由というペー

ジを掲載し、コンビニ受診が広がり、医療機

関が疲弊し、真に必要な人に医療が届かなく

なってしまうと事実と異なる主張をし、今な

お無料化に反対する姿勢に立っています。市

長は、市民の願いを正面から受け止め、直ち

に無料化に踏み出すべきだと思いますが、い

かがでしょうか。 

  最後に、気候危機への対応についてお聞き

します。 
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  気候危機による猛暑に、市民から悲鳴が上

がっています。市もその原因となる温室効果

ガスを2030年までに６割削減し、50年には実

質ゼロにするという目標を掲げています。と

ころが、市域全体の排出量は、2022年に増加

に転じました。これは、神戸製鋼所の石炭火

力発電所が増設されたことが大きく影響して

います。市は、気候危機の原因に正面から向

き合い、二酸化炭素の大量排出先である神戸

製鋼所に、石炭火力発電の停止を求めるべき

と考えますが、いかがですか。 

  以上、３点についてお聞きします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 西議員の御質問のうち、

私からは、こども医療費の無料化という御指

摘につきましてお答えを申し上げます。 

  こども医療費の本市独自の助成制度につき

ましては、これまで市独自の判断で拡充を実

施してきております。2017年７月から、中学

３年生までの子供の保護者に設けていた所得

制限を撤廃し、さらに2021年10月からは、入

院一部負担金の助成対象を高校生世代まで拡

大し、2023年10月からは外来一部負担金の助

成対象を高校生世代まで拡大いたしました。

この結果、高校３年生までの全ての子供が無

料もしくは低額な一部負担金で受診できる環

境を整えることができました。一部負担金は

外来につきまして１医療機関等ごとに１日上

限400円ということで、低額なものとなって

おります。 

  完全に無料にすべきではないかという御指

摘ですけれども、この点につきましては、神

戸市のホームページで分かりやすく記載をし

ておりますように、医療現場の過剰な負担、

医療費の増大を招く、保険料負担の増大を招

くという見地から、また将来世代の負担を増

大させないためにも、必要な対応だと考えて

おりまして、神戸市のこの対応につきまして

は理解が広がりつつあるというふうに感じて

おります。 

  今後とも神戸市の考え方につきましては、

しっかりと市民の皆さんにお伝えし、理解を

求めていく努力を行っていきたいと考えてお

ります。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、消費

税減税を市から国に求めることについて、御

答弁申し上げます。 

  消費税率10％のうち、地方消費税は2.2％

でありまして、これを除いた国税分7.8％の

約５分の１、19.5％に当たる1.52％は地方交

付税の財源として使われているところでござ

います。結果的に消費税は、この地方消費税

の2.2％と地方交付税の財源となっておりま

す1.52％、足して3.72％、いわゆる約４割が

地方財源として使われているという状況でご

ざいます。 

  地方消費税2.2％のうち1.2％分は、社会保

障４経費―― これは年金、医療、介護の社会

保障給付、少子化に対処するための施策に要

する費用ということでございますけれども、

そして、さらにその他の社会保障施策、社会

福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策に

要する経費に充てられるため、減税が実施さ

れた場合、他の財源を確保しなければ、福

祉・医療・介護などのサービス提供に大きな

影響を与えることになるわけでございます。 

  これ以外にも減税による原資不足で、地方

交付税が減少いたしますと、様々な事業に影

響が出て、市民生活に支障を来すおそれがあ

るわけでございます。 

  消費税の引下げにつきましては、このよう

に地方財源に深刻な影響を与える可能性がご

ざいまして、他の財源を確保するなどの議論

をすることなしに、軽々に引下げを要望する

ことはできないものと考えているところでご
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ざいます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私からは、気候危機、

神戸製鋼所の石炭火力発電所の稼働停止につ

いてお答えをさせていただきます。 

  国の第７次エネルギー基本計画では、安全

性の確保を大前提に、エネルギーの安定供給

を第一として、経済効率性の向上と環境への

適合を図るという、Ｓ＋３Ｅの原則をエネル

ギー政策の基本的視点としてございます。 

  2040年に向けた電源構成の基本的な考え方

としましては、エネルギーの安定供給と脱炭

素を両立する観点から、再生可能エネルギー

を主力電源として最大限導入するとともに、

特定の電源や燃料源に過度に依存しないよう、

バランスの取れた電源構成を目指していく必

要があるとしているところでございます。 

  その中で、火力発電につきましては、電力

需要を満たす供給力、再生可能エネルギーに

よる出力変動等を補う調整力、系統の安定性

を保つ慣性力等として重要な役割を担ってい

るとの認識を示した上で、石炭火力発電につ

きましては、非効率な石炭火力のフェードア

ウトとアンモニアの活用等による脱炭素化を

促進するとしているところでございます。 

  御指摘の神戸製鋼火力発電所３、４号機は

最新鋭の発電技術、超々臨界圧発電設備を導

入した発電効率の高い石炭火力発電でござい

ます。また、神戸製鋼所におきましては、20

24年から2026年度の中期経営計画の中で、神

戸発電所における石炭火力発電においては、

バイオマス燃料、下水汚泥、食品残渣の混焼、

アンモニアの混焼などによるＣＯ２削減の取

組を強化するなどとして、2050年のカーボン

ニュートラルへ挑戦し、達成を目指したいと

示しているところであり、実際に１、２号機

におけるアンモニア混焼20％に向けた取組が

現在進められているところでございます。 

  いずれにしましても石炭火力発電をはじめ

とする電源政策につきましては、国レベルの

方針や仕組みに基づいて対策が行われるもの

と認識してございます。今後とも神鋼火力発

電につきましては、中期経営計画で定めた目

標が早期かつ着実に実現されるように、市と

しても強く働きかけていく所存でございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 西君。 

○48番（西 ただす君） では、消費税からお

聞きします。 

  先日、全国的にエンゲル係数が伸びている

という報道がありました。その中で、県庁所

在地など47都市の中で、神戸市が最もエンゲ

ル係数が高いとなっておりました。市民の皆

様からは、本当にいつも買っていた食品の値

上がり、容量が減った商品を見て胸が苦しく

なるので、スーパーに行くのも嫌になったと

いう声が上がり、給付金など一過性のもので

はなく、全てのものに関わる消費税の減税を

最もやってほしいと言われています。 

  先ほどの答弁では、いろんな社会保障の財

源を確保できていないと、減税できないとい

うふうに言われましたが、しかし、神戸市は

国に対する要望をこれまでいろいろ上げてき

ました。社会保障に関わる分野でも、市民生

活に必要があると考えれば要望を繰り返して

きたわけですが、市民生活がこれだけ追い詰

められている下で、消費税減税についてはな

ぜ国に求めないのか、改めてお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 先ほど申し上げまし

たように、この消費税の財源というものは、

社会保障関係に多く使われているところでご

ざいますし、また地方自治体の財政運営、こ

の交付税の財源になっているということ自身

が、自治体の財政運営にかなり大きな役割を

果たしてくる税金であるということでござい

ます。 

  個別施策の範囲を超えた、非常に大きな影
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響を与える、それだけの額になっているとい

うことでございますので、そういった代替の

財源というものがなければ、我々として責任

を持って市民生活に影響のない財政運営がで

きませんので、そういうような要望をするこ

とは困難だと申し上げたところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 西君。 

○48番（西 ただす君） 財源と言われました

けども、やっぱり神戸市自身が、これまで長

年、例えば医療・福祉、そして開発も含めて、

様々なことで国に要望を上げてきましたが、

しかし、これまで財源について言ったことな

いんですよね。この問題についてだけ言い出

すのは、やっぱりおかしいと思います。もし、

市が消費税の減税を求めないということであ

れば、市は物価高で苦しんでいる市民の思い

にどう応えていくつもりなのかということで

す。 

  市長の12年間で、様々な市民負担が行われ

ました。敬老パスや福祉パスが有料化されま

した。国民健康保険料の引上げ、住民税の超

過課税。最近ではバス料金や水道料金の引上

げなど行われました。それでしたら、こうし

たことを見直し、市民負担を軽減するなどの

提案をされたらいいわけですが、それもあり

ません。それなのに消費税の減税も求めない。

これで市民生活は、じゃあどう守れるという

のか、お伺いしたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今の現状の分析でご

ざいますけれども、日本銀行の神戸支店の管

内金融経済概況によりますと、兵庫県内管内

の景気は、一部に弱めの動きは見られるもの

の、緩やかに回復しているというような見方

が示されているところでございます。 

  一方で、市内の物価は上昇傾向が続いてお

りまして、直近７月分の消費者物価指数は、

前年同月比でプラス3.4％の上昇となってお

りまして、物価上昇が市民生活や事業活動に

影響を与えているという状況は認識している

ところでございます。 

  この物価高騰に対しましては、これまでも

国・県・市それぞれで各種の施策を展開し、

対策を講じてきたところでございます。国に

おいては、現在、ガソリン価格、あるいは電

気・ガス料金に対する支援を行ってございま

すし、また兵庫県では消費喚起のためのプレ

ミアム付デジタル券の販売などが行われてご

ざいます。 

  本市におきましても、こういった国・県の

施策を補完するよう施策を展開してございま

して、市民向けの施策としては、学校給食費

の負担軽減、そして厳しい生活環境にありま

す子育て世帯への食を通じた支援、経済的課

題を抱える世帯への大学等受験料補助といっ

た支援策を実施させていただいているとこで

ございます。 

  さらに、事業者に向けても、物価高騰下に

おいて継続的に利益を生み出すことができま

すよう、生産性向上、業務効率化に向けたＤ

Ｘの支援、国内外への販売、販路開拓の伴走

支援というものも行っているところでござい

ます。そのほかにも、様々な施策で地元企業

等に対する支援も行っているところでござい

ます。 

  引き続きこの市内の経済情勢、あるいは

国・県の施策動向も注意をいたしまして、本

市として追加の対応を実施すべきという判断

をした場合には、機動的な対応を行ってまい

りたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 西君。 

○48番（西 ただす君） 結局、待ち待ちなん

ですよね。いろいろ国の動向を見ながらとい

うことをこれまで言われてきました。しかし、

今、いろんなことを、例えば中小企業に対し

て大変だということは分かってらっしゃると

いうことで、対策もしてきたというふうに言
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われてましたけど、倒産件数はどんどん増え

てきていって、減ってないんです。これ、ず

っとこういうやり取りここでしてきましたけ

ど、それじゃ足りない。だからこそ参議院選

挙でああいう結果になったわけです。 

  多くの方が、今のままではお店も続けられ

ない、そして生活もやっていけない、それで

そのためにはどうするのか。やはり、もう消

費税の減税しかないんじゃないかということ

が求められているわけです。 

  私たちがこの国民の声に聞いた対応を、ぜ

ひしていただきたいというふうに思います。

先ほども対応していると言われましたけど、

補正予算の内容を見ても、今やらなきゃいけ

ないのに、ほとんど対策がないわけです。ま

さに市民に寄り添っているとは言えません。

市として抜本的な対策もせず、市民の消費税

減税の思いも、国に対して求められないとい

う姿勢は認められない。このことを指摘して、

次の質疑に移ります。 

  続きまして、子供の医療費の問題について

お聞きをします。 

  先ほど、こちらからも御紹介し、市長のほ

うからも答弁がありましたのが、神戸市が子

供の医療費を無償化しない理由。わざわざこ

ういったものを掲載をしているわけなんです。

先ほどの、この中に、そして市長が今どうい

うことを言われていたかということを、１つ

１つ聞ける限り聞いていきたいと思いますが、

診察件数がこれまで増えていくということを

言われてました。それはいいと思うんです。

ただ、先ほど言われましたけど、いろんな理

由の中で、医療現場の疲弊ということも言わ

れたんですけど、じゃあ医療費無料化やって

いて、どこのまちがそういうことで医療現場

の疲弊につながっているのか。そして、それ

が神戸市でも同様の事態になるというような

根拠はあるんでしょうか、いかがですか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この完全無料化を行

いましたときには、ほかの都市の実施をした

動向、そしてまた私どもの神戸市でもそれぞ

れ施策を拡充したときの状況によりまして、

受診件数が増加をするということは、もう明

らかになっているところでございます。そう

いった受診件数の増加というものが、今、多

忙を極めております。医師の確保も非常に大

変になっております。医療現場の一層の疲弊

を呼ぶということは、それはもう明らかであ

ろうというふうに思っているところでござい

ます。 

  さらにまた受診件数の増加は、これはもう

保険料負担の引上げにもつながる可能性があ

るわけでございますし、さらにまた真に医療

を必要とする患者への対応にも影響が出るこ

とも懸念がされるというような状況も発生す

ると考えているところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 西君。 

○48番（西 ただす君） 副市長は明らかだろ

うというふうに言われるんだけど、そこを明

らかじゃないと思うから、教えてくださいと

いうふうに聞いたんですね。どこが医療費の

無料化をすることによって、医療現場の疲弊

が起こっているのかということ、具体的にあ

るんでしょうか。あるいは、そのことによっ

て大変だということ。ほかのまちで聞いてい

るのですか、いかがですか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今申し上げましたの

は、医療現場はもう既に疲弊をしていて、さ

らに一層の疲弊になるということを申し上げ

たということでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 西君。 

○48番（西 ただす君） 全然質問に答えてい

らっしゃらなくて、するだろうという話なん

ですよね。医療の無料化が進んだ場合、診察
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の件数が増えるというのは当然でしょう。で

すが、そのことと医療現場が疲弊してしまう

のは大変だということということの根拠が、

やっぱり今示せなかったわけです。やはり、

そこは想像の中で言われていて、じゃあ具体

的にどこかというふうに答えられなかったと

いうことは、まず確認しておきたいというふ

うに思います。 

  次に、これも懸念やあるいは、だろうとい

うことでごまかさないでいただきたいと思い

ますけれども、コンビニ受診が進むと、真に

医療を必要としている患者への対応に影響す

ると言われてますけども、医療費の無料化に

より、重い状態の方が新たに医療機関に殺到

するということでしょうか。そういう方は既

に病院に行っていると思うんです。むしろ病

院に行くかどうかを悩みながらも、負担が気

になって行けなかった児童の早期発見・早期

治療につながるケースが増えるのではないか

と思いますが、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 先ほど市長からも御

答弁申し上げておりますのは、受診件数が増

えるということを申し上げているところでご

ざいます。当然、受診件数が増えますと、患

者が医療機関に行く数が増えるという状況で

ございますので、真に医療を必要とする患者

への対応に影響が出るという懸念があるとい

うことでございます。 

  今、全国的にも小児科は大変厳しい状況に

あるわけでございまして、その小児科の医師

の確保というものが、本当に大変な全国的な

状況になっているところでございます。医療

現場、そういう意味で医療現場の疲弊という

ものが、小児科の場合は特に激しく起こって

いるというような状況でございますので、そ

ういった対応への懸念ということは、深刻な

ものであるというふうに考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 西君。 

○48番（西 ただす君） だからもう、そこは

ずっと懸念なんですよね。だから、ほかのま

ちがどうなのかと言うても答えられない。以

前の質問で、名古屋や、あるいはさいたま市

のことも調べて、いや、そういうことないで

すよということはお伝えしました。小児科学

会のほうからもお話も聞いて、そういったこ

とは違いますよということも、ここで紹介し

ました。 

  やっぱりそういったことに基づいて、答弁

もしていただきたいですし、本来、やっぱり

そこを具体的にどうつながるのかという話が

されてないということなんですね。 

  先ほど、私が言ったこととも関わりますけ

ど、そもそも重度の病気を抱えた子供たちは、

これまでも当然、高度な医療を受けているで

しょう。当然、そこに通わせていると思いま

す。でも、早期発見・早期治療のようなこと

で患者が増えることで、いかにも玉突きが起

こるっていうことにはならないというふうに

思います。 

  そして、本来、そういった、無償化しない

理由って書いたページの下のとこにどう書い

ているかっていうと、神戸市では子供の疾病

の早期発見・早期治療、また子育て世代の経

済的支援の観点から、子供の医療費の助成を

行うっていうふうに言ってるんですね。この

記述自体、私は正しいと思います。 

  それから、さらに前に進んでいくことを私

たちは求めているんです。だから、無料化し

たら、さらに早期発見・早期治療が進むと思

いませんか。経済的支援がさらに進むと思い

ませんか。それが進むと、神戸市として何か

問題があると考えているんでしょうか、お伺

いしたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 先生はコンビニ受診

ということを、ちょっと誤解をされているの

会議録（速報版）



 

－21－ 

ではないかというふうに思いますけれども、

コンビニ受診といいますのは、本当に簡単な、

いわゆるドラッグストア等で買えるような形

で治るようなものでも、無料になりますとよ

り気軽に医療機関にかかって、受診件数が増

える、いわゆる軽度者が大変増えていくとい

うような状況も多くなって、医療機関が疲弊

するというような状況が多く発生するという

ことではないかというふうに考えてございま

す。 

  重度の方に関しましては、それはもうその

方々の症状によって、当然、病院に行かれる

というのは、もう当たり前のことですので、

それが完全無料化されていないという状況で、

重度の方が我慢するというような状態などを

想定することなど考えられませんので、それ

は誤解のないようにぜひともよろしくお願い

申し上げたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 西君。 

○48番（西 ただす君） 丁寧に言ったつもり

ですけど、早期発見・早期治療そのものが進

むっていうこと自体は、無料化で進むこと自

体は問題がない、いいことだと思いますが、

そこについて簡単にお答えください。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私どものほうも、健

診事業等々実施をしてございますので、でき

るだけ早く発見をして医療につなげるという

ことは、大変大事だというふうに考えてござ

います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 西君。 

○48番（西 ただす君） だったらば無料化を

して、そういう人たちを増やすべきだという

ふうに思います。コンビニ受診についても先

ほど言われましたけど、私も小学校１年生の

子供がいます。病院に連れていきます。その

とき、何が気になるかといったら、この子は

今この病気だけども、行ったことによって感

染症をもらうんじゃないか、行きたくはない

けども薬が足りないから、でも行かなきゃい

けない。こういう葛藤の中であるんですよ。

そういった親に対して、コンビニ受診だから

気軽に行ってるんだから無駄遣いなんだって

いうような、その発想が間違っている、この

ことはお伝えしたいというふうに思います。 

  今の神戸市の言い分というのは、やっぱり

医療費無料化をすれば、たくさんの子供たち

が医療の場にかかれるということだったとい

うふうに思うんです。今回の、最後にこの点

もお聞きしたいんですけど、やはり、この間、

やっぱり大きな開発など、こういったとこに

はお金は使っていくんだけども、なぜ子育て

支援で強い要望がある子供の医療費の無料化

を進めないのか、端的にお答えください。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 子育て支援も、未来

に向けた投資も、どちらも大変大事なものだ

と考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 西君。 

○48番（西 ただす君） それが今、要望が多

い、こういったことに対して応えられていな

いわけです。 

  今年の予算は一般会計予算は1,000億円増

えたとしながら、30億円という高校卒業まで

の医療費無料化は全く進みませんでした。市

民はここに落胆をしています。しかも、当初

予算の説明の中でも、今後も投資的経費は増

加するというふうに言いつつ、子供の医療費

を含む扶養費については抑えるために努力を

するということも言われてきました。 

  市長は、今後も市政の運営に携わろうと考

えてらっしゃるようですけども、このままい

きますと、じゃあこれからも、例えばこれか

ら４年間も含めて、医療費の無料化に関して

は手をつけないということでしょうか、いか
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がですか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 私が市長でいる限りは、

低額の負担は求めていきたいと考えておりま

す。この考えに変わりはありません。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 西君。 

○48番（西 ただす君） やはりこういった市

民の声を聞かないという姿勢そのものを変え

ていかなければならない。そして、その声に

基づいて、新しい政治がされなければいけな

いというふうに思いました。 

  続きまして、気候危機の問題についてお聞

きをします。 

  気候危機に関してでは、先ほどいろんな国

のことも言われましたけども、やはり神戸市

自身が責任を負わなければいけないというふ

うに思うんです。これは神戸市の地球温暖化

防止実行計画というものも、神戸市自身が出

されていて、パリ協定に基づいて1.5度以下

にしなければいけない等、そういったことを

考えて言われているわけです。 

  確認ですけども、この中でも書かれてます

けども、今回、2022年に温暖化につながった

ということは、小売業の中で増えたというこ

と。それは、関西電力だと思うんです。その

中での石炭火力の比率が上がって、結局、つ

まり’22年の二酸化炭素の排出量の増加は、

神戸製鋼所の石炭火力発電所の３号機の稼働

が大きな原因であったと思いますが、いかが

でしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） まず、排出量の考え

方ですが、国の算定ルールによりますと、発

電に当たって排出された二酸化炭素につきま

しては、供給された側が電気を使用する際に、

ＣＯ２として算定されるため、発電に伴う二

酸化炭素の排出量は、直接本市の目標値に加

算されるものではないと考えてございます。 

  その中で、先ほども申し上げましたが、神

戸製鋼所としては、中期計画の中で、いかに

2050年のカーボンニュートラルへ目指して挑

戦をしていくかということを掲げてございま

すので、神戸市としましては、この中期経営

計画で定めた目標が、早期かつ着実に実現さ

れるように、引き続き粘り強く働きかけてい

きたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 西君。 

○48番（西 ただす君） 神戸市域の中で温暖

化ガスが増えた、それによって数値が上がっ

た。それは’22年、そしてそれは関西電力の

中でということです。原因について言ってる

わけですよね。それは神戸製鋼所の石炭火力

だということでよろしいですか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 我が国におきまして

の温室効果ガスＣＯ２の８割以上はエネルギ

ー起源のＣＯ２が占めてございまして、この

エネルギーが国民生活や経済活動の基盤とな

っているところでございます。そういった意

味で、こういったエネルギーが経済活動を行

うために、電気供給をどう考えていくのかと

いうことについては、まさに国レベルで議論

されるものだと考えてございます。 

  繰り返しになりますが、石炭火力発電をは

じめとする電源政策につきましては、国レベ

ルの方針や仕組みに基づいて対策が行われる

ものと認識してございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 西君。 

○48番（西 ただす君） 全然答えませんね。

私が聞いていることをはぐらかすのはやめて

いただきたいと思うんです。’24年の10月の

記者資料、神戸市です。主要な小売電気事業

者である関西電力の二酸化炭素排出係数が増

加したと。’21年度0.309キログラムＣＯ２

会議録（速報版）



 

－23－ 

／キロワットアワーから0.420と増えている

と。計算すると1.36倍に’21年から’22年に

増えているわけですね。これも市の資料から

ありましたが、全国では’21年から’22年に

かけて排出量が減っているわけです。神戸市

の異常はここでも出ているというふうに思い

ます。ですから、それが注視しているだけで

は駄目だというふうに思うんです。 

  図を持ってきました。こうやってずっと下

がり続けていた1,200万トン以上のものがず

っと減ってきましたよと。’21年までは何や

かんやあって減ってきましたけど、’22年に

一気に上がったということなんです。この問

題について何も痛みを感じないのかと思うん

です。 

  市は、地球温暖化防止実行計画の中で、バ

ックキャスティングによるカーボンニュート

ラルの実現を進めるとしていますが、ここで

改めてお聞きしますが、バックキャスティン

グという考え方はどういうものでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 柏木環境局長。 

○環境局長（柏木和馬君） バックキャスティ

ングといいますのは、最終的な到達地点の目

標から逆算をしまして目標を立てるというも

のでございまして、2050年カーボンニュート

ラルという目標を掲げてございますので、そ

の目標値から逆算しまして、2030年度におけ

るＣＯ２排出量削減の60％という数字を出し

たということでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 西君。 

○48番（西 ただす君） 今の説明でも分かる

ように、逆算でということで、逆算で減らし

ていかなければいけなかった。増えた。で、

こちら側がその計画どおり行ったらこうなり

ますよということで、わざわざ’30年には6

0％減。今回、７月の環境保全委員会では、2

035年、’40年まで明らかにして70％、80％

削減というふうにしてるわけです。 

  このバックキャスティングに関してのコラ

ムというのがついてますけど、ここにどう書

かれているかというと、今後起こる不連続な

変化を予測するのではなく、むしろ自ら起こ

していくことを意図している。現在のままの

取組では2050年カーボンニュートラルに達成

し得ないということを認識しつつ、１人１人

が主体的にゼロカーボンに挑戦するとありま

す。この１人１人には、事業者である神戸製

鋼所も入ってますよね、いかがですか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 本市では、2050年の

ネットゼロに向けて、当面のＣＯ２の目標と

して、2030年度においては、先ほど言われま

したが2013年度比で60％削減すると目標を掲

げておりまして、直近の削減割合としては、

2022年度の実績で約30.6％の削減となってい

るところです。重点施策としましては、脱炭

素ライフスタイルへの転換、水素エネルギー

の利用促進、電動車の普及促進、再生可能エ

ネルギーの拡大、産業脱炭素の促進、二酸化

炭素の吸収固定があります。これらの政策を

市民・事業者・行政が一体となって目標を達

成できるように、温暖化対策をより強力に推

進してまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 西君。 

○48番（西 ただす君） 何ではぐらかすんで

すか。今言った、これ努力しないといけない、

みんなで努力しなかったら2050年にカーボン

ニュートラルは達成しないというふうに書い

ているんです。１人１人が主体的にゼロカー

ボンに挑戦する。これは誰が入っているんで

すか、市民も入っていると思いますし、事業

者も入っていると思います。神戸製鋼所も入

っていると思いますが、いかがですか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 繰り返しになります
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が、石炭火力発電をはじめとする電源政策に

つきましては、国レベルの方針や仕組みに基

づいて対策が行われるものと考えてございま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 西君。 

○48番（西 ただす君） 市民、頑張らなくて

いいんですか、いかがですか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 先ほども申し上げま

したが、2050年のネットゼロに向けては、市

民・事業者・行政が一体となって目標達成で

きるよう、温暖化対策をより強力に推進して

まいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 西君。 

○48番（西 ただす君） 言いたくないけど、

事業者の中には神戸製鋼所も入ってますよね、

いかがですか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 先ほども申し上げま

したが、電源政策については国の対策による

ものと認識してございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 西君。 

○48番（西 ただす君） 何で私がわざわざこ

れを出しているかといったら、神戸市がつく

ったからですよ。神戸市がつくったものの中

で、解決していくんだというための方策を考

えたときに、その１つ１つが誰なのかという

ことを明らかにできないなんてあり得ないじ

ゃないですか。ここに書いている内容を見た

ら、当然、いろんな事業者が入っている。そ

して、市民も入ってる。なぜそんなことまで

言えないのかっていうふうに思います。 

  もう続けますけど、今、神戸製鋼所は、先

ほどもアンモニア混焼についてお話がありま

した。じゃあ、アンモニア混焼は今の計画だ

と、時間ないのでもう、2029年からやるって

いうふうに言ってるんですけど、実際にここ

に書かれているのは2030年に６割減っていう

ふうに言われてるんですけど、2029年からの

１年間で幾ら温室効果ガスの排出が削減され

るか御存じですか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 柏木環境局長。 

○環境局長（柏木和馬君） 神戸製鋼のアンモ

ニア混焼によって、具体的にＣＯ２が幾ら削

減ということは承知をしておりません。ただ、

本市の目標のＣＯ２排出の量に直接的に神戸

製鋼の発電所から排出される、発電のために

排出されるＣＯ２は加算されていないという

ことを申し上げておきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 西君。 

○48番（西 ただす君） 関西電力が契約をし、

その中で係数が上がっているということです

から、そういった言い訳は通用しないと思い

ますし、まさに神戸にある、その二酸化炭素

をたくさん出しているところに対して、それ

を無視して、温暖化の解決は絶対できないと

いうことだと思います。 

  石炭火力からアンモニア混焼にしても、減

るのは２割程度だと言われているんです。国

際的な理解では、排出削減対策というのは９

割以上の削減を求めているわけで、これでは

対策を取ったというふうに言いません。 

  先ほど、ここの部分が引き上がったという

話をしましたけども、確認になりますけども、

2022年の数字に今、４号機の温室効果ガスの

排出量というのは入っているんでしょうか、

いかがですか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） ４号機の分は入って

ございません。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 西君。 
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○48番（西 ただす君） そうなんですね。４

号機というのは2023年の２月からですから、

だからこれから年間を通して３、４号機が稼

働する’25年度は、また大きく上がる可能性

があるわけです。 

  先ほどから、何か事業者に何も求めないみ

たいなことを言われてますけど、７月に市の

環境保全審議会では、対策推進ケースにおけ

る部門ごとの削減見込み量や各部門での具体

的な施策を積み上げていくとされているんで

す。 

  ですから、こういう方法で求めていくとい

うふうに言われているんです。だったら、こ

の姿勢で求めていくべきじゃないですか。少

なくとも大口の排出者である関西電力、神戸

製鋼所内にはさらに踏み込んで、具体的に各

事業所への目標に見合う削減を求める、少な

くともそれぐらいしてはいかがですか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 先ほども申し上げま

したが、神戸製鋼の中期経営計画で定めたア

ンモニアの混焼率の拡大から専焼への取組が

早期に実現されるように、神戸市としても強

く働きかけていきたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 西君。 

○48番（西 ただす君） 詳しいことはもう聞

けないんですけども、2030年の目標を神戸製

鋼所は持ってないんですよ。しかも’29年か

らですから、’30年、じゃあそれの対策とし

て間に合わないし、そもそも今言ったように

アンモニア混焼というものは、それに値する

ものではないというふうに思います。 

  今日の質問の中で、いろんな点についてお

聞きをしましたけれども、１つは気候打開に

関していうと、やはり目先の利益にとらわれ

て、新自由主義的な観点からの、もうかれば

いいということから脱却するべきだと思いま

す。そして、本来であれば市民のために使う

べき税金、あるいは市民の声を上げていくべ

き神戸市政の在り方、今それができてない。

だからこそ私たちは変えていくべきだという

ことを求めて、質問を終わります。（拍手） 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。 

  それでは、この際、暫時休憩いたします。 

  12時30分に再開いたします。 

   （午前11時27分休憩） 

   （午後０時30分再開） 

○副議長（川内清尚君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

  直ちに議事に入ります。 

  午前に引き続き、令和６年度神戸市各会計

決算並びに関連議案に対する質疑を続行いた

します。 

  20番かじ幸夫君。 

  （20番かじ幸夫君登壇）（拍手） 

○20番（かじ幸夫君） こうべ未来市会議員団、

かじ幸夫です。令和６年度決算並びに関連議

案に関して質疑をさせていただきます。前半

は私、かじ幸夫が、後半は、やのこうじ議員

が担当いたします。改めて、私がかじ幸夫で

す。やの議員とよく間違えられますので、こ

れを機にしっかりとお見知りおきをいただけ

たらと思います。 

  まず、令和６年度決算について、2025ビジ

ョンの推進を伺います。 

  令和６年度決算においては、企業業績の堅

調な推移による法人市民税の増加や、評価額

の上昇による固定資産税の増加によって、昨

年度に引き続き、財源対策によらず約14億円

の実質収支の黒字を確保しました。３期目の

終盤を迎えた久元市政の下、震災復興から神

戸を新たなステージへと、積極投資などの市

の取組が、財政指標によい影響を与えてきた

ものと会派として評価をしております。これ

らの取組が市民サービスの向上や神戸経済の

活性化に寄与していると、市民や市内事業者

が実感を伴いながら、財政効果に現れてくる

ことが何より重要です。 
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  神戸2025ビジョンは、人々の暮らし方や働

き方、産業構造や企業行動の変容に対応し、

理想とする都市像を実現するためとして策定

されましたが、ビジョンに掲げられた各種の

目標が最終年度を迎えている中、現在の到達

地点をどのように評価をしているのか。また、

現在、検討を進めている次期計画においては、

どのような目標設定を検討しているのか、見

解を伺います。 

  次に、財政調整基金です。 

  税収の伸びは順調に推移しつつも、財政調

整基金の残高はようやく震災以前の水準を少

し上回る程度にとどまっております。また、

他の政令指定都市との比較では平均を大きく

下回っております。近年では、各年度の決算

剰余金を活用し、着実に残高を積み増しして

きた一方で、コロナ禍対策などの緊急の財源

需要に機動的に対応し、活用してきた実績も

ありますが、今後どのようにこの基金を取り

扱っていくのか、市民生活の向上に向けて積

極的に活用すべきと考えているのか、あるい

は南海トラフ地震などの大規模災害に備え、

今後も残高を増やしていくべきと考えている

のか、見解を伺います。 

  次に、インバウンド対策についてでありま

す。 

  神戸には、市内全域に観光資源が豊富にあ

り、インバウンドの呼び込みにより、市内経

済発展に大きく寄与すると考えます。昨今は

神戸空港の国際化を契機に、市街地を中心に

インバウンド観光客が大きく増えてきている

ことが顕著であり、今後、滞在率の向上や回

遊性の向上に向けた取組をさらに強化してい

くべきと考えますが、これまでの取組や今後

の展望について伺います。 

  ３点目に、外郭団体の運営についてであり

ます。人材確保の観点で伺います。 

  市の施策や行政課題を補完する外郭団体に

おいて、労働条件などの処遇が原因で人材が

離れていく、もしくは人材が集まらないとい

うようなことはあってはなりません。団体が

賃上げの社会情勢に乗り遅れることとなれば、

持続的な経営に不可欠である人材確保を困難

にする可能性があります。人材確保に向けた

経営環境が構築されるためには、各団体にお

ける自立した経営状況の改善や経営改革が必

要となりますが、市としても各団体の役割や

目的、経営状況や時代適合性、民間への代替

性などチェックをしつつ、外郭団体の経営資

源や運営体制の最適化を図りながら、人材確

保に向けた支援を進めるべきと考えますが、

見解を伺います。 

  ４点目です、神戸市営交通事業経営計画の

策定についてであります。 

  現計画である神戸市営交通事業経営計画20

25の遂行中にコロナ禍の影響を受け、危機的

な経営状況に陥ったことから、令和６年２月

に策定した経営基盤強化パッケージに基づい

て、経営健全化に向け努力してきたこと、こ

れは評価をしております。一方で、令和６年

度の決算では、これら努力を踏まえても、自

動車事業で7,600万円の赤字、高速鉄道事業

で21億円の赤字決算となっております。特に

自動車事業に係る資金不足比率が19.6％と危

機的な水準となっています。 

  本年３月の予算特別委員会局別審査におい

て、交通局を取り巻く経営環境について質問

したところ、この経営基盤強化パッケージの

策定当時よりも、工事費・資材費、そして労

務単価・金利などが大幅に上昇しており、経

営状況の悪化を懸念しているということでし

た。これらの背景並びに令和６年度決算結果

を踏まえて、改めて来年度からの次期経営計

画の検討状況について伺います。 

  以上、どうぞよろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） かじ議員の御質問のう

ち、まず2025ビジョンの進捗状況と今後の方

針につきましてお答えを申し上げます。 
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  神戸2025ビジョンは、今年度が計画の最終

年度となることから、これまでの達成状況の

総括検証を行い、４月末に外部有識者で構成

される神戸2025ビジョン推進会議に結果を報

告いたしました。 

  御指摘いただきましたように、都心・三宮

再整備や駅周辺のリノベーションなどの積極

投資を推進してきたことで、三宮周辺ではオ

フィスやホテルなどの民間投資が進み、今春

開業したジーライオンアリーナ神戸には、多

くの来訪者で新たなにぎわいが生まれており

ます。また、名谷や西神中央などの拠点駅で、

駅前の公共空間の整備に合わせ、民間事業者

による住宅供給も生み出されております。 

  令和６年度決算では、企業業績の堅調な推

移や土地の評価額の上昇に加え、市民１人当

たりの平均所得や納税義務者数、税収が増加

をしておりまして、これまでの積極投資が域

内経済の拡大や市民所得の向上につながった

と考えております。さらに、神戸の将来を担

う人材の投資といたしまして、高校生の通学

定期の無償化や、こども医療費の外来助成の

対象拡大、中学校給食の全員喫食に向けた取

組など、子育て世帯にとって魅力ある取組に

も注力をしてきました。共働きで子育てしや

すいまちとしての評価も高まっております。

これらの取組をはじめ、2025ビジョンに掲げ

た施策は、全体としておおむね順調に進展し

たと評価したことについて、委員からも賛同

が得られました。 

  次期実施計画における目標設定であります

が、現在、次期基本計画・実施計画の策定に

取り組んでおります。基本計画は、多くの市

民・関係者から集めた思いを基に、10年後の

都市像を描き、実施計画はその都市像の実現

に向けた具体的な施策や目標を掲げるものと

して、一体的に策定を進めております。 

  次期基本計画のゴールとなる数値目標につ

きましては、神戸市総合基本計画審議会にお

きまして審議をいただいており、次期実施計

画では、審議会の議論も踏まえ、次期基本計

画で掲げる将来像の実現に向けた達成状況を

示す目標設定となるよう、検討を行っており

ます。今般の2025ビジョンの検証結果などを

参考に、現在の神戸の現状を正確に捉えた上

で、新たな目標設定を検討してまいりたいと

存じます。 

  次に、インバウンド対策です。 

  本市のインバウンドにつきましては、2024

年の延べ宿泊者数は約94万5,000人と推計を

しておりまして、過去最高となりました。今

年４月より神戸空港への国際チャーター便が

就航しておりますが、利用者に対するアンケ

ート調査によりますと、約73％の方が神戸に

宿泊をしており、その平均宿泊日数は2.73日

という結果が出ております。市内での訪問先

は、三宮・元町の市街地エリア、ウオーター

フロントエリアほか、北野異人館や明石海

峡・有馬温泉・六甲山などにも足を延ばし、

複数の観光地を周遊していると見られます。 

  また、宿泊の統計データでは、５月の外国

人延べ宿泊者数は約12万8,000人となりまし

て、１か月の外国人延べ宿泊者数としては、

過去最高となりました。これは、パラ陸上世

界選手権大会が開催されました昨年５月の1.

2倍に当たります。 

  今後の取組ですが、インバウンド入り込み

客数を増加させるということだけではなくて、

御指摘いただきましたような、滞在率の向上、

それから回遊性の向上が非常に大事で、宿泊

日数、これもさらに増やすことが経済効果を

生むことになると考えております。そのため

の方策といたしましては、インバウンド観光

客の行き先が、どちらかと言いますと集中し

ている傾向がありますので、もっと違う所に

も行って、神戸の様々な多面的な魅力を楽し

んでいただきたいということを目指した観光

コンテンツ、これをより多様化し、発掘し、

磨きをかけるということ、これが１つ。 

  もう１つは、ナイトタイムエコノミーを充
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実させる。アートシーンなども含めた、ある

いは御指摘をいただいてまいりました夜市を

もっと頻繁に開催をする、そういうナイトタ

イムエコノミーの充実ということが重要であ

りますのと、やはり、滞在日数を増やすとい

うことから考えたときに、ゴルフも含めたス

ポーツツーリズム、これを充実させていくと

いうことが重要ではないかと考えております。 

  今年開催されます神戸マラソンにつきまし

ては、明石の大蔵海岸まで延伸をし、その結

果、神戸大橋の急な勾配を通るコースがなく

なりました。こういうことも恐らく影響した

と思いますが、海外からの応募者がかなり増

えております。この神戸マラソンをさらに効

果的にＰＲをし、翌年度以降のさらなる参加

者の増加につなげていきたいというふうに考

えております。 

  いずれにいたしましても、この一過性に来

ていただいて、有名観光地を巡って、ただス

マホで撮影をするというような、そういうイ

ンバウンド観光客を増やすというよりは、先

ほど申し上げましたような取組ということを

しっかり行って、神戸経済に目に見える形で

メリットがあるような形につながるように、

しっかりと取り組んでいきたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから２点御

答弁を申し上げます。 

  最初は、財政調整基金についてでございま

す。 

  財政調整基金は、地方財政法及び財政調整

基金条例に基づきまして、将来にわたる財政

の健全な運営に資するために積み立てるもの

でございます。基金残高は、震災前の平成２

年度は296億円でありましたけれども、震災

からの復旧事業に充当しましたことから、平

成７年度末には枯渇する状態になったところ

でございます。その後、基金造成に努めてき

た結果、令和元年度末には115億円まで残高

が増加をいたしまして、令和２年の新型コロ

ナウイルス感染症の発生当初には、財政調整

基金を活用することで、国の地方創生臨時交

付金の内示を待つことなく、迅速かつ柔軟に

補正予算を編成し、市民・事業者への支援策

を実施することができたところでございます。

財政調整基金は、このような突発的な災害時

などに迅速かつ柔軟に財政出動するために不

可欠な基金だと考えてございます。 

  一方で、本市では震災以降、大容量送水管

の整備や防潮鉄扉の遠隔操作など、災害に強

いまちづくりを着実に進めてきたところでご

ざいます。また、南海トラフ地震が発生した

場合には、国において、東日本大震災におい

て取られましたような、相当思い切った財政

措置が取られることも予想されるところでご

ざいます。将来にわたる財政の健全な運営に

資するよう、引き続き基金造成に努めながら、

持続可能かつ柔軟な財政運営というものを行

ってまいりたいと考えているとこでございま

す。 

  ２点目は、外郭団体の運営について、その

中でも人材確保に向けた支援についてのお話

でございます。 

  急速な少子・高齢化が進む現在の社会情勢

におきまして、本市の外郭団体にとって、人

材確保は団体の持続性を確保するために重要

な課題であると認識しているところでござい

ます。また、外郭団体が働く場として選ばれ、

かつモチベーションを維持して長く働き続け

ていただくためには、職員の処遇も含め、魅

力的な労働環境の整備が必要だと考えている

ところでございます。 

  外郭団体で働く職員の処遇や労働環境の整

備につきましては、各団体において自主的に

決定されるものでありますけれども、その処

遇などの改善のためには、安定した経営基盤

を確立することが必要だと考えてございます。
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そのため、各団体におきましては、収入の確

保を図りますとともに、時代適合性や民間代

替性などの観点から、絶えず事業の必要性や

内容等を見極め、徹底した経営改善に努めて

いただく必要があると考えているとこでござ

います。 

  本市としても、外郭団体が自立した経営主

体として安定的な運営を継続できますように、

様々な観点から一層の支援や指導を行ってま

いりたいと考えてございます。加えて、事務

の共通化や最適化など、個々の団体では取り

組むことが困難な課題に対しましては、外郭

団体を横断的に束ねまして、本市が主導して

取り組んでまいりたいと考えているところで

ございます。 

  また、職員の採用につきましては、従前、

各団体のホームページや民間事業者が運営す

る求人サイトを通じて募集を行っておりまし

たけれども、個々の団体での活動では発信力

が弱いという課題があったところでございま

す。そこで、昨年度から、本市のホームペー

ジ上に、各団体の採用情報をまとめた外郭団

体職員採用情報のページを開設しているとこ

ろでございます。また、今年開催をされまし

たマイナビ転職フェアや、ＫＯＢＥ就職・転

職フェアといった合同企業説明会で外郭団体

を紹介するなど、人材確保に向けた支援を実

施しているところでございます。 

  外郭団体が今後も市政の補完的な役割を果

たしていけるよう、引き続き本市として外郭

団体への必要な支援を行ってまいりたいと考

えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 城南交通局長。 

○交通局長（城南雅一君） 私からは、交通局

を取り巻く経営環境及び令和６年度決算結果

を踏まえての次期経営計画の検討状況につい

て、お答えいたします。 

  議員から御指摘いただきましたように、経

営計画2025策定時の想定以上に、コロナの影

響によりまして危機的な経営状況に陥ったこ

とから、令和６年２月に、経営基盤強化パッ

ケージを策定いたしまして、経営健全化に向

けて取り組んできたところでございます。 

  しかしながら、令和６年度決算では高速鉄

道事業で約21億円の赤字決算、自動車事業で

も赤字額は改善したものの、資金不足比率が

19.6％と、経営健全化基準の20％に迫る危機

的な水準になっておるところでございます。

交通事業は、沿線のニュータウンを中心とし

た人口減少、運転士などの人材不足の深刻化

など、構造的課題がより一層顕在化してきて

おるところでございます。 

  また、鉄道施設などの維持に必要な工事費、

そしてバス車両等の購入価格・労務単価・金

利などがここ数年で大幅に上昇しておりまし

て、経営環境は一層の厳しさを増しておると

ころでございます。 

  現在、経営計画2030の策定に向けまして、

交通事業審議会におきまして議論を重ねてい

るところでございます。その議論を踏まえま

して、この交通事業の厳しい現状認識の下、

経営改善に全力で取り組むべきと、経営計画

2030では、2026年から2030年度までの５年間

を再建・体力回復期として位置づけまして、

事業の存続を前提とした抜本的な体質改善、

これを図ってまいりますとともに、将来にわ

たりまして、市民の足としての公的役割を果

たし続けられるように、まず聖域なきコスト

構造改革と、あらゆる増収策に取り組む収支

バランス向上、そして、交通事業者としての

絶対的使命である安全・安心の確保などを図

る価値向上、そして組織改革・人材育成等の

事業基盤強化という、この３つの柱を一体的

に推進していくという方向性を打ち出したと

ころでございます。 

  経営計画の策定に向けまして、引き続き交

通事業審議会での御議論、また神戸市会での

御意見、市民の皆様からのパブリックコメン

トなどを十分に踏まえまして、安定経営の礎
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を築き、市民の皆様に信頼される公営交通と

して発展できる経営計画となるよう取りまと

めてまいります。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） かじ君。 

○20番（かじ幸夫君） 質問順に沿って、再質

問、要望をさせていただきます。 

  まず、６年度決算に関してですけれども、

これはもう要望に全般とどめますが、監査委

員から先般公表された監査の審査意見書の中

に、全体を通してですけど、震災30年に触れ

られて、震災後には１兆2,000億円もの市債

があった。これが令和６年度の末には549億

円まで減少させる財政再建を成し遂げたと触

れられていました。本当に不断の努力だった

と思いますし、笹山市長、矢田市長、覚えて

ますけれども、歯を食いしばって、そしてま

た市民全体で乗り越えてきたというのを、こ

こに触れられていると思ってまして、それの

土台に今があるんだということだと感じてま

す。 

  その審査意見書には続けて、少子・高齢化

に伴う人口動態や経済情勢など政策課題が多

いとしながらも、新たな価値観、斬新な発想

を持つこと、そして積極果敢に市内経済の活

性化に努め、未来を見据えた持続可能な自治

体経営に邁進されたいと。本当に同感という

意味で、この意見書を読ませていただきまし

た。全く同感です。 

  これを受け、計画にも少し触れていただき

ました、次期計画。この新たな価値観の下、

斬新な発想と積極果敢な部分が、そういう姿

勢が随所に見られるような、そういう計画と

なることを期待しております。 

  基金について、造成に努めるというふうに

受け止めました。我が会派としても、いろい

ろこれはもう少し増やすべきだ、使うべきだ

とあるんですけど、仮に使用する、活用する

場面があるんだとすれば、これは要望ですか

ら聞いておいていただきたいんですが、やっ

ぱり常々会派が訴えてきた、人への投資をし

っかりということを申し添えておきます。 

  ＢＥ ＫＯＢＥ、神戸の魅力は人である。

震災20年のときにつくられた言葉でした。そ

の理念を市民１人１人が実感できるような、

そんな施策であれば、政策誘導的にしっかり

と活用してほしいということを要望しておき

ます。 

  インバウンドの対策で、少し再質問をさせ

ていただきます。私、海外・国内でも知らな

い所に行くときは、やっぱりまず情報として

移動方法というのが気になるんです。神戸に

あてがえると、神戸空港や新神戸、この主要

駅からホテルまでの、いわゆる経路。また、

滞在をされているホテルから観光地などへ向

かう行程、こういったものがどのように移動

したら便利で快適なのかというのが、すごく

知りたい情報なんです。 

  初めて神戸を訪れた人にも分かりやすい案

内をしっかりと提供していくことで、答弁に

もありました、滞在率や回遊性がさらに向上

をしていくというふうに感じるんですけれど

も、神戸市では令和６年度、神戸観光Ｍａａ

Ｓに取り組まれております。この状況につい

て、まず評価も含めてお伺いをします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 本年４月の神戸空港

の国際化に伴いまして、増加が見込まれる観

光需要の取り込みに向けまして、本市では市

内の交通事業者６社局と観光施設等との連携

の場である神戸観光ＭａａＳ協議会を設置し

まして、公共交通で観光地をシームレスに巡

ることができる観光ＭａａＳの実現に向けた

取組を進めているところでございます。 

  観光ＭａａＳの実現に当たりましては、交

通サービスや観光施設等においてクレジット

タッチ決済やＱＲコード等に対応するための

決済基盤の整備が重要であります。これまで

の取組の評価としましては、まずは市内バス
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や鉄道の交通事業者と共に、主要な路線や鉄

道駅において決済基盤の導入を行ったところ

でございます。これにより神戸空港から都

心・ウオーターフロント、有馬温泉、須磨・

垂水、六甲山・摩耶山等へシームレスに移動

することが可能となり、御利用の増加傾向が

確認できているところでございます。 

  さらに、複数の交通サービスと観光施設を

セットで利用できる企画乗車券の開発も進め

てございまして、令和７年４月から、神戸周

遊パスをはじめとする６種類のデジタル企画

乗車券をリリースし、市内への観光誘客や回

遊性の向上を図っているところでございます。

また、交通事業者が独自で自らの事業として

企画乗車券を開発し、発売するような動きも

現れてきております。 

  企画乗車券につきましては、多くの利用が

見込まれる夏休み期間が終了したばかりであ

り、また関西万博もまだ開催期間中であるこ

とから、こうした期間が終了するまでを目安

として、継続してデータを取りまとめ、利用

特性を詳細に分析しまして、しっかりと評価

していきたいと考えています。その上で、魅

力的な企画乗車券を開発し、神戸観光局とも

連携しながら、神戸の滞在観光の需要創出に

つなげてまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） かじ君。 

○20番（かじ幸夫君） ＭａａＳの取組、すご

く期待をしてますので、しっかり進捗状況の

チェックをお願いしたいと思います。 

  少し話、変わります。都心・三宮再整備の

取組がずっと進んでまして、10月からはこの

地下道も少し通れなくなるなんていうことも

聞いてますが、中心市街地における往来がち

ょっと複雑になってきているのかなと感じて

ます。改めて案内サインの工夫、もしくは充

実ということを、インバウンドの方とか、観

光客の方とかの目線で、改めてチェックをし

て、改善に向けて対応すべきと考えているん

ですが、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） かじ議員御指摘のよ

うに、市役所周辺の工事が大変行われており

まして、非常に今、ふくそうしている状況が

ございます。三宮駅周辺におきましては、歩

行者デッキやＪＲ三ノ宮新駅ビル等の工事に

伴い、それぞれの現場の状況に応じて歩行者

動線の切替えが頻繁に発生しており、分かり

やすい案内をすることは重要だと考えてます。 

  工事に伴う規制や迂回路の案内につきまし

ては、現場での案内看板や音声案内、神戸市

ホームページなどで実施しており、特に現地

の案内看板につきましては、現在も案内マッ

プにおける主要施設などを可能な範囲で英語

を併記しているところでございます。掲示箇

所の制約もございますので、全ての案内看板

で対応することは難しい状況もございますが、

議員の御指摘も踏まえ、駅や主要施設へのル

ート上で英語が併記できる場所を再度確認し、

必要な箇所に追加で設置するとともに、案内

看板の更新のタイミングに合わせて、可能な

限り英語の併記を進めていきたいと考えてい

るところでございます。また、市のホームペ

ージで多言語対応による規制に伴う迂回路の

案内をしていることから、このページにアク

セスできるＱＲコードを現場に掲示するなど

の工夫も行っていきたいと考えてます。今後

とも通行規制による影響を少なくするように

努めるとともに、インバウンド観光客をはじ

め、誰もが迷わずに目的地にたどり着けるよ

うな親切な案内誘導に努めてまいりたいと考

えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） かじ君。 

○20番（かじ幸夫君） よろしくお願いします。 

  地図・案内看板という、今まではいいんで

すけど、もう一歩、副市長、いきましょう。

ＱＲコードを取ったら目的地までの動画が15
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秒でぱっと出てくるとか、そういう動画で訴

えるようなことも面白いかと思います。提案

しておきます。 

  最後に、このインバウンド関係で、もう少

し視点変わります。観光と飲食というのは不

可分だと思ってます。神戸を初めて訪れた方

たちがまちに出て、飲食を目的に散策をされ

ているというのをよく見かけます。各店舗に

おいては、そのインバウンドの方たちを誘客

に向けて多言語表記とかＳＮＳの活用とか、

いろいろチャレンジをされているわけですけ

れども、インバウンドの方々にとって飲食と

いうのは、例えばその国の特性に応じて規律、

食べていいもの、いけないもの、そういうの

が多いそうです。そういう実情も踏まえて、

例えばメニュー表記については、まだまだ工

夫の余地があるのかと感じてます。 

  その使用食材をピクトグラム化して、フー

ドピクトというのが、これは神戸のスタート

アップで開発をされたというふうに伺ってま

すけれども、こんな取組、そういったツール

の展開をしていくことに対して、何らか市と

して支援ができるんではないかというふうに

思いますので、今日はこのフードピクト、深

掘りしませんが、会派の議員に引き継ぎます

けれども、しっかりと今後、前向きに検討い

ただけたらと思います。 

  外郭団体の運営に関しても要望にとどめま

す。 

  今年２月の代表質疑、私、担当したわけで

すけれども、その場で市の指定管理事業、も

しくは委託事業について、受託事業者におけ

る労務費の上昇が適切に委託費に転嫁されて

いるんか、これを市として調査をしてもらっ

て、事業者の人材確保に必要な環境構築に取

り組むべきではないかと指摘をさせていただ

きました。この時の答弁では、民間事業者で

あるということもあって、労務費の把握は困

難、そういうことでしたけれども、市の外郭

団体であれば、その状況の把握というのは一

定可能ではないかと思います。 

  外郭団体の中には、事業の設立目的から自

由な収益事業が行えずに、その収益の大部分

を市からの委託費、もしくは補助金に依存し

ているケースがあります。よって、適切な積

算がもしなされなければ、固有社員の処遇改

善を図ることは困難だと見てますので、各外

郭団体においても、優秀な人材を確保する観

点―― これはもう市としても、我々としても

一緒だと思ってますので、市として責任を持

って、この委託費・補助金、この適切な算定

がなされるように、今後、十分配慮・検討い

ただきたいと思います。 

  交通事業の再質問で、１点目に、今年の予

算の局別審査を私、担当しましたけれども、

その場で、答弁にも少し触れられてましたけ

れども、投資規模の問題、投資規模の適正化

について触れられておりました。大型投資を

必要とする高速鉄道事業会計にとってみれば、

この投資が私の目線では、西神・山手線も海

岸線も、開業以来、ある意味、過剰に―― 確

かに安全というのはありますが、過剰に投資

してきた一面があるんではないかと考えてま

す。 

  一方で、今後、工事費の上昇等々が大きく

事業に影響するということを見込まれている

のであれば、ぜひ、次期経営計画の下での整

備改修計画については、安全性を第一に、こ

れはもう当たり前の話です。ただ、適切な範

囲で更新時期を延期することで、財政効果を

出すべく、効率的な投資に臨んでいくべきだ

というふうに思ってますが、考えを伺います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 城南交通局長。 

○交通局長（城南雅一君） これまでも地下鉄

の施設・設備等の整備・更新については、安

全・安心な輸送の確保、あるいは沿線価値や

利便性向上を図るために計画的に進めてきた

ところでございます。その検討に際しまして

は、初期費用のみならず、運用面での効果な
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ども総合的に勘案して判断するようにしてき

ておりまして、例えば、西神・山手線で実施

してまいりました6000形車両の更新やホーム

ドアの導入、これらにつきましても将来のワ

ンマン運転による経費削減効果、これを勘案

して方針決定してきたところでございます。 

  今後、取り巻く経営環境が厳しさを増す状

況で、地下鉄を維持していく上で必要な設備

更新を検討する際には、議員から御指摘いた

だきましたように、安全性を考慮した上で、

投資額を抑えていく観点が、より一層重要に

なると考えているところでございます。 

  つきましては、設備更新に際しましては、

更新時期の延期であるとか、設備の統廃合、

設備のダウンサイジング、あと省エネ化や省

力化によるランニングコストの削減などに鋭

意取り組んでまいりたいと、こう考えており

ます。特に現状の輸送人員に比べまして、設

備の規模が過大となっております海岸線にお

きましては、10数年後に迎えます大規模更新

時期を見据えまして、外部の知見も導入いた

しまして、早い時期、早い段階から海岸線の

大規模更新に関する基本構想を検討すること

によりまして、身の丈に合った、すなわち輸

送人員数に見合った設備への抜本的な見直し、

投資額・ランニングコストの抑制を図ってま

いりたいと、こう考えております。 

  いずれにいたしましても安全の確保を第一

に考えつつ、財政効果を出すべく、効率的か

つ効果的な設備更新の手法を検討してまいり

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） かじ君。 

○20番（かじ幸夫君） 分かりました。この後

は要望にしますが、地方公営企業法の３条に、

もう当然、局長御存じのように、常に経済性

を発揮しとして独立採算制、それから公共の

福祉の増進という両論が併記をされています。

このうち公共の福祉の増進というところの観

点を取れば、経営健全化達成の手段として経

費縮減のみでは限界があると。増収対策にも

触れられてましたが、やっぱりその市民のた

めの公共交通を維持していくためには、交通

事業が神戸市に、神戸市にですよ、なくては

ならない都市基盤なんだということをしっか

り市に訴えながら、どのようにして持続可能

な事業にするんか、もう局だけではなくて、

市も巻き込んで議論を深めてほしいと思って

ます。 

  受益者負担の観点からは、運賃制度につい

ても、本当に今のサービス水準が、今の料金

で合っているのかどうかは、局だけでなく第

三者・審議会・市民の方にもしっかり聞いて

いただいて、本当にどうあるべきなのか、聖

域を設けずにやってほしいというふうに思っ

てます。 

  ここでもちょっと監査審査意見書に触れて

おきますけど、自動車事業会計について、厳

しいということを触れられながら、この中に、

営業所体制の再構築と職員と車両の稼働率向

上に触れられているんです。よく見ていただ

いていると感じました。ここは次の計画に向

けて、しっかりとビジョンを書いてください。

もっと効率化できる部分ありますから、しっ

かり職員と話し合いながら、局として方向性

を出してください。 

  高速鉄道事業についても、ここは一定赤字

でありながら評価をされてますけれども、今

後の投資です。少し質疑でやり取りしました

けれども、まあ無駄とまでは言いませんけど、

適切な更新。バスは12年が今23年まで使って

ますからね、12年で更新していたものを。そ

ういったことも踏まえて、高速鉄道事業にも

慎重に、次期計画についてどう盛り込まれる

のか注視をしていきたいと思っています。よ

ろしくお願いいたします。 

  以上で終わります。やの議員に交代いたし

ます。（拍手） 

○副議長（川内清尚君） 御苦労さまでした。 

  次に、21番やのこうじ君。 
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  （21番やのこうじ君登壇）（拍手） 

○21番（やのこうじ君） こうべ未来の、私が

やのこうじでございます。かじ議員に続きま

して、質疑のほうを続けさせていただきます。 

  まず、敬老福祉パスの未適用路線への拡充

についてでございます。 

  本市の敬老福祉パスは、令和６年度末時点

で約33万人の交付者を抱え、同年度実績で約

46億円の負担金を支出するなど、高齢者の移

動を支える重要な制度として多くの方々に利

用されており、利用者からは感謝の声が多く

寄せられております。一方で、市内にはまだ

制度が適用されていない生活路線が存在し、

特にみなと観光バスの運行地域では、高齢化

の進行に伴い、制度適用を求める切実な声が

上がっております。昨年の９月議会において、

同バス路線への制度適用は決済基盤の整備が

課題であり、引き続き協議を進めるとの答弁

から１年が経過しましたが、その後の協議の

進捗状況について伺いたいと思います。 

  次に、児童館についてであります。 

  児童館は、子供たちが安心して遊び、学び、

地域の中で成長できる大切な場所でございま

す。保護者にとっても子育ての相談や交流が

できる拠点として欠かせない存在となってい

ます。 

  しかし、利用者からは実際に利用してみる

と、建物が古くて暗い、バリアフリーが十分

でなく、小さい子や障害のある子には使いに

くい、ＩＣＴ環境が整っておらず、現在の学

びや遊びに対応しにくいなどの声をよく耳に

します。 

  本市では、こどもっとひろばという新しい

愛称を掲げ、行きたくなる児童館を目指して

いることからも、施設が古くて使いにくけれ

ば、その思いは十分に届かないのではないで

しょうか。子供たちや保護者がより安心して、

わくわくしながら通いたくなるように、内装

や備品の更新、美装化、そしてバリアフリー

やＩＣＴ環境など、時代に合った環境整備を

進めることが必要だと考えます。今後どのよ

うに取り組んでいかれるのか、見解を伺いま

す。 

  次に、文化・スポーツを通じた六甲アイラ

ンドの活性化についてでございます。 

  六甲アイランドにおきましては、令和３年

２月に策定された六甲アイランドまちの将来

の姿に基づき、プロジェクションマッピング

の整備による四季を通じたナイトタイムの活

性化など、まちの魅力向上に向けた取組が進

められております。この中では、まちづくり

の方向性の１つとして、文化・スポーツ施設

を生かした地域文化の魅力発信が掲げられて

いますが、島内の３つの美術館を活用し、海

上文化都市としての独自の魅力と強みを発揮

できる取組を、さらに進めるべきではないか

と考えます。令和４年度から６年度までの３

年間にわたり開催された日展神戸展では、ま

さにそのような取組の一例であり、会期中は

市内外から数多くの来場者を呼び込みました。

国内最大規模の公募展を開催したという文化

的価値のみならず、来訪者増加に伴う交流人

口の増加がもたらす経済波及効果の面でも、

六甲アイランドの活性化に対して大きな成果

を残したと言えるのではないかと考えますが、

見解を伺います。 

  最後に、任期付教員や臨時的任用教員への

サポート体制強化による教育の質と人材定着

の確保についてでございます。 

  神戸市の小・中学校では、主に育児休業や

休職等の代替職員である任期付教員や臨時的

任用教員は全教員の約12.5％を占めており、

貴重な戦力として学校現場を支える存在とな

っています。しかしながら、正規に採用され

た初任者につきましては、初任者研修や初任

研担当がいるなど、サポート体制が整えられ

ている一方で、任期付教員や臨時的任用教員

につきましては、同様の仕組みが十分に整っ

ておらず、不安を抱えながら日々の業務を担

わざるを得ない状況にあります。 
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  こうした状況は本人の負担感を増すだけで

なく、教育現場における指導力や安定性に影

響を及ぼし、ひいては子供たちの学びの質の

低下にもつながりかねません。また、教員の

中には、将来的に神戸の教育を担う可能性の

ある若い人材も少なくないことから、臨時採

用の段階において、安心して働ける環境を整

え、経験を積みながら成長できる仕組みを整

えることは、神戸の教育の質の維持・向上と

本市の教育人材の定着・確保の両面で、極め

て重要であると考えております。 

  そこで、任期付教員や臨時的任用教員に対

しても、業務面・精神面の支援をより手厚く

行うことで教育の質を維持しながら、若い人

材の育成と本市教育への定着をつなげていく

必要があると考えますが、当局の見解を伺い

たいと思います。 

  以上、よろしくお願いをいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） やの議員の御質問のう

ち、まずみなと観光バスへの敬老福祉パスの

適用につきまして、お答えを申し上げます。 

  御指摘をいただきましたように、課題の１

つとなっております決済基盤の整備につきま

して、これまでみなと観光バスと協議を進め

てきました。みなと観光バスにおきましては、

クレジットカードやデビットカード・プリペ

イドカードによるタッチ決済ができる車載器

が、みんなのバスを除く全路線に導入されて

おります。 

  そこで、このクレジットカード等によるタ

ッチ決済可能な車載器を活用して、敬老福祉

パスを補完する形で、何らかの方策を講じる

ことができないか、みなと観光バスと協議を

行っているところです。早期に方向性を示せ

るよう、引き続き検討を進めていきたいと存

じます。 

  次に、児童館の環境改善につきましてお答

えを申し上げます。 

  公設の児童館は市内に115館あり、施設の

長寿命化を図るため、外壁改修や屋上防水工

事などの大規模改修を、保全計画に基づき順

次実施をしてきております。また、これまで

近隣の公共施設の建て替えなどと併せて、鶴

甲児童館や垂水児童館などの新築・移転を行

っておりまして、旗塚児童館と雲中地域交流

センターやすずらんだい児童館と北区文化セ

ンターのリニューアルも進めております。 

  2024年度から児童館の機能強化を図るため、

子育てチーフアドバイザーを全館に配置し、

相談体制や乳幼児親子向けのプログラムを充

実するとともに、トイレや授乳スペースなど

の施設の美装化も行ってきました。さらに、

指定管理者が利用者ニーズなどを踏まえ、壁

紙・カーペットの張り替えやおもちゃの購入

なども行っているほか、地域などから寄附を

頂き、おもちゃや本・ロッカーなどを購入し

ている事例もあります。既に全館にＷｉ－Ｆ

ｉを設置しておりまして、小学生が学習用パ

ソコンを使って宿題をしたり、中高生などが

活動しやすい環境づくりも行っております。 

  こうした取組によりまして、2024年度の来

館者数は、前年度に比べますと約20％増加を

しております。今後とも児童館の強みを生か

し、利用者のニーズを踏まえながら、地域に

根差した子ども・子育て支援の拠点として、

利用者にとって過ごしやすい施設環境づくり

に努めていきたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私からは、文化・ス

ポーツを通じた六甲アイランドの活性化につ

いてお答えをさせていただきます。 

  日展神戸展の開催につきましては、日展側

から打診がありまして、令和４年度から６年

度までの巡回展として実施したところでござ

います。神戸市としましては、日展神戸展を
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契機に、島内に３つの美術館が位置する六甲

アイランドの強みを生かし、アートの力で盛

り上げることができないかという観点で、神

戸ファッション美術館と神戸ゆかりの美術館

で開催することとしました。 

  日展神戸展の開催に当たりましては、市内

外への広報展開や六甲ライナーと連携した企

画セット券の販売等、多くの方に六甲アイラ

ンドに訪れていただく取組を実施したところ

でございます。その結果、会期中の約１か月

間で、令和４年度は約4.4万人、令和５年度

は約3.9万人、令和６年度は約3.5万人で、３

年間で延べ約12万人もの方に御来場いただい

たところでございます。 

  また、日展の開催に合わせまして、六甲ア

イランド内の文化・芸術振興や地域活性化と

しまして、３つの美術館も参画し、地元の企

業や住民団体と連携しました六甲アイラン

ド・アートフェアを開催したところでござい

ます。 

  具体的には、子育て世代をメインターゲッ

トとしました冬の縁日をイメージした食と芸

術のイベントや、若者世代への訴求として現

代アートの展示会、日展来場者へのアプロー

チとしまして、六甲アイランド内の彫刻ツア

ーなど、様々なイベントやワークショップを

実施したところでございます。ほかにも、こ

れまで原田の森ギャラリーで実施しておりま

した神戸市民美術展を神戸ファッションマー

トで実施したり、まちなかパフォーマンスに

よるライブを島内の各施設で実施するなど、

市の文化施策との連携を図ったところでござ

います。 

  島内の商業施設のガイドマップの配付や、

デジタルサイネージでの案内により、日展の

盛り上がりを島内に波及させる取組も実施し

たところでございます。これらの取組や、島

内商業施設の新規開業も重なりまして、期間

中の六甲ライナー乗車人数は、コロナ前の平

成29年度と比較しまして約15％増加が見られ

てございます。こういった意味で、島内の交

流人口の増加に大きく寄与したと考えてます。 

  また、日展会場周辺の飲食店等からは、ふ

だんよりにぎわいが生まれたというお声もい

ただいており、地域経済の活性化にも効果が

あったと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは、任

期付教員や臨時的任用教員へのサポート体制

強化による教育の質と人材定着の確保につい

て、答弁させていただきます。 

  御指摘のように、積極的な採用により、

産・育休を取得する世代が増加していること

に伴い、代替教員の確保が必要となることか

ら、今、全教員の１割強を任期付教員等が占

めており、貴重な戦力として学校現場を支え

ていただいております。 

  まず、学校園での人材育成の対応ですが、

若手教員の資質・能力向上のためには、校長

のリーダーシップの下、学校園全体で育てて

いくという意識を、全教職員が持つことが必

要であり、学校園管理職には年間の研修計画

を作成するとともに、全教職員の校内協力体

制を確立することが求められております。各

学校園の校内研修計画には、若手教員を対象

とした研修が多数盛り込まれるなど、人材育

成に対する意識の高まりを感じております。

昨年度改定したＯＪＴガイドラインを活用し、

校内の人材育成の取組を引き続き進めていき

たいと考えております。 

  さらに、事務局側の対応、研修ですが、任

期付教員への支援体制としてですが、初めて

教壇に立つ任期付教員には、学校園での現場

研修などを行う採用前研修、採用後には教育

現場の基礎・基本を学ぶ年度当初のフレッシ

ュ教員基本研修や、夏季休業中の夏季集中研

修を、さらに２年次・３年次には、より実践

的な指導力向上を図るためのフォローアップ

研修を実施しております。また、校園長ＯＢ
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で構成する、フレッシュ教員支援チームが各

学校園を訪問し、授業改善の指導を行うとと

もに、校園長とも面談して必要な支援を共有

するなど、きめ細やかな対応により不安解消

に努めているところでございます。 

  その他の事務局の支援としましては、今年

度より事務局による学校園への伴走支援強化

として、事務局の指導主事が全校を訪問し、

授業を実際に見て、研修や個別のアドバイス

をするなど、各学校の状況に応じた支援を行

っております。また、教職員の健康管理を専

門に扱う教職員健康推進担当ラインを新設し、

メンタルヘルス対策の充実にも努めておりま

す。これらの支援は、任期付教員等も当然そ

の対象であり、業務面・精神面をサポートし

ているところであります。 

  教員不足の中、研修や支援体制の充実は、

優秀な人材の確保にもつながると考えており、

他都市とも比例しても手厚い支援体制の確保

に努めているところであります。令和７年度

実施の採用試験における志願者も増加してお

ります。今後も採用形態にかかわらず、１人

１人の教員の状況を把握し、業務面・精神面

の支援を丁寧に行うことで、資質の向上を図

るとともに、若い人材の定着を図ってまいり

たいと考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） やの君。 

○21番（やのこうじ君） まず、敬老福祉パス

の件ですけども、今春からみなと観光バスが

クレジットカード対応したというのを伺って

おりますけれども、これはマイナンバーカー

ドとかひもづけすることによって、より割引

につなげられるということも期待されます。

既存の事業者にとりましては、みなと観光バ

スの参入によって、補償率に影響が生じる点

の課題があることも耳にしておりますけども、

何せ令和元年のあり方検討委員会の報告書で、

神戸市内の路線バスは全て対象にすべきであ

るという中で、みなと観光バスだけまだ導入

されておりません。また、東灘や北区等の沿

線住民からも要望書も出ておりますので、こ

ちらのほうもあらゆる方向を排除せずに、早

期の適用実現に向け、御尽力を賜りたいとお

願いしたいと思います。 

  それから、児童館についてですけども、市

長のほうから20％増加しましたというお話が

ありました。こちらのほうは、やっぱり子供

たちの放課後等の生活を安全かつ豊かなもの

とするためにも、児童館のソフト・ハード両

面の質の向上を引き続きしていただいて、子

供さんが、児童館へ行きたい、お母さんとと、

言うような、そういう施設になるように応援

させていただきたいと思います。 

  再質問なんですけども、学童保育支援員の

処遇改善についてでございます。 

  学童保育の登録児童数が、少子化の中にあ

りまして核家族化や共働き世帯の増加により、

令和２年度から７年度の５年間で約3,800人

増加し、今後も増加が見込まれております。

今後の利用ニーズに対応していくためには、

運営を支える学童保育支援員の確保・育成が

不可欠であります。現場からは、給与・処遇

が十分でなく、長期勤務が難しいという声も

届いております。本市としても、これまで学

童保育支援員の処遇改善に取り組んできたこ

とは評価しますが、行政による給与改善の取

組が、個々の学童保育支援員の給与に適切に

反映されているのかどうか確認するなど、経

験豊かな人材が一日でも長く勤められる給与

水準となるよう、実効性のある取組を行って

いくべきだと考えますが、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 本市では、当分の間、

学童児童数の増加が見込まれますことから、

学童保育支援員の確保・定着ということは、

非常に重要なものであると考えているところ

でございます。 

  一方、学童保育は事業の性質上、平日は放
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課後の数時間勤務である一方、長期休業中は

終日勤務であるなど、変則的な勤務となって

おりまして、人材確保に難しさがあると認識

をしているところでございます。 

  国におきましては、人件費を含む基本額や

処遇改善等事業で、補助単価の引上げが行わ

れておりまして、本市もこれらを活用し、処

遇改善を行ってきているところでございます。

例えば、令和５年度から令和６年度にかけて

7.9％、令和６年度から令和７年度にかけま

しては13.1％など、継続的に人件費を増額し

てきているという状況でございます。令和６

年度には常勤職員の加算制度を創設いたしま

して、長期的な勤務が可能となるよう拡充を

図ったところでもございます。 

  各学童保育施設では、様々な雇用条件の中

で、事業運営を工夫しながら支援員の処遇改

善に努めているところでございますが、市の

施策が支援員の給与に反映されることが重要

であると考えてございます。国の処遇改善加

算など、使途が限定されているものにつきま

しては、定期監査や加算の実績報告などの際

に、給与台帳等を用いて適切に執行されてい

るかを確認させていただいているところでご

ざいます。引き続き各事業者に処遇改善の趣

旨を丁寧に説明いたしまして、支援員の処遇

改善につながるよう働きかけるとともに、現

在行っている現場の支援員との定期的な意見

交換の機会を通じまして、現状を把握しなが

ら、さらなる処遇改善に向けて取組を進めて

まいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） やの君。 

○21番（やのこうじ君） 広報紙ＫＯＢＥの８

月号を読ませていただきまして、本当にうれ

しい内容でございました。この中にも書かれ

てありますけれども、待機児童ゼロの次のス

テップとして、保育の質を高めるための取組

が進んでいますとありました。これの対応の

ために取組が必要だと思っておるんですけど

も、共働き、子育てしやすい街ランキング20

24全国１位、子育てするならやっぱり神戸と

いう表題でありますけども、これを維持する

ためには、やはり子供さんに関わる全ての学

童保育のマンパワーの処遇改善によって、キ

ャリアが継続できるようにすることが、絶対

欠かせないと思います。昨日、髙瀬議員も人

材確保のことをおっしゃってましたけれども、

あわせてしっかり努めていただいて、取組を

進めてください。 

  次に、六甲アイランドの強みで、島内の３

つの美術館、こんな島はありませんので、強

みだと私も同じ思いです。日展神戸展が終了

した今こそ、日展に関するこれまでの取組が

単発のものとならないように、日展や島内の

既存施設等を活用し、同時に開催された六甲

アイランドのアートフェアを通じて築かれた

地域や学校、クリエーターとのつながりや、

アートイベントの開催のノウハウを生かし、

得られた成果を次につなげる仕掛けが必要で

はないかと考えております。 

  例えば、３つの美術館を核にした回遊型ア

ートフェスティバルの開催であったり、市内

の大学やクリエーターとの協働による現代ア

ート・デジタルアートの展開であったり、ま

たは地域店舗と連携した食・文化・アートを

組み合わせた周遊プログラムなど、文化的魅

力の発信に加えて、新たな来街者の誘致や観

光商品の拡大につながる有益な取組が必要だ

と思います。六甲アイランドの文化資源を最

大限に生かし、交流人口の増加を通じて、地

域経済の活性化に結びつける取組について、

見解を伺いたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 日展神戸展及び六甲

アイランド・アートフェアを通じまして、地

元経済界、行政が集まる機会や、顔の見える

関係性を構築できたことは、大きな成果の１

つであると考えてございます。 
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  六甲アイランド・アートフェアは、市の働

きかけで実行委員会を立ち上げまして、これ

まで六甲アイランド内の各施設が単独で実施

していたイベントと、こうべ市民美術展やま

ちなかパフォーマンスなどの市主導の取組を

組み合わせて実施することといたしたもので

ございます。それらをまとめて広報すること

により、六甲アイランド外への発信や、六甲

アイランド内の回遊性向上につながる成果が

あったと評価してございます。 

  議員御提案のアートの力を活用した取組に

つきましては、六甲アイランドにおける地域

経済の活性化につながる有益なものであると

認識してございます。日展神戸展の３年間で

得られた成果を生かしながら、今後とも六甲

アイランドの魅力や利便性を高めるとともに、

多様な人々の交流によるにぎわいの創出に向

けた具体的な取組を進めることで、交流人口

の増加やまちの活性化につなげていきたいと

考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） やの君。 

○21番（やのこうじ君） すばらしいプロジェ

クションマッピングもつくっていただきまし

たし、何よりも東灘区は食品工場が多うござ

いますし、酒どころもあります。そういう食

を生かしながら、キッチンカーとか、あと地

域のお店であったりとか、あとＫＯＢＥまち

なかパフォーマンスの登録者の方に出ていた

だいたりしながら、にぎわいの活性化づくり

をお願いしたいと思います。 

  要望しようと思っていたんですけども、感

謝に代えたいんですけども、六甲アイランド

というたら、石畳が非常にきれいなんですけ

ども、浮いてる所がたくさんあって、これち

ょっとお願いしようと思ったら、もう既にそ

こは捉えているので工事しますと東部建設さ

ん言ってくださってます。 

  あと、ブロック状の舗装でちょっと色、違

うんですけど、こういうのも進んでおりまし

て、島民の方が安全に行き来できるような対

応もして、もう本当に迅速に対応してくださ

っています。去年、島民の方が石畳につまず

きまして骨折をしたというお話があって、お

願いしたこともあります。もう本当にたくさ

ん修理箇所がある中で、東部建設さん、よく

やってくださっているということで、ふだん

お礼を言う場がないので、この場をお借りし

て感謝申し上げます。 

  次、六甲アイランドのまちの将来の姿で、

もう１個、スポーツの面でＩＮＡＣ神戸との

連携などによる、スポーツを通じたにぎわい

づくりが取組の１つとして掲げられておりま

す。今、議論が進められているＡＯＩＡの跡

地の活用は、その実現に向けて地域のにぎわ

いをさらに育んでいく絶好のチャンスになる

のではないでしょうか。六甲アイランドに練

習拠点を構えるＩＮＡＣ神戸は、女子サッカ

ーを通じてスポーツで地域に貢献するという

理念を持ち、これまでも多くの市民に夢や元

気を届けてこられました。この強みをまちづ

くりにどう生かしていくかは、とても大切な

テーマだと考えます。だからこそＡＯＩＡ跡

地の活用に当たって、ＩＮＡＣ神戸との連携

を深めることは、地域の絆を強めるとともに、

六甲アイランドの魅力をさらに輝かせる具体

的な一歩になると考えます。こうした視点か

らの取組についても、当局の見解を伺いたい

と思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 六甲アイランドにお

きましては、緑豊かな都市景観を形成すると

ともに、民間施設を含めて幅広い世代の方々

がスポーツに親しめる環境が整っている所で

ございます。現在、このようなまちの特徴を

生かしながら、まちの将来像の具体化に取り

組んでいるところでございます。 

  御指摘のＩＮＡＣ神戸につきましては、ク

ラブの設立以来、例えば地域の清掃活動や子
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供たちへのサッカー教室など、様々な場面で

本市の活性化に貢献をいただいているところ

でございます。また、ＩＮＡＣ神戸のオーナ

ーが六甲アイランドに拠点を構える民間事業

者に変更となったこともあり、今後、島内を

中心に様々な取組を一層充実させていくと伺

っているところです。 

  御指摘のＡＯＩＡ跡地につきましては、現

在、阪神間の臨海部に残された貴重なまとま

った規模の土地であることに踏まえ、その活

用方策についてＩＮＡＣ神戸も含めて、島内

の事業者に意見をヒアリングするとともに、

広くサウンディング調査を実施しているとこ

ろでございます。 

  調査につきましては、住宅開発や商業開発

などを手がける多くの事業者に参加いただい

ており、特に周辺の住環境を高く評価してい

ただいて、多様な住宅供給の可能性があるこ

とや、スポーツ施設も含めたにぎわい施設の

提案などについて御意見をいただいていると

ころでございます。 

  一方で、昨今の建築コストの高騰や人手不

足などもあり、事業化のタイミングにつきま

しては慎重に見極める必要があるといった意

見もあります。また、人工島という立地から、

マーケットが小さく限定されるため、大規模

な商業施設の事業化が難しいといった声もご

ざいます。 

  御指摘のように、六甲アイランドの強みで

あるスポーツを通じたまちのにぎわいづくり

に当たりまして、ＩＮＡＣ神戸をはじめとす

るスポーツ関連団体との連携を深めていくこ

とは重要な視点であると考えてございます。

ＡＯＩＡ跡地の活用につきましては、今後の

六甲アイランドのまちづくりにとって非常に

重要な役割を担うものであることから、引き

続きより一層のまちの魅力向上やにぎわい創

出を目指す上で、民間事業者による事業化の

方向性を見極めてまいりたいと考えてござい

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） やの君。 

○21番（やのこうじ君） ５月30日にＩＮＡＣ

神戸さんを応援する市会議員の会の総会で、

ＩＮＡＣ神戸さんから、国内初の女子サッカ

ー文化都市神戸を目指してというお声を知り

まして、大変共感したもんですから、今回、

質問させていただきました。 

  その中に、神戸の女子サッカー文化、女性

の活躍する社会を世界へ発信することにより、

世界から神戸への関心度につなげていきたい

とございます。スポーツの発祥と言えば、神

戸はゴルフであったり、マラソンであったり、

先ほど市長もおっしゃった神戸マラソン、こ

れはこれからどんどん人気で、もうなかなか

エントリーできないようなマラソン大会にな

るんじゃないかと思います。 

  そんな中で、サッカーも神戸発祥でござい

ますし、また、この女性の活躍できる社会と

いうことで、この六甲アイランドの自治活動

は女性の参画率が大変高うございまして、異

国情緒のあふれる町ですので、大変これ、素

地がある町ですので、ぜひともいいように進

んでいただきたいと思っております。よろし

くお願いしたいと思います。 

  最後に、教員のところですけども、このた

びＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵが来年から導入され

るということで、中学校の教員採用率の倍率

が上がったというようなお話も耳にしており

ますけども、それに合わせて、任期付教員や

臨時的任用教員へのサポートが手厚い神戸の

教育だということが認知されますと、これま

た高い定着率につながると思っております。

この制度はぜひとも、一人職の事務職員さん

にも適用をお願いしたいと思っております。 

  日本の医学者で元京都大学の総長でもあり

ました平澤興先生という方がいらっしゃいま

して、その方が教育とは、火をつけることだ。

しかし、自ら燃えている人でなければ、火を

つけることはできないと。今でも退職された
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小学校の校長先生なんかが若い先生方のサポ

ートでＴｅａｃｈｅｒ‘ｓっていうグループ

をつくったりして、もういまだに燃え続けて

るような先生方がたくさんいらっしゃいます。

そして、私が現職でいたときも、退職された

先生方がパートタイムやったら仕事をしても

いいけど、常勤はちょっとつらいという声も

聞いておりまして、非常に潜在的に若い任期

付教員・臨時的任用教員をサポートできる先

生方がたくさんいらっしゃると思います。 

  ぜひとも、これを制度にしていくことによ

って、いいことにつながると思うんですけど

も、教育長、ちょっと御意見いただけません

か。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 先ほどの答弁の中で、

今もフレッシュ教員支援チームというのが、

実は校園長のＯＢの方で今回っておりまして、

これが非常に好評で、アンケートを取っても

助かったというのをいただいておりますので、

その辺の制度ももう始めておりますので、今、

議員が指摘いただいたように、教員のＯＢで

そういう細かな支援ができるということであ

れば、この制度の拡充も含めて考えていきた

いと、そのように思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） やの君。 

○21番（やのこうじ君） いろいろな研修をし

てくださっていることはよく分かるんですけ

ども、校内のＯＪＴにしても、なかなか現場

が大変でして、関われないという声もたくさ

んたくさん届いております。 

  そんな中で、こうやって若い先生方を大切

に育てるっていうことは、神戸の教育理念で

ある、人が人によって人になるということに

つながると思います。 

  私も教頭を１年だけしましたけども、教頭

になったときって、教員の仕事と、もう180

度仕事が変わりますから、もう毎日前任の教

頭先生の学校に電話をして、もう短縮ダイヤ

ルをつくって、今日はやの君どないしたとい

うことで、もう５月の終わりぐらいまで毎日

電話をし続けた。そうやって指導していただ

いたからこそ、仕事を何とかできたんだと思

います。 

  そして、教頭になる前にお世話になった元

校長先生なんですけども、やの君、５月のゴ

ールデンウイークまでは、もう強烈に文科省

に出す書類とか、市教委からの書類がいっぱ

いあるけど、その連休さえ乗り越えたら何と

かなるでっていう、予防接種を打ってもらっ

てたので、何とか無事に終えられたと思って

おります。 

  もう、一番教育長が現場のことをよく分か

ってるので、若い先生方を支えてくださいと

いうことでこの質疑をさせていただきました。 

  最後になりますけども、もう繰り返しにな

りますけども、久元市長におかれましては、

教育総合会議とかでも、本当に教育委員会で

困ってることないかっていうことで寄り添っ

てくださってます。何回も口酸っぱく言って

おりますけども、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵする

に当たって、やはり保護者・子供さんの負担

がちょっとでも少なくなることが成功につな

がる１つだと思っておりますので、ぜひとも

また、市長部局からのお支えをお願いして、

何とか、この大きなプロジェクトが来年から

動き出すことを応援したいと思います。 

  少し早いですけど、終わらせていただきま

す。どうもありがとうございました。（拍

手） 

○副議長（川内清尚君） 御苦労さまでした。 

  次に、38番岡田ゆうじ君。（拍手） 

○38番（岡田ゆうじ君） 岡田ゆうじでござい

ます。質問２点、要望２点をさせていただき

たいと思います。 

  まず初めに、我が会派の村野誠一議員から、

常任委員会等を通じて、これまで要望をさせ

ていただきました小・中学校における稲作事
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業についてであります。 

  西区の伊吹東小学校で、数年前より荒れた

ビオトープを再建して、田地にし、生徒に稲

作授業を行っております。神戸学院大学の菊

川先生や大学生らも交え、神戸・田んぼ応援

団という団体をつくり、地域ぐるみで盛んな

取組が行われているところであります。 

  そのほかにも、例えば、垂水区の千鳥が丘

小学校や、須磨区の南落合小学校など、これ

に続く取組が市内各地で始まっていると承知

しておりますが、学校現場では十分な予算が

なく難航をしているところも多いと聞いてお

ります。 

  もともと20年ほど前のゆとり教育時代に文

科省の推奨もあり、市内の複数校でビオトー

プが形成をされましたが、ゆとり教育が見直

され、教員の働き方改革が行われる中で、こ

れらビオトープも管理されなくなり、活用は

おろか、放置をされている現状であるとお伺

いします。 

  稲作授業は、子供にとって総合的な学習に

なり、１年間を通して五感をフルに使って体

験できる貴重なプログラムであると考えます。

ぜひ、十分な予算を確保していただきまして、

御支援のほうをいただきたいと思うわけであ

りますが、当局の見解をお伺いいたします。 

  次に、塩屋多井畑線についてであります。 

  1948年に都市計画決定をされた塩屋多井畑

線は、以来80年近く塩屋地区住民の悲願であ

りましたが、いまだ本格的な着工には手つか

ずの状態であります。 

  10年前の都市計画変更において、大谷交差

点以北を主要幹線道路とし、以南をそうでは

ない生活幹線道路と位置づけられることとな

りましたが、2016年12月６日の本会議におけ

る副市長答弁では、塩屋小学校の通学路の問

題につきましては、これはかねてから御指摘

をいただいておるところでありまして、抜本

的な対策というものは、塩屋多井畑線の整備

と答弁をしており、大谷交差点以南が塩屋小

学校・塩屋幼稚園などの多くの児童・生徒の

通学路にもなっている現状を考えると、都市

計画の主要幹線道路から外した市の決定は到

底理解がし難いものであります。 

  折しも、今月２日、塩屋協議会並びに塩屋

財産区管理会の元・現会長らにより、塩屋多

井畑線の早期整備事業化を求める387名の住

民署名が都市局を通じて市長に提出をされま

したが、今なお、塩屋住民の塩屋多井畑線の

早期整備を求めるニーズは極めて高いものが

あります。特に、塩屋小学校・塩屋幼稚園・

塩屋地域福祉センターの動線ともなる塩屋交

差点からＪＲ・山陽高架下、大谷交差点へと

つながる大谷交差点以南地域の整備は、特に

強い住民の要望があるため、焦眉の急である

と考えますが、見解を伺います。 

  次に、要望２点であります。 

  2023年３月13日、神戸市垂水区名谷町の高

曽公園において、幹内部の腐朽が進んでいた

高さ約５メートルの木が倒れる事故が発生し、

ボール遊びをしていた当時13歳の中学生が下

敷きになり、腰の骨を折る重傷となり、若く

して一生続く後遺症を背負うこととなりまし

た。 

  この問題は、ほぼ全てのメディア・新聞で

報道された大きな問題でありましたが、被害

者となった中学生は腰椎骨折による後遺症に

より、夢であったスポーツ選手の道を諦めざ

るを得なくなりました。 

  突如として子供の未来が大きく変わってし

まったことに、被害者の家族全員が耐え難い

苦しみを抱いています。 

  事故の原因は、ヤマモモの木の幹の内部の

腐朽が相当進行していたにもかかわらず、管

理者である神戸市が定期点検等で十分チェッ

クしておらず、その危険性が把握されていな

かったことにあります。 

  専門家の指摘によれば、樹木は既に半枯れ

状態であって、適切な点検が行われていれば、

伐採・更新が検討されるべき状態であったと
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のことでした。 

  神戸市の管理・点検体制の不備により、危

険が未然に防がれなかった人災であるにもか

かわらず、事故後の神戸市の対応は、被害者

に対し苛酷であり、公園で遊んでいなければ

事故に遭わなかったのだから、公園で遊んで

いた分の過失はあると、市として全面的な責

任を認めていません。 

  私の長男も現在13歳であります。同じ事故

に遭って、一生の夢を絶たれてしまったとき

に、原因となった加害者から、あなたのお子

さんも悪かったと言われたら、正気でいられ

るのかなと思います。怒って胸ぐらをつかむ

かもしれない。何てこと言うんだと。 

  市民の安全を守るべき神戸市が責任を明確

に認め、被害者家族に誠実に向き合い、再発

防止策を検討することを強く要望いたします。 

  もう１点の要望は、登山研修所の移転につ

いてであります。 

  登山研修所は山のまち神戸における登山文

化の発展と継承の場として、1970年、全国で

２番目となる登山研修所として設立をされま

した。 

  王子公園の再整備において、新たに王子公

園内で移転整備をされる予定であり、新施設

の整備完了までは現施設を継続して使用する

計画となっていました。 

  しかし、工事が進む中で、現在の登山研修

所の周辺が大学用地と立体駐車場建設工事エ

リアにぐるりと取り囲まれてしまうため、何

と工事期間中に利用者のアクセスができなく

なる、困難になると聞いております。 

  特に、2026年２月以降は、搬入のための自

動車はおろか、歩行者の動線すら断たれ、研

修所の裏側の擁壁に臨時の工事用のはしご階

段を設置して、当面の間しのぐ案も提示され

ていますが、それでは高齢者や足の不自由な

方は登山研修所に入ることができなくなりま

す。 

  既に、あじさいネットによる利用申込みは

10月以降停止されることとなっており、利用

者が利用できない期間が最短でも２年８か月

生じます。その期間は、事実上の閉館状態に

追い込まれることになりました。 

  しかし、もしそうなれば、例えば同研修所

を利用した市スポーツ協会のイベントも全て

中止せざるを得なくなり、子供たちの貴重な

登山体験、山のまち神戸における登山と親し

む子供たちの機会が全て奪われることになり

ます。 

  既に今年10月に開催予定であった毎年子供

たちが楽しみにしているクライミング体験会

も中止が決定をしております。 

  ３年近くもの間、利用登録ができず、閉館

せざるを得ないとなると、当然その間の事業

収入はなく、維持費等のランニングコストだ

けがかさむことになります。そうなると、財

政上行き詰まり、すなわち破産状態に追い込

まれ、長らく神戸の登山文化の守り手であっ

た山岳連盟は、半世紀以上もの間続けてきた

登山研修所の運営を継続できなくなるところ

にまで追い込まれています。 

  約束が違うではありませんか。これまでの

市との協議・覚書等の中では、登山研修所の

移転については、兵庫県山岳連盟の事業運営

に支障がないよう配慮する旨が明記・明言さ

れていました。支障がないどころか、閉館に

追いやられ、その閉館期間のコストを全て山

岳連盟が背負わなければならないのは、あん

まりではないですか。 

  その間、子供たちの山の文化、登山を親し

む学びの機会は全て奪われることになります。

新しい登山研修所ができるまでの間、運営者

と市民が今の登山研修所を不便なく、安全に

利用できるよう、市として当然の配慮をして

いただくよう要望いたします。 

  以上、質問２点、要望２点となります。よ

ろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 
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○副市長（小松恵一君） 私からは、塩屋多井

畑線について答弁をさせていただきます。 

  塩屋多井畑線は主要幹線道路と生活幹線道

路という２つの道路事業がございます。まず、

主要幹線道路につきましては、都市の骨格を

形成し、都市・地域間の通過交通や物流等の

自動車交通を円滑に処理する幹線道路として、

市が主体的に整備を進めていくこととしてお

ります。 

  一方で、生活幹線道路は、地域内の自動車

交通の円滑な処理や、歩行者の安全確保など、

まちの課題改善のために必要な幹線道路とし

て、地域住民の皆さんと合意形成を図り、市

が整備を進めていくこととしてございます。 

  塩屋多井畑線のうち、御指摘の大谷交差点

以南につきましては、地域の生活に根差した

道路であり、アンケート等で地域の皆さんの

御意向も聞きながら、生活幹線道路として整

備することとしております。 

  御指摘のとおり、塩屋小学校や幼稚園など、

多くの児童・生徒の通学路となっており、市

としても、歩道のない現状の道路は安全上課

題があると考えてございますので、地域の皆

さんと合意形成を図って道路整備に努めてま

いりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは、

小・中学校における稲作事業について答弁申

し上げます。 

  議員御指摘のとおり、20年ほど前、多くの

小学校で整備されたビオトープですが、現在

83校で確認されており、多くの学校では、生

活科や理科の動植物や四季の変化を観察・体

験する学習で活用されております。 

  一方、ビオトープを適切に管理するために

は、水質の管理、外来種の除去など人的・物

的両面のコストの問題や、児童の安全管理の

課題などにより、約４分の１程度の学校で活

用できていない状況があります。 

  御指摘のように、現在、市内の３つの小学

校において、専門的知見のある方の協力の下、

ビオトープの一部や、その周辺等で稲作に着

手しております。それらの学校に確認したと

ころ、設備面においては、既存の花壇や池を

使い、学習面の農園の土地を流用するなど、

比較的小規模な予算で稲作に着手できること

を確認しております。 

  拡大に向けては、農家などの専門的知見を

持った人材の確保や教員の負担を軽減しなが

ら、継続的に実施していく手法の検討などの

課題がありますが、そうしたことを踏まえて、

今後各校に対して先進的な取組を周知した上

で、新たに稲作を含むビオトープの再生に取

り組みたいと申出があった学校に対しては、

予算の確保や知見を有する関係者との連携に

ついてしっかりと支援してまいりたいと考え

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 岡田君。 

○38番（岡田ゆうじ君） ありがとうございま

す。今、教育長からもしっかりと支援をして

いくというお言葉を頂戴しました。福本教育

長になられて、こういう現場での本当に人間

の生きる力というんですかね、こうしたもの

を本当に活発に御支援いただいてると思いま

すので、ぜひ教育現場で将来の農業を目指す

子供たち、そして私たちが本当に、日本人で

すから、お米が一番メインの食糧であります

から、それを自分たちで本当に作ることがで

きるんだろうかという、こうした体験は本当

に教育の観点からも重要だと思いますので、

御支援をいただきたい、市内で手を挙げてい

るところがありますので、御支援をいただき

たいと思います。 

  そして、その経済観光局というか、市長部

局の観点からも、これは大変農業の支援とい

う意味では重要だろうと思います。 

  最初にこの井吹東小の、この田んぼ、荒れ

たビオトープを再生させて田んぼをつくろう
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というふうに、１人で頑張ってつくった子が、

ゆうちゃんっていうんですね。私もゆうちゃ

んですから、何となくよく似てるという感じ

がして、その子は御飯が本当に大好きで大好

きで、１食３杯食べるらしいんです。私も確

かにちっちゃい頃、御飯は３杯までと、御飯

が大好きで御飯をよく食べてましたから、１

食３杯までと親に制限をされていたぐらいで

すし、見てみると、本当に見た格好も私によ

く似てて、本当に他人のように思えないわけ

でありますけど、その子が、３年前か、ＮＨ

Ｋで特集をされて、小４農家――小学校４年

生の農家として農業に取り組んでいると。ゆ

うちゃんのお米というのも作って、恐らく市

長もお召し上がりになっていただいたんでは

ないかと思いますし、伝統的な農法を使って

て、無農薬栽培で挑戦をしていますので、黒

田副市長なんかにも、現場で御視察いただい

たんではないかと、何かそんなような話を聞

いているところであります。 

  ぜひ、今、この米騒動という話がありまし

たけど、本当にお米というのは私たちの生活

の中で一番欠かせない特別なものであります。

そして神戸の都市農業を推進する上で、今は

担い手不足の問題もありますし、経済観光の

観点からも支援をしていただきたいと思いま

すし、教育委員会の中で、荒れたビオトープ

を見つけて、こうした米支援のことをやって

いることを、また市長部局の方も、市として

も御支援をいただきたいということを申し上

げておきたいと思います。 

  さて、塩屋多井畑線についてでありますが、

まず、この写真をじっと見てほしいんです。

小松さん、じっと見てほしいんです。 

  議員の先生方にも、ぜひこれは見てほしい

んです。私がワーワー言うよりも、全てもう

絵が語ってますから、これちょっと皆さん見

てもらえますか。 

  壬生先生見れますか、壬生先生地元だから

あれかもしれないですけど、見えますか、森

本さん。 

  今、これがどういう写真かというと、まさ

に塩屋小のちょっと南側ぐらいのところを映

したんですけども、目の前を小学生、生徒が

歩いてます。後ろのほうを見ると、恐らく下

校時なのか知らないけど、学生が、小学校の

生徒がたくさんいます。ちょうどこの狭いと

ころを、車が２台擦れ違おうとしていて、ぎ

りぎりの幅ですけど、恐らくこれ擦れ違えな

いです。何でかというと、こっちに歩行者が

いて、歩行者と引っかかるし、電信柱があり

ますから、恐らくそれは擦れ違いができない。 

  当然、この状態がずっと続いているので、

グリーンゾーンを一応描いてあるんですけど

も、こっちの左側のグリーンゾーンを見てく

ださい、これ。コピーを渡してると思います

けど、たまたま、このどぶ板の側溝の部分が

緑で塗ってあるだけであって、人１人通れる

か通れないかのところをグリーンゾーンが塗

ってあるだけなんです。何の意味もないグリ

ーンゾーンであります。こっちのグリーンゾ

ーンは、本当に子供たちが２列だと、もうは

み出しちゃうぐらいの狭いところを歩いてる

んです。 

  これが80年間放置されてきたんです。整備

をされないままに、塩屋の人たちはこれだけ

不便な、そして当然事故もしょっちゅう起き

てるし、10年前には児童の痛ましい死亡事故

もありました。そらそうですよ、これ見ても

らったら分かるとおり、このまま真っすぐ行

ったらどうなるか分からないんです。 

  これ地域の人は分かりますけど、ちょっと

下りていく感じで塩屋小学校に行って、本道

は左の方にガクンと曲がるんです。このガク

ッと曲がる道がグルングルンと続いて、大雨

でもあったら、すぐ土砂崩れで通行止めにな

る。これが塩屋多井畑線、今の塩屋丸山線な

んです。 

  80年前から整備をしてもらいたい。いろん

な方が、いろんな形で言ってきました。だけ
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ど、整備がなされていないのは、１つ、その

10年前の最後の都市計画決定で、生活幹線道

路に位置づけられたというのがあります。 

  一言言わせてもらえば、生活幹線道路にア

ンケートの結果、したという答弁でありまし

たけれども、地域の団体としては、この素案

を前提とすることはやめてほしいと。生活幹

線道路についてイエスを出したわけでは決し

てありません。 

  しかし、我々としては、生活幹線道路だろ

うと、主要幹線道路だろうと、とにかく整備

が進めばいいんです。今、一歩も進んでおら

ないので。 

  １つ聞きたいのは、主要幹線道路と生活幹

線道路というのは何が違うのか。生活幹線道

路だからといって整備が遅くなる、そういう

理屈が神戸市内の中にあるのかというのが１

つ。 

  もう１点は、せめてこの子供たちが危険に

遭わないような、生活幹線道路でも何道路で

もいいですから、せめて子供たちの安全が守

れるような整備を今すぐやっていただきたい

んです。何道路でもいいから。それについて

の当局の見解をお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 先ほど答弁させてい

ただいたとおり、主要幹線道路は都市の骨格

を形成し、通過交通や物流等の自動車交通を

円滑に処理する道路でございます。 

  塩屋多井畑線大谷交差点以南は、通過交通

を受け持つ道路ではなく、地域の生活に根差

した道路ということで、生活幹線道路として、

児童をはじめとした歩行者の安全対策を図る

ことを目的に、地域の意見を踏まえながら整

備をしていく道路であると考えてございます。 

  この２つの道路の整備に関しては優先順位

に優劣はございません。主要幹線道路も生活

幹線道路も、どちらも地域の方の御意見をお

伺いしながら、合意形成を図れたところから

順次整備をしていっている所存でございます。 

  あと、大谷交差点以南につきましては、何

も整備をやってないということではなくて、

この間、都市計画道路としての整備はまだ地

域の方と協議中でございますが、暫定的に、

そのカーブが続いているところで、非常に危

ないところについて、用地等の御協力がいた

だけたところは、部分的にそういった線形改

良をして、歩行者の安全なり車の離合がしや

すいような対策を取っているところでござい

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 岡田君。 

○38番（岡田ゆうじ君） 大事なことは、地域

の協力であります。今言っていただいたとお

り、例えば、鈴木商店のところとか、要所要

所のところで、これはまさに地域の皆さんが

御協力をいただいて、土地を差し出して、こ

れまで整備が進んできたところがあるわけで

あります。 

  地域の協力というものがどういうものなの

かということを、やはり一番認識していただ

かないといけないんです。 

  というのは、実はこの塩屋の地域の中で、

今塩屋幼稚園のお話もしましたけども、この

道路の促進に一番力を注いでおられたのが、

塩屋幼稚園の並川明子先生なんであります。

並川先生は、もう兵庫県の教育長までおやり

になりましたし、土井芳子先生という偉大な

神戸市の婦人会の基礎をつくった土井先生の

娘でありますし、まさに一番この塩屋多井畑

線、塩屋丸山線での児童の死亡事故に対して

心を痛めておられた、本当に偉大な方であり

ます。５月に御逝去されて、７月20日に舞子

ビラでお別れの会が開催されまして、井戸前

知事、神戸市長、そして教育の関係者もそう

であります、経団連も経済同友会からも本当

に各界の壮大なお別れ会がなされて、私もそ

こに末席ながら参列をさせていただきました

けど、本当に塩屋のみならず、県の教育に御
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貢献をされた方でありました。 

  その並川先生が2014年４月に都市計画が決

まった前後あたりでありますが、こういう提

案をされているんです。 

  塩屋多井畑線の計画区間は塩屋小学校・塩

屋幼稚園の学童通学道路でもあると。学童の

父兄からすると、安全の確保という観点は絶

対に譲れない。例えば、ＰＴＡの意向確認や

学童を抱えている婦人会への意向確認はぜひ

とも必要。地域住民には、塩屋舞子線におい

て、神戸市に無償の道路提供をしている地元

の企業、そして塩屋協議会、塩屋財産管理会、

こうしたものも、いわゆる地域住民という中

に含まれてないといけないと言ってるんです。 

  さっきの鈴木商店の話でもないですけども、

実際に土地を提供してくださる方がいなかっ

たら、道路の整備はちっとも進まないんです。

だから、その塩屋土地さんであるとか、塩屋

協議会さんであるとか、塩屋財産管理会の皆

さんの協力がなかったら進まないんです。 

  しかし、これまでそうした団体の意見をち

ゃんと聞いてきただろうか。そのことを並川

先生はこの段階で言ってるんです。それにつ

いての見解を伺います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 経緯を申し上げます

と、これ当時、2006年塩屋まちづくり推進会

というのが設立されまして、当時から、この

推進会を中心として、そのほかの方の地域の

意見もお聞きして、計画のプランをつくり上

げてきてございます。並川様が出された意見

書も私は拝見してございます。この意見書に

つきましても、都市計画変更の案を提出させ

ていただいて、それの意見をいただいて、神

戸市の考え方ということで、都市計画案の縦

覧のときに、神戸市の考え方も当時説明をさ

せていただいて、今の計画プランとなったと

いう状況でございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 岡田君。 

○38番（岡田ゆうじ君） 実際に、だからその

婦人会の意見とか、財産管理会の意見を聞い

てきたかどうかっていうことについての答弁

がなかったわけでありますが、並川先生の意

見書の中には、書面での回答を希望しますと

いうことが書かれてたんです。だけど、今の

副市長の答弁では都計審の資料に載せました

のでということで、十分な返答がなされてお

らないし、同じメンバーで、並川先生も大分

この当時は、もう体が弱っておられましたけ

ど、2021年11月10日、塩屋下畑地区の活性化

を願ってという同様の意見書を、同じメンバ

ーで提出をされたんです。 

  その際の書類がどうなってるかと、今都市

局に聞くと、いやもうそんな書類はないし、

知らないと。どういうものなのか分からない。 

  それは今の担当の子が悪いんではなくて、

恐らく当時の担当者が、もうもらってすぐ、

ごみ箱にポイと捨てちゃったんでしょう。 

  これで塩屋の地域住民の意向を酌み取った

と言えますか。 

  並川先生は、子供たちの命を守る道だから、

婦人会の意見はちゃんと聞いてほしいと言っ

てるんです。 

  今、ある団体の名前を出して、そういう地

域の合意が図られてきたということをおっし

ゃいました。もちろん、地域団体はどれも大

事ですから、意見を聞いていただくことは大

事でありますけども、そこから漏れている、

地域の意見として酌み上げられてない意見が

あまりにも多いんです。そのことを私は改め

て、並川先生の御遺志として、ここで申し上

げたいと思いますし、本当に子供たちの命が

脅かされ、今現状でも、危険な道をこうやっ

て歩いているわけですから、そのことは認識

をしていただきたい。 

  最後になります。神戸市は、まさに山と海

のまちであります。だけど、塩屋というのは

本当に特別なまちなんです。この2023年１月
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に４年ぶりにたるみっこまつりをやるってい

うんで、私たち、たるみっこまつりの理事で

すから、たるみっこまつりの理事会に呼ばれ

たときに、この理事長である小野愛子さん、

塩屋婦人会の会長であって、市婦協の会長さ

んでもあります、小野さんが、久しぶり、４

年ぶりにたるみっこまつりができるという興

奮もあって、何か意見ないですかって言って、

特になかったんでちょっと話をされたんです。

たるみっこまつりっていうのは本当に４年ぶ

りで久しぶりだと。私がちっちゃかった頃、

塩屋の自分の家から下を見下ろしたときに、

当時のみなとの祭ですかね。花車が遠くの２

号線をトコトコトコッと走ってくるのが見え

たと。それが海の輝きを反射してキラキラ光

って見えた。それが自分の家の、まさに山の

上から見えたから、少女小野さんはどうした

かっていうと、走って私は２号線のところま

で行ったと言うんです。そして花車を見送っ

たって言うんです。 

  塩屋のことをよく分かってる人は分かると

思うんですが、塩屋の山の南谷、上のほうで

す、から２号線に下りるのは、特に坂になっ

てますから、速ければ５分もかからないです。

タッタッターッと走っていけば３分ぐらい、

４分ぐらいで下りれるかもしれない。それぐ

らい、山と海が一体になったまちなんです、

塩屋っていうのは。神戸市でも、舞子でもそ

こまででもないし、須磨でもそこまででもな

い。 

  本当に塩屋の人っていうのは山に住んでま

すから、この写真のとおり。山に住んでて、

目の前が海のところに住んでるんです。だか

ら、塩屋漁港も大事なインフラであります。

山と海が唯一共存して、本当に目と目の面合

わせをしている貴重な場所が塩屋。そして、

その希有な、神戸市で唯一のこの塩屋のまち

の背骨である塩屋丸山線、塩屋多井畑線が整

備されなかったら、海と山と一体化したまち

っていうのはつくられないんです。道路がな

かったら、一体化したまちっていうのはつく

られないんです。 

  その小野さんの話を聞いて、私はふわっと

イメージが湧きましたし、まさに先ほどの並

川意見書の最後のところ、塩屋のまちの将来

は、海と山の一体化によって、調和の取れた

姿になる。これが並川意見書のくくり、文末、

最後の締めくくりでありました。 

  まさにこの塩屋の海と山のまちを結ぶ塩屋

多井畑線です。今、事業化すらなされていな

い、手つかずの状態でありますが、一刻も早

く進めていただきたいし、なぜ進まないのか

を、理由をしっかりと見極めて前に進めてい

ただきたいと思うんですが、いま一度、市の

見解をお伺いしたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 大谷交差点以南の生

活幹線道路の区間につきましては、ちょっと

先ほど説明不足ですが、まちづくり推進会は、

塩屋協議会、地区連絡協議会、ふれまち協、

まちおこし会、婦人会と、当時はそういった

団体で全ての方が参画されて御意見を聞いて

プランをつくったところでございます。 

  ただ、現状としては、そういった地域の構

成につきましても状況が変わっているとお聞

きしておりますので、再度まちづくり推進会

のみならず、地域の方々の意見を詳細にお聞

きして計画づくりに努めてまいりたい。また、

合意形成が図られましたら、事業化を推進し

てまいりたいと考えてございます。 

○38番（岡田ゆうじ君） とにかく前に進めて

ください。お願いします。（拍手） 

○副議長（川内清尚君） お疲れさまでした。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  午後２時30分に再開いたします。 

   （午後２時11分休憩） 

   （午後２時30分再開） 

○議長（菅野吉記君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 
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  直ちに議事に入ります。 

  休憩前に引き続き、令和６年度神戸市各会

計決算並びに関連議案に対する質疑を続行い

たします。 

  15番川口まさる君。（拍手） 

○15番（川口まさる君） 躍動の会神戸市会議

員団の川口まさるです。 

  令和６年度決算について会派を代表して、

大きく３点について質疑いたします。 

  昨日の本会議において、議員が１名減った

結果、思いがけず私の持ち時間が５分増えて

おりますので、詳しい御答弁をいただければ

と思います。よろしくお願いいたします。 

  まず、令和６年度決算では、一般会計歳出

総額約9,307億円のうち、扶助費が2,519億円

を占めており、最大の項目になっています。

生活保護費は約753億円となっていますが、

生活保護などの社会保障制度は、国民負担、

市民負担で成り立っているものであり、制度

の信頼性が重要です。そこで、不正受給を根

絶すべきとの立場から１点目として、社会保

障制度の適正な運用についてお伺いいたしま

す。 

  生活保護については、制度の根拠となる生

活保護法において、日本国民を対象としてい

ますが、昭和29年の厚生省社会局長通知によ

り、永住者や定住者といった、いわゆる永住

的外国人にも、同法の取扱いを準用すること

になっています。 

  生活保護費のうち、外国人への支給分がど

の程度含まれているかについて、神戸市とし

ては把握していないとのことですが、厚労省

の統計によると、神戸市における令和６年度

の被保護実世帯数は３万2,804世帯で、うち

世帯主が日本国籍を有していない被保護実世

帯数は2,278世帯でした。 

  このことから、外国人に対する生活保護費

の割合は、おおむね７％程度との推定ができ

ます。 

  他方、令和７年４月１日時点で神戸市の人

口は148万7,741人で、そのうち外国人は５万

9,501人なので、市内の外国人人口の割合は、

昨日市長もおっしゃっていたとおり、およそ

４％です。つまり、４％の人々が７％の生活

保護費を受給しています。このことから、在

留外国人は日本の生活保護制度を利用する割

合が日本国民よりも高いと言えます。そもそ

も、永住許可や定住者の在留資格の更新に当

たっては、独立の生計を営むに足りる資産ま

たは技能を有することが要件になっているの

で、要保護外国人というのは制度上は存在し

得ないはずです。しかし、現実には生活保護

を受給する外国人が高い割合で存在しており、

中には生活保護の受給を目的として、不正に

入国している外国人が一部に存在しているの

ではないかとの疑念も否定できません。 

  不正受給を防ぐため、神戸市においては、

出入国在留管理庁と情報連携しつつ対応して

いると聞いていますが、区役所の現場におい

て、個々の職員が疑念を持った場合に、厳格

に対応できているのか、実際の具体的な事務

執行の流れと御所見をお伺いいたします。 

  次に、２点目、外郭団体の見直しについて

お伺いいたします。 

  神戸市は、令和３年度より外郭団体マネジ

メント推進本部を設立し、「団体の設立目

的・役割、経営状況、民間代替性を総合的に

判断し、団体の廃止・統合や業務の縮小、市

の関与の適正化も含めて、外郭団体の在り方

について抜本的な見直しを進める」としてい

ます。マネジメント推進本部は、各団体に対

して短期的なミッションとして令和６年度の

ミッションを、中長期的なミッションとして

神戸市行財政改革方針2025期間中のミッショ

ンを、それぞれ提示しています。 

  これらのミッションについて、市としては

達成できたものと評価しているのでしょうか。

また、これらのミッションは定性的なものが

多く、経営状況の検証に適さないように思い

ますが、経営改革に生かすため、定量的な目
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標も設定すべきではないでしょうか。来年度

以降の外郭団体見直しの取組に当たり、御所

見をお伺いいたします。 

  ３点目、バスケットボール振興についてお

伺いいたします。 

  一昨年の９月議会において３ｘ３など新た

なスポーツ施設の整備について、御所見を問

うたところ、市長よりバスケットゴールの増

設を検討するとの御答弁をいただきました。

そして、令和６年度においてバスケットゴー

ル倍増プランが予算化され、バスケットゴー

ルが整備された公園をおおむね３か年で倍増

するという計画が立てられています。 

  令和６年度中については、当初予算では予

算3,500万円で、３ｘ３ができるハーフコー

トなど20か所整備予定でした。このバスケッ

トゴール倍増プランについて、令和６年度に

おける進捗状況を確認したところ、22か所を

整備し、決算額は約3,353万円との説明を受

けており、計画よりスムーズに進捗している

と受け止めております。 

  さて、バスケットゴールは整備された後、

市民に活用されて初めてスポーツ振興などの

政策目的を達成できるものと考えますが、現

状市民の活用状況をどのように認識していま

すでしょうか。 

  また、今後整備した設備を活用してもらう

ために、どのような工夫をしていこうと考え

ていますでしょうか。現状認識と今後の展開

についてお伺いいたします。 

  以上、御答弁よろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 川口議員の御質問のう

ち、私からはバスケットボールのゴールの活

用状況と今後の方針につきましてお答えを申

し上げます。 

  令和５年10月の神戸ストークスの本拠地移

転、今年４月のジーライオンアリーナ神戸開

業を契機といたしまして、バスケットボール

の振興を図り、またその裾野を広げていくと

いう意味も込めまして、企業や市民からの協

賛もいただきながら、バスケットゴール倍増

プランを進めております。 

  このプランでは、バスケットゴールのある

公園を50か所から100か所へ倍増することを

目指しておりまして、令和６年度には22か所

で整備を行い、令和７年度も現在６か所で整

備が完了しております。 

  倍増プランの発表以降、市民の皆さんから

は多くの要望もいただいておりまして、関心

の高さを実感しているところです。 

  活用・利用状況ですけれども、主に地域の

子供たちが放課後や休日を中心に継続的に利

用してくれていると承知をしておりまして、

公園の利用の活性化にもつながっています。

例えば、北区のつくしが丘公園では、地域の

中学生が中心となり、ルールづくりや看板の

設置を行ったほか、神戸ストークスと連携し

たオープニングセレモニーを実施するなど、

地域の自発的な取組が行われております。 

  活用に向けた取組といたしましては、バス

ケットボール教室などのイベントの実施、市

内の小・中学生などに配布しているスポ協つ

うしんジュニアによる情報発信、ホームペー

ジによるバスケットゴール設置公園の周知な

ど、広く市民の皆さんに周知を図っておりま

す。 

  今後、さらにこのほかにも、別の広報手段

もあろうかと思いますので、広報戦略部も入

った形で今後の周知徹底を図り、利用の促進

につなげていきたいと考えております。 

  ほかの御質問につきましては副市長からお

答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから２点御

答弁申し上げます。 

  まず、社会保障制度の適正な運用について

御答弁を申し上げます。 
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  生活保護法は、第１条、目的におきまして、

国が生活に困窮する全ての国民に対し、その

困窮の程度に応じ、必要な保護を行うと規定

をしておりまして、その対象は国民であると

されているところでございます。 

  外国人に対する生活保護は、昭和29年の厚

生省社会局長通知、生活に困窮する外国人に

対する生活保護の措置についてに基づきまし

て、日本国民の生活保護の決定実施の取扱い

に準じて実施がされているところでございま

す。 

  生活保護の準用の対象となりますのは、適

法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永

住・定住等の在留資格を有する外国人とされ

ているところでございます。これは法律上の

権利を保障したものではございませんで、行

政庁の通達に基づく行政措置として行ってい

るものでございます。 

  なお、生活保護の準用に当たりましても、

保護の決定に必要な調査や保護の内容、指

導・指示の内容は同じになっているところで

ございます。 

  また、外国人への保護の適用に際しまして

は、昭和29年の厚生省社会局長通知によりま

して、都道府県知事は当該要保護者がその属

する国の代表部、もしくは領事館またはそれ

らのあっせんによる団体等から必要な保護ま

たは援護を受けることができないことを確認

することとなっているところでございます。 

  出入国在留管理局が行います永住権や定住

権の審査におきましては、その在留資格に応

じて生計維持能力を有することを立証するた

めの資料を出入国在留管理局に提出すること

が義務づけられているところでございます。 

  その資格審査に際しまして、生活保護の実

施機関への照会があった場合、適切に情報連

携を図る旨を本市と大阪出入国在留管理局神

戸支局との間で確認をしているところでござ

います。 

  外国人への保護の準用につきましては、今

後も国からの示された方針に従って、出入国

在留管理局など関係機関とも連携して、適切

な生活保護の実施に努めてまいりたいと考え

ております。 

  ２点目は、外郭団体の見直しにつきまして

御答弁を申し上げます。 

  外郭団体マネジメント推進本部では、団体

の使命でありますミッションを提示いたしま

して、本市と共有した上で団体が策定をした

経営改革プランの実績を評価・検証すること

で、各団体の再編や事業の再構築を含む抜本

的な見直しを進めてきたところでございます。 

  ただ、ミッションの中には、こうべ未来都

市機構に提示いたしました「全市のまちづく

りへの貢献」のように、団体の設立目的に基

づき、不断に取り組み続けるべきものや、こ

うべ市民福祉振興協会に提示いたしました

「福祉の新しい価値の創造」のように、現時

点での達成状況の評価にはなじまないものも

多いところでございます。 

  一方で、ミッション達成と評価できる成果

も出てきているところでございます。例えば、

経営安定化をミッションとして提示をいたし

ました神戸農政公社では、設備の老朽化によ

り、今後大規模な投資が必要でありました神

戸ワイン事業を民間酒造会社へ継承すること

で経営安定化につなげたところでございます。 

  また、民間代替が進み、貨物の取扱量が減

少していた状況を踏まえ、団体の在り方の検

討をミッションとして提示した神戸航空貨物

ターミナルでは、物流拠点としての役割を終

えたと判断し、令和７年４月末で会社の解散

を行ったところでございます。 

  今後、外郭団体が自立した経営主体として

持続的に市民サービスを提供し、引き続き団

体の使命を果たしていくためには、不断の経

営改善に取り組むことが必要だと考えてござ

います。 

  そのため、御指摘のありました定量的な目

標設定を定めることが有効なものにつきまし
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ては、ミッションの中で示すことも含め、外

郭団体の効果的な見直しにつなげる観点から

検討してまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 川口君。 

○15番（川口まさる君） 御答弁ありがとうご

ざいます。社会保障制度、とりわけ外国人に

対する生活保護について申し上げます。 

  国から示された方針に従って適切な生活保

護実施に努めたいということなので、まず不

正受給に対しては厳格な対応をお願いいたし

ます。 

  平成23年８月17日の厚生労働省社会援護局

保護課長通知0817第１号によると、入国後間

もなく生活に困窮する外国人からの生活保護

の申請に当たっては、生活保護の実施機関に

おいて、当該者が在留資格の取得の際に入管

に提出した経費支弁書などの立証資料の提出

を求めることになっています。 

  また、当該者が理由なく上記資料の提出を

拒む場合は、当該者が窮迫な状態であって放

置することができない場合を除き、申請を却

下しても差し支えないとしています。厳正に

対応するようにお願いいたします。 

  さて、昭和29年５月８日付の厚生省社会局

長通知（社発第三八二号）の一には、「生活

保護法第１条により、外国人は法の適用対象

とならないのであるが、当分の間、生活に困

窮する外国人に対しては、一般国民に対する

生活保護の決定実施の取扱いに準じて、左の

手続により必要と認める保護を行うこと」と

あります。そして(４)において、外国人に対

して生活保護を準用する場合には、当該要保

護者がその属する国の代表部もしくは領事館

またはそれらの斡旋による団体等から必要な

保護または援護を受けることができないこと

を確認するよう求めています。 

  実際、神戸市はその確認のための照会を行

っており、神戸市から領事館等へのこれらの

照会に対する回答文書を情報公開制度を用い

て入手したので、幾つか引用いたします。 

  例えば、アメリカは毎回、「米国政府とし

て唯一可能な支援は米国に帰国するための資

金の貸付け（ローン）となります」などと回

答しています。 

  キューバは年によって言い回しが異なりま

すが、「該当する保護・援護制度はない」と

の回答です。 

  各国どこもおおむねこのような調子です。 

  特徴的だったのが、ルーマニアの回答です。

「よりよい理解のために、その方の状況につ

いて詳細な情報が必要です」とのことです。

ルーマニア大使館において、その方が日本に

居住しているかどうかも不明とのことで、困

惑しているように見受けられました。 

  令和３年―― 2021年のカンボジアも似てい

て、金銭的支援制度はないと断った上で、

「今回、保護を申請してきたカンボジア人に

ついて、可能であれば、彼らの在留資格、年

齢、問題点などについて情報をいただければ

幸いです」と回答しています。 

  ちなみに、ルーマニアやカンボジアの例の

ように、保護申請者にまつわる事実確認があ

った場合にも、神戸市としては特段返事はし

ていないとのことでした。神戸市のほうから

外国に対して質問をしておいて、その質問に

ついて詳細を知らせてほしいと返事があった

場合、神戸市は無視しているわけです。 

  保護申請に当たり、母国における保護の可

否の確認について、形式的な文書の送付だけ

では意味がないので、まずこの運用について

見直すようお願いいたします。 

  とにかく、要保護者に対する保護または援

護制度に関する神戸市から領事館等への照会

に対して、「保護を受けることができる」と

の回答は１件もありませんでした。 

  これでは、地方自治体が行っている領事館

等への確認の手続は徒労でしかなく、不毛で

す。 

  そもそも昭和29年通知は、「当分の間生活
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に困窮する外国人に対する保護を行うこと」

と、「領事館へ確認を行うこと」をセットで

記載しています。このことから、当時、厚生

省は要保護外国人について、母国が保護すべ

きとの理念を持っていて、かつ外国がそうす

ることを期待して通知を発出したように私に

は思えます。 

  通知の趣旨は、母国からの保護が受けられ

ない例外的な場合に限って、日本において保

護しようとするものだったと私は思っていま

す。 

  再質問に当たり、改めて要点を申し上げま

すと、まず本来生活保護法は日本国民のみを

対象としています。そして、外国人について

は、当分の間、保護を行うとの通知が発出さ

れてから70年以上経過しています。この間、

適用範囲を外国人にも拡大するような法改定

は行われていません。 

  また、通知では母国による保護の可能性を

確認することとされていますが、これまでの

ところ神戸市から領事館等への照会に対して、

母国が保護するという回答はゼロです。むし

ろ実務的には照会そのものが形骸化している

ようにも見えます。 

  これらの事実を踏まえると、母国からの保

護が受けられないような例外的な場合に限っ

た日本における当分の間の措置が常態化して

利用されている現状が見えてきます。 

  この状況を踏まえて、国に対して通知の見

直しを求めるべきだと思いますが、いかがで

しょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 本市におきましては、

年に１度、領事館に対しまして、照会を実施

いたしまして、保護または援護の可否につい

て確認を行っているところでございます。 

  令和７年度につきましては８月末時点で22

か国に照会を実施しておりますけれども、保

護または援護が可能との回答はない状況でご

ざいます。 

  本市として、厚生労働省に対して領事館等

への確認手続を含めた考え方について明確化

するよう求めておりまして、今後も機会を捉

えて、引き続き求めてまいりたいと考えてご

ざいます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 川口君。 

○15番（川口まさる君） 国に対して考え方を

明確化するよう求めているということなので、

それはお願いします。確かに、国の考え方に

ついては私も不明瞭だと思います。 

  翻って、この神戸市は、そもそも外国人に

対して生活保護費を支給すべきか否かについ

てどう考えていますか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私どもとしましては、

国の通知に基づきまして、その法が準用され

て外国人にも適用されるということが通知を

されてございますので、その方針に従って適

切に事務を執行しているということでござい

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 川口君。 

○15番（川口まさる君） 社会保障制度は国民

の負担で成り立っているので、国境を越える

移民には適していません。一方的に移民を受

け入れ、無尽蔵に生活保護を支給することは

不可能です。フリードマンが指摘するように、

自由な移民と福祉国家は両立し得ません。な

お、フリードマンは移民には賛成の立場です。 

  私は、その外国人の属する国家が第一義的

に責任を負うべきだと思っており、その外国

が責任放棄した場合においても、安易に日本

の納税者にその責任を押しつけるべきではな

いと思っています。外国人に対して生活保護

を支給すべきか否かという論点については、

どうやら意見が分かれているような感じもし

ますが、いずれにしても立法措置を経ること
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なく、当分の間の任意の行政措置として70年

以上支給している現状については、いびつで

あるという課題については御理解いただける

と思います。 

  仮に、外国人に対しても生活保護を支給す

べきとお考えになるのであれば、生活保護法

の改定を求めていくべきはずです。 

  なお、国会は昭和56年の難民の地位に関す

る条約への加入に伴い、国民健康保険法や国

民年金法などの国籍要件を撤廃していますが、

生活保護法については、「全ての国民」との

文言を改定しておらず、適用範囲を故意に日

本国民に限定しています。立法府において法

律を改定していないにもかかわらず、行政の

通知によって、当分の間などと言って適用範

囲を拡大するような運用は、議会制民主主義

に対して不誠実であり、極めて不適切だと私

は思っています。 

  最高裁、平成26年７月18日の判例において

も「生活保護法は１条及び２条において、そ

の適用対象を国民と定めており、国民とは、

日本国民を意味するのであって外国人はこれ

に含まれないと解される」としています。 

  「そして、現行の生活保護法が制定された

後、現在に至るまでの間、同法の適用を受け

る者の範囲を一定の範囲の外国人に拡大する

ような法改正は行われておらず、同法上の保

護に関する規定を一定の範囲の外国人に準用

する旨の法令も存在しない」とまで指摘して

います。日本国民に対する生活保護は、生活

保護法に根拠があり、明確な法定受託事務で

あって、地方自治体に裁量の余地がありませ

ん。他方で、外国人に対する生活保護につい

ては、法律上には根拠がなく、行政措置とし

て行っており、自治事務に分類されるはずで

す。 

  日本国民に対する生活保護費と外国人に対

する生活保護費は、かように法的性質が大き

く異なるものです。にもかかわらず、神戸市

は日本国民に対する生活保護費と外国人に対

する生活保護費を分けていません。実務上難

しいことは理解しますが、それがまず問題だ

と思っています。市においては、まず根拠が

異なる費用について、今後は区別して計上で

きないか、御検討をお願いいたします。 

  さて、再質問に移ります。 

  先ほど少し触れましたが、国民健康保険法

については、適用範囲が外国人にも既に拡大

されています。在留期間が３か月を超えた外

国人は公的医療保険制度への加入が義務づけ

られており、同制度への加入者である以上、

高額療養費制度も適用の対象となります。 

  これは法律に則ったものであり、多くの健

康な被保険者が保険料を納めていることは、

保険財政を助けていると思います。 

  他方で、医療を受けることを目的として入

国したものは、国民健康保険の適用はありま

せんが、入国目的を偽り、不正に在留資格を

取得すれば、国民健康保険に加入した上で、

高額療養費などの給付を受けることができる

のではないかと心配しています。 

  そこで、不正利用を防ぐために神戸市とし

てはどのような事務処理を行っていますでし

ょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 在留外国人の方のう

ち、在留期間が３か月を超える中長期在留者

や、特別永住者の方などは、他の社会保険等

に加入していない場合、国民健康保険に加入

する必要があるわけでございます。 

  しかし、医療を受ける目的で、３か月を超

えて日本に滞在する外国人は、特定活動ビザ

（医療滞在）を取得する必要がありまして、

この場合は国民健康保険の加入対象外とされ

ているところでございます。 

  そこで、不正利用対策として、国保に加入

している在留外国人の在留資格に疑義がある

場合に、市町村から入国管理局に通知する制

度が平成30年１月から導入をされているとこ
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ろでございます。 

  具体的には、外国人加入者が国保資格取得

後１年以内に限度額適用認定証の交付申請や

高額療養費、海外療養費、出産一時金の支給

申請をした場合に、当該外国人への聞き取り

などを行い、在留資格に疑義が生じたときに

は、入国管理局に通知をするというものでご

ざいます。 

  本市におきましては、過去に２件通知を行

っておりますけれども、いずれの事例も、入

国管理局が調査した結果、在留資格本来の活

動を行っているとされ、在留資格は取り消さ

れなかったところでございます。 

  今後とも、同制度を適切に運用することで、

国民健康保険の適正利用に向けて取り組んで

まいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 川口君。 

○15番（川口まさる君） 医療目的と認定され

たケースがなかったということですけれども、

２件通知を行っていることですね。 

  それは、医療目的の入国は本当になかった

ということなのかもしれないし、その通知を

行ったのが２件ということなので、ひょっと

すると見過ごされているだけかもしれません。 

  医療費の膨張は、現役世代が納める社会保

険料に跳ね返ってきます。仮定の話ですが、

高価な医療を受ける目的を持った外国人が来

日し、高額療養費制度を悪用し、見過ごされ

るようなことがあってはなりません。公的医

療保険制度についても不正がないように厳正

に対応をお願いします。 

  次に、外郭団体についてまず意見を述べさ

せていただきます。 

  外郭団体についてはこれまでも議会から指

摘がなされており、私からも2020年９月議会

において、「団体の廃止を含めた抜本的な改

革をさらに進める必要がある」と述べたとこ

ろ、市長からも「御指摘を踏まえながら廃止

あるいは団体の業務の縮小や統合も含めた抜

本的な見直しが必要である」と御答弁をいた

だいています。 

  その翌年度から外郭団体マネジメント推進

本部を設立して取り組んできていることはよ

いのですが、マネジメント推進本部そのもの

について期待した成果があったのか、私は今

のところ把握できていません。昨日の本会議

においては、副市長より、こうべ産業就労支

援財団や神戸商工貿易センター及び神戸市ス

ポーツ協会並びに、こうべ未来都市機構につ

いて、個別の実績の紹介がありましたが、今

後マネジメント推進本部そのものの成果につ

いてもうまく説明していってほしいなと思っ

ています。 

  また、公開されている各団体のミッション

及び経営改革プランについても、抽象的な文

章に見えると昨年度の決算特別委員会におい

ても指摘をさせていただいています。 

  参考までに、公開されている各団体の中長

期的なミッションを引用します。 

  先ほど神戸農政公社と、こうべ市民福祉振

興協会についても例示があったので、ほかの

団体について幾つか取り上げます。 

  例えば、公益財団法人医療産業都市推進機

構のミッションとしては、「神戸医療産業都

市の中核的支援機関としての事業推進」と記

載されています。公益財団法人計算科学振興

財団のミッションは、「シミュレーション・

クラスター発展への寄与」です。公益財団法

人神戸国際コミュニティセンターは「地域国

際化事業の重点化」、「互恵的な国際協力の

推進」です。 

  公開されてる資料をざっと見たところ、ほ

かの団体もおおむねこのような調子でした。 

  漠然とよさそうなことが書いてありますが、

数値目標は示されておらず、依然として抽象

的なミッションを掲げているように私は感じ

ました。 

  市は、外郭団体の見直しの視点として、

「施政方針の下、市政を補完し、市民への還
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元や市の施策を実現するために必要なミッシ

ョン（設立目的・役割）が明確になっている

か」を標榜しています。ミッションの設定の

方法と、情報公開の方法について、今後改め

て御検討をお願いいたします。 

  再質問に移ります。 

  まず、大阪市の事例を紹介します。 

  大阪市では「大阪市の監理対象団体におけ

る大阪市退職者の採用等に関する指針を定め

る規定」を設けております。第３条の「本市

退職者を役員及び従業員として採用する場合

の手続」には、「監理対象団体は、役員及び

従業員の採用に際して、本市退職者を選考の

対象に含めるときは、公募による選考により

採用する者を決定するものとする」と規定さ

れています。大阪市は市ＯＢを採用選考の対

象に含める場合は、公募による選考を行って

おり、これは公正性の担保や市民からの信頼

につながっていると思います。 

  他方、神戸市においては、市ＯＢの外郭団

体への再就職は制限されておらず、年１回再

就職状況が公表されるのみで、採用決定に至

るまでのプロセスは不透明です。つい先日28

日に、令和６年度の退職者の再就職状況が公

開されましたが、それによると部長級以上の

職員の退職者37名のうち10名が外郭団体へ再

就職していました。 

  市税による出資や補助金、負担金等の交付

を受けている外郭団体へ市ＯＢが再就職する

場合は、市民の理解が得られるよう、より透

明性のあるプロセスを取るべきと考えますが、

御所見はいかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 本市の退職管理につ

きましては、再就職に係る透明性や公正性を

より高めるために、神戸市退職者人材センタ

ーの設置させていただいているところでござ

います。 

  職員の再就職に当たりましては、外郭団体

を含む法人や団体からの求人情報と、本市退

職者の再就職希望であります人材情報をセン

ターにおいて一元的に集約しているところで

ございます。 

  また、透明性を確保するため、センターを

介さない在職中の求職活動の規制や再就職の

あっせんの原則禁止などの必要な措置を講じ

ているところでございます。 

  センターでは本市職員としての知識・経験

を求める各団体からの求人に対し、求人登録

のあった業務の特性や退職者の経歴等を総合

的に勘案の上で、各団体に人材情報の提供を

行っているところでございます。 

  その後、各団体の判断と責任に基づいて採

用されているものでございます。 

  引き続き、公務の公正な執行及び市民の信

頼確保の観点を十分考慮した上で、再就職の

透明性の確保に努めてまいりたいと考えてご

ざいます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 川口君。 

○15番（川口まさる君） 退職者人材センター

の設置要綱の４条を見ると、（１）によって

センター長は副市長、（２）によって副セン

ター長は行財政局長、（４）によって事務局

長は行財政局人事課長となっています。 

  これだと、退職者人材センターは人事課と

ほとんどイコールで第三者的な立場ではない

様に見受けられます。 

○議長（菅野吉記君） 川口議員、時間が参り

ましたので。 

○15番（川口まさる君） 今後はプロセスの―

―市民から見えるように、公募等の方法を検

討していただきたいと思います。 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  次に、47番あわはら富夫君。（拍手） 

○47番（あわはら富夫君） 私はつなぐ議員団

を代表して、2024年度各会計決算並びに関連

議案について、市長並びに関係当局に３点の
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質疑をいたします。 

  その第１点は、神戸空港国際化に伴う騒音

問題についてです。 

  神戸空港国際化も含め、関西・神戸両空港

の発着枠拡大に伴い、本年３月より淡路島上

空を飛ぶ新たな飛行経路の運用が開始されて

います。 

  ８月22日に開催された新飛行経路運用開始

後の騒音をめぐる地域協議会では、新経路運

用開始による地元への影響が確認され、６月

末時点で騒音をめぐる苦情が53件、そして淡

路島の市長からは、当初飛行ルートからずれ

て飛んでいるとの指摘もなされました。 

  ８月７日に開かれた騒音測定を行っている

淡路の空を守る会の住民意見交換会では、関

西空港の新飛行経路では、当初予定していた

よりも範囲が広がっているように感じる。神

戸空港の新飛行経路では、高度を下げたこと

で瞬間的に大きな騒音があるといった意見が

出されました。 

  ここで質疑しますが、飛行経路に係る課題

については、兵庫県を主体として協議が行わ

れていますが、市としても、このような淡路

住民の声にしっかりと耳を傾け、国・府・

県・関西エアポート等の関係機関に対して必

要な対応を積極的に求めていくべきと考えま

すが、見解を伺います。 

  第２点目はポートアイランドにおける住宅

供給についてです。 

  私の地元であるポートアイランドの将来へ

の活性化を図ることを目的で、ポートアイラ

ンド・リボーンプロジェクトが始まり、３年

目を迎えています。 

  一方で、現在のポートアイランド１期では、

スーパーや飲食店の撤退、閉店が続き、まち

の勢いがなくなってきています。長期のリボ

ーンプロジェクトには期待しているものの、

まずは現状を少しでも改善する必要を痛感し

ております。 

  既に地元では、各住宅の代表を中心に、神

戸市の専門家派遣の制度を使いながら、まち

づくり検討会が開かれ、今晩もその検討会が

行われ、既に６回になりました。そこでは活

性化を前提として、一定程度の人口規模が必

要不可欠との議論がなされています。 

  交通至便地であることから、分譲ファミリ

ーマンションが建設されるなど、不動産のニ

ーズが確実にあります。 

  ここで質疑しますが、例えばファッション

タウンの住宅規制を解除することや、港湾用

地の活用など、人口増加に向けた住宅供給の

取組を進めるべきと考えますが、見解を伺い

ます。 

  第３点目は財政収支見通しについてです。 

  令和５年２月の代表質疑において、安定的

な財政運営に係る長期的な視点が必要との観

点から、従来の５年ではなく、10年間の財政

収支見通しを試算・公表するべきと趣旨の指

摘を行ってまいりました。 

  その結果、令和６年度予算より10年間の財

政収支見通しが公表され、議会、市民と共に

中長期的な視点に立って、神戸の未来の財政

の在り方を議論できるようになりました。 

  10年間の財政状況を見える化したことにつ

いて、どのように評価しているのか、久元市

長の見解を伺います。 

  以上です。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） あわはら議員の御質問

のうち、10年間の財政収支見通しを明らかに

したことによる評価――効果と言ってもいい

かもしれませんが、お答えを申し上げます。 

  財政運営に当たりましては将来世代に過度

な負担を残さない持続可能な視点が重要です。

令和７年度予算編成におきましては、昨年公

表いたしました収支見通しも活用し、投資的

事業の平準化や市債発行の抑制に努めたとこ

ろです。 

  その結果、今後の収支見通しは年度間で多
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少の差はありますが、公債費が今後も急激に

増加することはなく、令和17年度にかけて1,

000億円程度で推移をするということを明ら

かにいたしました。 

  一方、扶助費につきましては、さらなる少

子高齢化の進展に伴い、令和７年度予算の2,

596億円から令和17年度には3,100億円と500

億円余り増加する見込みでありまして、これ

に対する国や県からの補助金を考えましても、

一般財源の負担は年々拡大し、今後収支不足

が発生する最大の要因になると考えられます。 

  このように10年間の財政状況を見える化し

たことによりまして、中長期的な視点で予算

編成を行う上で有意義な結果になったと考え

ております。 

  今後とも財政収支見通しを踏まえた予算編

成を実施するとともに、令和17年度に向けた

収支不足額の解消に向け、事務事業の見直し

や、さらなる財源確保に全力で取り組み、将

来を見据えた持続可能な財政運営を行ってま

いりたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては副市長からお

答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、神戸

空港国際化に伴う騒音問題について御答弁を

申し上げます。 

  この本年３月20日から運用が開始されまし

た新たな飛行経路につきましては、関西国際

空港と神戸空港の航空需要拡大に対応するた

め導入されたものでございます。 

  そして、この導入までの経緯といたしまし

ては、令和５年６月に国から新たな飛行経路

案が提示された後、同年８月に大阪府、兵庫

県、和歌山県により設置をされました環境検

証委員会による検証、地元の説明を経て、令

和６年７月の第14回関西３空港懇談会におい

て新たな飛行経路の導入が合意されたという

経緯があるわけでございます。 

  そして、新たな飛行経路の導入に当たりま

しては、１つには騒音測定地点の増設が行わ

れておりまして、常時測定地点が３か所の増

設、定期測定地点が７か所の増設となってご

ざいます。 

  そしてまた、相談窓口の開設時間が平日、

今までは９時から17時半でありましたものが、

全日の７時から23時まで拡大されるといった

環境監視体制の強化にも取り組んできている

ところでございます。 

  本市も協議会の構成員を務めます関西国際

空港及び神戸空港の飛行経路に係る淡路地域

協議会が、御指摘のように８月22日に開催を

されたところでございます。 

  当日は関西エアポートより新飛行経路の運

用開始後、関西エアポートが測定している各

騒音測定地点の監視結果については、全地点

において環境基準値や検証委員会の予測結果

を下回っていること、そして関空の航空機が

淡路島の幅広いエリアを飛行していることな

どについて、状況の説明があったところでご

ざいます。 

  これに対しまして、地元の首長からは、淡

路島上空を広範囲で飛行している理由は、高

度を上げる国の運用努力の結果であると認識

しているという御意見、さらに運用努力によ

り騒音値が下がっていることは事実だが、一

方で不安を抱いている方もいるので、丁寧な

説明をお願いしたいといった意見がございま

した。 

  さらに、騒音測定地点については、飛行経

路の実態に応じて見直しを検討してほしいな

どの御意見が出されたところでございます。 

  これら地元からの意見を踏まえまして、淡

路地域協議会として、住民への丁寧な情報提

供を行うこと、また定期測定地点の見直しを

検討していくことを決定したところでござい

ます。 

  新たな飛行経路による航空需要拡大は、淡

路地域の御理解と御協力の下、成り立ってい
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るものと認識しているところでございます。

本市といたしましては、日頃から淡路島３市

の自治体と意見交換を行っておりまして、淡

路島地域の方々の意見をしっかりとお聞きし、

兵庫県・関西エアポート・国等の関係者に対

して、住民への丁寧な情報提供や測定地点の

見直しを速やかに行うよう求めてまいりたい

と考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私からは、ポートア

イランドの住宅供給についてお答えをさせて

いただきます。 

  ポートアイランド・リボーンプロジェクト

は、公共空間の高質化を図り、人や企業を引

きつける魅力的な空間を創出することにより、

民間投資を誘発し、新たな機能、施設の立地

や既存施設の更新が進んでいくというよい循

環を生み出すことを目指しているものでござ

います。 

  飲食環境の課題につきましては、令和６年

度に南公園レストハウスを活用したシェアキ

ッチンやポートピア大通りなどの公共空間を

活用したにぎわい創出、ＰＯＲＴＯＰＩＡ 

ＤＥＳＩＧＮ ＷＡＬＫ 2024といった社会

実験などを通して、島内の飲食需要や民間事

業者の出店意欲の醸成など、課題解決に向け

た取組を実施したところでございます。 

  引き続き、令和７年度も10月に公共空間を

活用した社会実験、ポートピア・ストリート

フェス2025を昨年度よりエリアを拡大して開

催することで、まちの課題解決につなげてい

きたいと考えてございます。 

  ファッションタウンにつきましては、都心

部へのアクセスがよく、閑静で落ち着いた雰

囲気のあるポートアイランド１期の商業・業

務エリアでございます。 

  一方で、現在は従業員数の減少や、一部空

き床がある状況が続くなど、エリア内の立地

企業からも、現状に対する課題認識の声をお

聞きしているところでございます。 

  まちのにぎわいを創出していく上では、夜

間人口を増やすことも有効な手段の１つであ

り、規制緩和がきっかけとなり、新たな施設

立地や建物の更新が進むなど、民間投資の誘

発も期待できると認識しているところでござ

います。 

  規制の見直しにつきましては、地区内の企

業、権利者の方々の合意形成が不可欠である

ことから、関係者の御意見を丁寧に伺いなが

ら進めていく必要があると考えてございます。 

  御指摘の住宅規制の緩和も含め、令和６年

度より立地企業と勉強会を開催し、アンケー

ト調査等も行いながら、各企業の意見を丁寧

に伺っているところでございます。できるだ

け早期に、今後の方向性については地域の意

見を聞きながら固めていきたいと考えてござ

います。 

  ポートアイランド・リボーンプロジェクト

は息の長い取組となりますが、短期・中長期

の視点を併せ持って、まちの活性化につなげ

てまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） あわはら君。 

○47番（あわはら富夫君） それでは、ちょっ

と十分に時間ありますので、再質問させてい

ただきたいと思います。 

  １つは財政見通しについてです。 

  本当に10年間の形で――５年を10年にした

ということで、私も非常に分かりやすくなり

まして、一番心配していた公債費がどんどん

上がっていくということについては、ある程

度平準化していける、この10年間の見通しが

見えたっていうのは評価したいと思います。 

  ただ、1,000億円を超える程度の不足、累

積不足が出てくる。それは一定、予算の中で

事務事業の見直し等で解消していく努力って

いうのは期待したいと思います。 

  一方で、昨今国の税収増で、臨時財政対策

債ゼロ、これ、まだまだもうちょっと続くの
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かなというふうに私自身は考えているんです

が、一方で、新都市整備事業会計の残資産を

今回繰上償還に活用したということで、今年

の予算分科会の行財政質疑で新都市の現金預

金120億円、それと土地売却60億円、この180

億円を公債費の繰上償還に回しますと。それ

による効果はどんなぐらいあるんですかとい

うことを委員会で質問させていただいた。そ

うすると毎年18億円の、10年間という単位で

すけれども18億円の削減効果になりますと。

さらに、今後ポーアイ２期の売却だけでもこ

れ500億円、これも多分繰上償還、全てを活

用するかどうか分かりませんけれども、そう

いう活用方法というのが当然検討されると思

うんですけども、そうなると、毎年の公債費

の平準化で、かなり通年の財源、通年使える

財源というのが生まれてくるんではないかな

と。そうなるとすると、この通年の財源を戦

略的な財政運営として、例えば、出生数を増

やすための取組だとか、１つの事例ですけど

も、昨日もちょっと質疑がありましたが、い

わゆる高校生の通学定期、今は市外の人たち

は半額で、市内は全額と。しかも個別、個人

個人の申告ということになっている制度を考

えると、考え方の趣旨は昨日議論ありました

から、それは言いませんけれども、多分、聞

いたところでは通年２億円ぐらいのプラスで

できると。そうなると、こういうものを、こ

れは１つ事例ですよ、やれと言ってるんでは

なくて、こういう活用の仕方も含めて、将来

の出生数を増やしていく、少子化対策にこれ

を充てていくというふうな考え方を、一方で

は1,000億円余りの財源不足が生まれるって

いうのを解消する努力をしながら、一方では

こういう新都市のお金なんかを使ったものを

活用してですね、こういう政策展開っていう

のもあり得るんじゃないかなと。そういう視

点も持つべきではないかなというふうに思い

ますが、どうでしょう。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 近年、国も地方もそ

うですけれども、税収は非常に好調な推移を

しておりますけれども、今後、生産年齢人口

が大幅に減少していくこと、さらには国のほ

うでは、ガソリンの暫定税率の廃止など安定

的な地方財源の確保に影響を及ぼすおそれの

ある税制改正の議論が加速していることもご

ざいまして、本市の中長期的な財政の見通し

は必ずしも楽観できるものではないというふ

うに考えているところでございます。 

  このような見通しの中で、新都市整備事業

会計の残資産の例えば売却代などにつきまし

ては、資材価格や労務単価の上昇によります

投資的経費の増額や、日銀の政策金利の変更

に伴う金利負担の上昇など、今後の社会経済

情勢の変化に対応するため活用する予定とし

ているところでございます。 

  また、景気等にも左右される土地売却の年

次計画というものを計画的にこの経常的な予

算として見込むことも難しいというふうに考

えているところでございます。 

  一方、切れ目のない子育て支援など、海と

山が育むグローバル貢献都市の実現を目指し、

特に優先的に取り組むべき新規拡充施策につ

きましては、予算編成において上限を設ける

ことなく要求可能としてございまして、毎年

11月に公表いたします予算編成方針において

活用可能財源を示すことにしているところで

ございます。 

  今後も、財政収支見通しを活用しながら、

歳入・歳出両面における不断の見直しに取り

組むことで、収支不足額の解消と合わせて新

たな施策に活用可能な財源を捻出し、持続可

能な大都市経営を実現してまいりたいと考え

てございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） あわはら君。 

○47番（あわはら富夫君） 多分そういう答弁

になるのかなと思ったんですが、ただ、ポー
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アイ２期の500億円、これからどういうふう

に土地処分進んでいくかと。多分、これポー

アイ２期の場合には、引き合いが多いですか

ら、これまだまだ金額が上がる可能性もある。

もう一方、空港島の土地処分というのが、こ

れが今の計算で言うとですよ、あと850億円。

これもそう近い時期ではなくて、かなりの時

期、例えば神戸空港が国際化する時期ぐらい

から、実際にその土地の売却みたいなことの

可能性が出てくるというふうになると、今10

年だけの効果で先ほど18億円というのを言っ

て、500億円はそこに入ってませんけれども、

さらに、その850億円があるとすると、例え

ば10年だけではなくて、20年、30年単位で一

定の計算ができるんじゃないか。確かに、土

地処分はいつ売れるか、売れなくなるかって、

いろいろあるとは思いますけれども、やっぱ

り一定のこれだけの金額が、昔はよく塩漬け

土地と言われたんですが、これ今塩漬け土地

ではなくなった。ある意味では解凍されつつ

あるということになるならば、これをどうや

って活用するかっていう計画も、僕はある程

度つくってはどうかと。それを活用するとい

うことになれば、開発利益を福祉に還元をす

るんだといった宮崎元市長の考え方というも

のが担保されて、これはこういう活用してい

こうという一定の政策目標にそれを活用して

いくということは、僕はできるんじゃないか

なというふうに思いますし、そうしたほうが、

今まで神戸市のまちをつくってきた考え方の

基本は、これからそういうものとなって、そ

の政策となって生かされていくという視点も

持つべきではないかなと。私はいつも厳しく

なる旨で質問してたんですが、今日は山ほど

金あるやないかと、将来的なことを見たら。

それをもっと活用する方向もちゃんと打ち出

すべきではないかなというふうに思うんです

が、どうでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 空港島は、まだ造成中

です。ですから、これが本当に売却可能にな

るには相当時間がかかります。 

  また、今西副市長から御答弁申し上げまし

たように、土地の売却っていうのは、これ不

確定です。今は若干景気が上向いております

けれども、これがどうなるかっていうことが

分からない一方で、やはり扶助費がこれから

相当増嵩していくということを考えれば、確

かに、あわはら議員がおっしゃったように、

この土地というものが、我々はこれを引き継

ぐことがしっかりできたと。これがあるから、

新たな財政需要に振り向けるべきでないかと

いう御指摘については、何に充てるのか、何

をするのかっていうことが、まず先になけれ

ばいけないというふうに私は思います。 

  基本計画をつくり、それから実施計画をつ

くるという議論をしているわけですから、そ

こで神戸市にとって中長期的にどういうこと

が必要なのかっていうことをしっかり議論し

て、それに必要な財源手当ということを中長

期的に考えるべきではないかということが１

つ。 

  それから、来年度どういう事業に充てるの

かということにつきましては、これまでのよ

うなシーリング的な考え方っていうものを相

当修正いたしまして、必要な要求は各局にし

ていただいて、その上でしっかりと予算査定

をするというのが来年度の考え方です。 

  ですから、各年度において考えるべきこと

と、中長期的にわたって考えなければいけな

いこと、何をやるべきかということと、その

裏づけとなるこの中長期的な財源というもの

をどう考えるのかっていうことをセットにし

て財政運営を考えるべきではないかというふ

うに思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） あわはら君。 

○47番（あわはら富夫君） 今市長がおっしゃ

ったように、やっぱりどういうことをやるべ
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きかっていうことをまず議論すべきでしょう、

というのは非常によく分かるんですけれども、

そのために財源があるのかどうかっていうこ

とを前提に置いて、どうあるべきかいうのを

議論するんではなくて、実は私はある程度財

源があるんじゃないかという前提においてね、

将来どういう神戸のまちをつくって、今一番

必要なのは何なのかということを、ちゃんと

出してほしいなと。そのためには財源は、僕

は一定、昔と比べて、今はもう神戸市の財政

力、特に資産の力というのは相当あるんじゃ

ないかなというふうに思いますから、それを

前提に置いた将来的な施策というのをちゃん

と検討してほしいというふうに思います。こ

れはまた今後議論していく課題ですので、今

日どうのこうのっていうのは言いませんけれ

ども、一方で、私たち豊かな財源がある意味

ではあるんじゃないかなということだけちょ

っと指摘しておきたいと思います。 

  次の課題に移りますが、今、神戸空港国際

化に伴う淡路島への対応なんですけど、確か

に平均値を見ると、騒音は規制値を下回って

いるということは事実なんですけれども、実

は淡路の空を守る会の皆さんがずっと騒音監

視をしたり、それから今関空で―― 関西エア

ポートで公開されている航跡図っていうんで

すか、そういうのを使いながら、ずっと分析

をしてまして、１つの事例だけちょっと紹介

したいと思います。 

  今年の８月26日19時32分、淡路島、岩屋の

鵜崎在住の方なんですが、あまりにも大きな

騒音があったので、驚いてベランダへ飛び出

したと。その後、その時刻を調べて、関西エ

アポートの航跡図で調査をしたところ、神戸

空港発のスカイマーク163、高度は780メート

ル、2,500フィート、最大騒音値は73.8デシ

ベル、これは皆さんが測ったんではなくて、

航跡図のほうで公開されてる分です。 

  本来は、3,000フィート遵守というのは飛

行の確認なんです。それ以下で飛んではいけ

ませんよというのは確認だけれども、2,500

フィートだったと。たしか、騒音値規制は62

デシベルだというふうに思いますから、73.8

デシベルって、もうむちゃくちゃ大きな音に

なる。 

  皆さんが心配されてるのは、今回の飛行航

路で、関空の飛行コースと神戸空港のコース

と重なってしまう、どうしても。それで上下

分離をして、下のほうを神戸空港の発着が使

うということになってますから、それが故で、

より低くなってるんじゃないかということで

連絡がありました。 

  確かに１日の平均値はクリアしてるけれど

も、１機ごとという中には、そういう形で飛

んでる飛行機っていうのが幾つかあったと。

それが多分53件の苦情になって出ると思うん

ですけれども、そういうことは、その場では

議論されてなくて、平均値はクリアしてます

よという議論で終わってるということなんで

すが、こんな事例に対しては、現在どんな対

応がなされてるのか、ちょっとお答えいただ

きたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 相談の窓口を先ほど

設けるということを申し上げたと思いますけ

れども、いろんなお話を聞いてございますの

で、その窓口になっているところで、その相

談内容をお聞きして、そしてそれに対して分

析をして、そういう、今先生がおっしゃった

ような事態というのは私は正確には把握はで

きておりませんけれども、そういう各空港の

管制、そして関西エアポートにお話が行き、

航空会社に対して、そういうことのないよう

な形の飛行の在り方、管制に対しても、そう

いうことの誘導をしないような形の措置が取

られているという形だというふうに思ってご

ざいます。 

  今回、いろんなところの航路を飛んでいる

というようなお話は淡路の地域から、できる
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だけ生活環境の負担を軽減できるように、高

度を引き上げる運用努力をしてほしいという

具体的な御要望がございまして、それに従っ

て、管制のほうとしましては、関西国際空港

に着陸する飛行機、または飛び立つ飛行機と

神戸空港の着陸、発着する飛行機との間のバ

ランスを見ながら、できるだけ高く飛べるよ

うな運用をした結果、少し航跡が広がってい

るというような形になっているというところ

でございます。 

  そういった状況の中で、運用面のいろんな

課題があって、たまたまなかなか難しい事例

が生じているのかもしれませんけれども、そ

ういった努力をされているということは地元

の３つの市の首長も理解をされているところ

でございますので、できるだけそういった確

実な運用がされるように、これからも申入れ

をしていきたいと思ってございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） あわはら君。 

○47番（あわはら富夫君） 努力してないって

いうことじゃなくて、かなり、それは昔に比

べたら、今回の神戸空港の飛行ルートと関空

の飛行ルート、特に2030年で国際化を迎える

と、こうなると相当数の便数がこれから飛ぶ

ようになるやろうということで飛行コースを

全面的に見直しをしたと。それがゆえに、チ

ェックをするところの場所もかなり増やした

と。１機ごとの情報も公開をして、先ほど航

跡図で、住民も見ようとすれば、分析して見

れるようになってきた。情報公開も、前々か

ら何回もお話しさせていただきましたけども、

かなり進んできたっていうのは、一方で評価

してるんですけど、例えば、こういう事例が

起こったときに、どういう対応するのかと。

これ多分ね、73.8デシベルというと、神戸空

港の今まで開港して最高ぐらいの騒音違うか

なと、僕もそれ全部分析したわけじゃないの

で、私みたいなマニアックな人間でいろいろ

調べても、かなりこれ大きな数字で出てると。

これはそうなのかどうかっていうのを１回ま

た調査して、後で資料を渡しますから調査し

てもらったらいいと思うんですけど、こうい

う問題に対して、やっぱりきちっと淡路市の

市長に対して、この事例については、実は管

制上起こったことなのか、飛行機のパイロッ

ト上で起こった問題なのかというのをちゃん

と分析をしていく、今後はこういうふうにな

いようにしましょうというのを、その住民に

っていうだけじゃなくて、淡路の各市の市長

に対して、やっぱそういう説明が、これだけ

大きな事例があれば、あっていいんではない

かなと。そういうふうなものも含めた監視体

制というのが必要じゃないかなというふうに

思います。 

  特に、2030年度国際化になると、かなりの

便数が飛び交うということになります。実際

に今、関西国際空港から飛び立ってる飛行機

の飛行コースが設定されたけども、先ほどか

ら何度も言われたように、淡路島全部を飛ぶ

みたいな形に広がってしまっているというふ

うなことで、苦情がいろんなところから出て

るということでもありますので、これ現在で

そうなんですから、これから増えてきたとき

にどうなるのかということを考えると、こう

いう事例に対してもきちっと対応してもらう

ということが必要ではないかなというふうに

思います。これは申し入れておきたいと思い

ます。 

  それでちょっと時間がなくなってしまって、

地元の問題が残ってしまったんですが、これ

はもう要望だけにしておきますけれども、実

は今日検討会、またもう１回やりまして、い

よいよファッションタウンの規制緩和につい

て、神戸市のほうで今そういう努力されてい

ると聞きましたので、今度は住宅の側も、そ

れを前に進めていくような対応、昔はむしろ

規制をしてくれというふうに住民の側が言っ

てたわけですから、これはやっぱり住宅規制

は解除してほしいと、今度は住民の側から、
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そういう時代になったなということで、いよ

いよそういう方向に行きますので、また御協

力よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  次に、53番平野章三君。 

○53番（平野章三君） まず、都心ウオーター

フロントエリアにおける経済観光戦略につい

て伺います。 

  神戸のウオーターフロントエリアでは、今

年の春にジーライオンアリーナ神戸や、ラス

イートルパンビルが開業し、神戸観光に資す

る民間投資による魅力ある施設が誕生してい

ます。 

  加えて、都心エリアでは三宮駅ビルやバス

ターミナルビル、本庁舎２号館において、民

間資本による高質な商業・業務機能とハイグ

レードホテルの整備が計画されており、神戸

経済の活性化、観光誘客の両面において、神

戸空港国際化の効果を最大限に引き出すもの

になると大いに期待しております。 

  そこで、ウオーターフロントエリアであり

ますが、一例ですが、メリケンパーク周辺を

見ると、かもめりあ背後地の駐車場や、ポー

トタワー北側、中突堤中央ビル跡地、波止場

町及び新港町地先埋立て用地など、今後多く

の民間投資物件が出てきます。そして、ハー

バーランド以東のアクセス対応の問題など、

まず、総合的なプランを打ち出す必要があり

ます。しかし、このウオーターフロントのメ

リケンパーク周辺は、管理から投資判断など、

港湾局が全て主体的に進めてきています。と

ころが、その手法は１件１件物件ごとに進め

ており、にぎわいあるまちづくりとして、全

体像を描き、それに沿って事業を進めている

とは思えないのであります。 

  そこで、波及的な投資を呼び込むためには、

港湾局などが個々のプロジェクトを場所ごと

に実施するのではなく、経済観光局とともに

神戸市としてエリアの経済観光戦略における

全体像を描いた上で、明確なビジョンを市内

外に示し、民間投資を中心に事業を推進して

はと思います。 

  つまり、港湾局と経済観光局などが連携し、

実効性のある施策を展開すべきと思いますが、

考え方についてお伺いをいたします。 

  次に、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ移行後を見据

えた教育改革について伺います。 

  神戸市は部活動の地域移行として打ち出し

たＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵが、全国的に見ても

数少ない先進的なものであり、２年余りで移

行するという期限を切ったからこそ、企業も

含め、幅広い団体から協力が得られ、１次・

２次募集を通じ1,000を超える応募があり、

教育長の英断を評価しております。 

  一方で、大胆な方針転換を行ったことで、

不安の声もありますので、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴ

ＳＵにおいて表面化した課題には残り１年、

１つ１つ解決策を提示していかなければなり

ません。問題はＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ移行後

の生まれた余力を教員が本来の授業などに十

分活用し、中学校の授業や教育環境の改善に

大きく実感できることになるよう、今まず明

確なビジョンを示すことが、生徒、保護者の

安心感や期待につながると思います。このこ

とは非常に重要やと思いますので、残り１年

は移行に向け全力で取り組むと同時に、移行

後には個々の教員とコミュニケーションを取

りながら、授業改善のシステムづくりに向け

て取り組むべきと思いますが、いかがでしょ

うか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 平野章三議員のうち、

私からは都心ウオーターフロントエリアにお

ける経済観光戦略につきましてお答えを申し

上げます。 

  ４月の神戸空港の国際化によりまして神戸

市は新たな国際都市としての可能性を手に入

会議録（速報版）



 

－65－ 

れることができました。 

  これが具体的に、形として表れる有力なエ

リアがウオーターフロントです。ウオーター

フロントはもともと以前から様々な開発計画

が個別にありましたので、これを全体のエリ

アとしての開発可能性を大きく発現をさせて

いくという意味で、ウォーターフロントグラ

ンドデザインを策定いたしました。これは平

野議員御指摘のとおり、港湾局が中心になっ

てというか、港湾局が策定をしたわけです。

これは、言わばハードの計画ですので、この

ウオーターフロントエリア、それから旧居留

地、フラワーロード、三宮、さらには、この

ハーバーランドを含めた、より、この全体と

しての経済戦略っていうのは当然重要です。

このエリアには、スタートアップの立地を全

体としてどういうふうにしていくのか。ある

いは、にぎわいをつくっていくための様々な

イベントっていうものをどう開催をしていく

のか。午前中にも御答弁申し上げましたけれ

ども、このナイトタイムエコノミーというも

のを、これをどう展開していくのかっていう、

そういう観点がこれは不可欠になってきます。 

  こういう点から言いますと、やはり御指摘

いただきましたように、経済観光局の役割が

非常に重要で、このハード整備と併せまして、

そのような経済活性化、先ほど申し上げまし

たようなメニュー以外のものもあるかもしれ

ませんけれども、そういう視点を描いた、ハ

ード・ソフト一体となった戦略というのは当

然必要になってこようかと思います。 

  改めて、この具体的な文章としての戦略を

つくる必要があるかどうかにつきましては、

まだ費用対効果を考える必要があろうかと思

いますけれども、御指摘いただきましたよう

なこと、経済観光局がよりこのエリアにおい

ても積極的な役割を果たし、全体としての経

済的な波及効果を最大化するような取組をし

っかり行っていきたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは、Ｋ

ＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ移行後を見据えた教育改

革について答弁させていただきます。 

  結果的に、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵへの移行

もその１つだと思いますが、この十数年来、

子供たちや保護者のニーズはますます多様化

し、教員の働き方改革も急務とされ、学校を

取り巻く環境は本当に大きく変化しておりま

す。 

  そのような中で、これからの困難な時代を

生き抜くために求められる資質・能力を子供

たちに身につけさせるためには、やはり学校

教育のど真ん中である、柱である授業を変え

なければならないと考えております。 

  子供たち誰１人取り残すことなく、１人１

人の個性を最大限に生かす、まさに子供が主

役の学びの実現に向け、これまでの一斉型中

心の授業スタイルから、それぞれの子供たち

が学び方を選択し、自己決定できる場面を、

少しでも日々の授業の中で設定するような工

夫が必要だと考えております。 

  そのような中で、より深い学びを得、子供

たちの充実感を得、子供たちが成長するよう

な、そういう授業へ変えていく必要があると

考えております。まさしく授業改善へ教育改

革の中心を持っていきたいと考えております。 

  我々教育委員会としましても、学校や教員

と伴走しながら、この改革に取り組んでいき

たいと、そのように考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 平野君。 

○53番（平野章三君） ちょっと、教育の話し

ますが、非常に今のこと重要で、今もう雰囲

気的にＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵばかりを何とか

こなそうと、教育委員会事務局の中でもそう

いうムードはあるんです。でも、ＫＯＢＥ◆

ＫＡＴＳＵをすることによって、みんないろ
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んな課題を上げて論議してますが、何のため

にやるかいうたら、やっぱり教育者が、自由

な時間をもっと授業に専念できるようなこと

がメリットあるということを、生徒や保護者

に訴えると。ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵやるけど、

こんなことがあるんやなと。そういうふうな

中身を、こういうことをやっていきますよい

うのをこれから１年かけてやるにしても、今

発信してほしいんですよね、保護者とか生徒

に。 

  いわゆるＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵのデメリッ

トもあるけど、こういうメリットもあるとい

うことで、そんな意味では、例えば習熟度別

授業とか、そういうことをやろうとすると、

いろんな条件が出てきます。だから、今から

１年、各学校が同じようなレベルで進めれる

ような、移行後、動けるような形ができます

か、これ。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 今御指摘いただいた

習熟度的な取組もそうですが、やはり、今の

子供たちが何を求めているか。教員が、授業

を中心に見据えることで、学校のほうも、各

学校のほうも今いろんな取組を進めていって

いるところであります。学校のほうにしても、

これまでのいわゆる上から―― 教育委員会が

全て１から10までそろえるというやり方では

なくて、学校長の裁量を増やして、そういう

形のものを求めていこうという雰囲気は今醸

成しておりますので、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ

の移行とともに、この１年、授業改善のほう

も進めていきたいと、そのように考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 平野君。 

○53番（平野章三君） 本当に発信してほしい

んで、やっぱりメリットというのはこういう

形で生まれてくるということを、できたら保

護者、生徒に発信してください。 

  それから、今のメリケンパーク周辺の市長

の御見解、私も経済観光局が少し全体的なソ

フトの面でバックアップいただけたらと本当

に思ってたんですが、ただ気になるのは、港

湾局と経済観光局が仲悪いんで、その後、言

うとね、いや仲ええって、言いに来てくれは

りました。非常にほっとしたんやけど、実際

これやろうと思ったら、本当にね、局と局が

一致団結せないかんと思うんですよね。そん

な意味では、ちょっとお聞きしたいんですけ

ど、長谷川局長、経済観光局と一緒手を取っ

てやるという気持ちはありますか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 長谷川港湾局長。 

○港湾局長（長谷川憲孝君） そのつもりでご

ざいます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 平野君。 

○53番（平野章三君） 経済観光局長、これで、

受けて立てますか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 大畑経済観光局長。 

○経済観光局長（大畑公平君） もちろん連携

してやってまいります。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 平野君。 

○53番（平野章三君） すみません。本会議で

議事録に残りますんで、よろしくお願いしま

す。 

  それで、これを進めていくのに、一番の私

肝となるのはアクセスなんです。メリケンパ

ークは非常に串刺し的で横の移動が難しい。

前から私も言うてますが、メリケンパークの

アクセスで、できたらロープウエー、あるい

はゴンドラ的な形を動かされへんかなと。こ

れは非常に今進化してまして、自走式でカー

ブも回れるとかいうようなことも、実はあっ

て、前の７年度予算の特別委員会の局別審査

で、この問題を長谷川局長は引き続きヒアリ

ングをしていくとか、それから都市局の山本

局長はＺｉｐｐａｒに大変注目しているとい
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うような答弁がありました。 

  この辺のところ、今どんな状態なのか、他

都市の知事は、実際現場に行ったり、視察し

てるんです。これアクセスができると何がい

いかいうたら、駅ができるんです。駅ができ

ると、拠点拠点で、まあ言うたらハード整備

のときに、非常に民間の動きが進めやすい。

今どんな状況なのか、お聞きをしたいと思い

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今御紹介いただきま

した、自走式のＺｉｐｐａｒでございますけ

れども、柔軟なルート設定ができる。しかも

コストも安価、現場の状況に合わせて工夫が

できるというような特徴がありますので、私

どもとしても注目をしているところでござい

ます。 

  このＺｉｐｐａｒを開発している会社とは、

これまでも意見交換は行ってございまして、

本年の３月に、ウオーターフロントの現場を

実際に御視察いただいたという状況になって

おります。 

  ただ、この開発は、まだ完全に完成をして

いるという状況ではございませんで、この８

月末に福島県に試験線が一部完成をして、こ

の10月から試乗会が開催されるという予定に

なっておりまして、本市においても試乗会へ

の参加を予定しておりますので、継続して開

発状況を注目していきたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 平野君。 

○53番（平野章三君） これがうまくいくと、

観覧車はぐるぐる回って同じところに下りる

んですが、ハーバーランドからお風呂に行こ

うか思うたら行けますし、アリーナへ行こう

か思うたら行けます。そして全部駅ができる

んです。だから、すごいいい形で、それから

これから開発しようという用地に、ここに駅

ができたら、こういう方向でいきたいなとい

うふうなことは思えると思います。この辺、

非常に大事にしていただけたらと思います。 

  あと２号館のホテル、これラグジュアリー

ホテルという話があるんですが、今動きどう

ですか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 現在のところ、２号

館の再整備事業者からは定期的に、この事業

進捗の報告を受けておりまして、国際ラグジ

ュアリーホテルにつきましても、誘致に向け

た準備が着実に進められているという状況で

ございます。 

   

○議長（菅野吉記君） 平野君、終わりですか。 

○53番（平野章三君） 終わります。 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。 

  次に、14番上原みなみ君。 

○14番（上原みなみ君） 無所属の上原みなみ

です。ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ開始に向けて解

決すべき課題について質疑をいたします。 

  部活動というのは、スポーツ、文化芸術に

興味のある生徒が参加し、体力や技能の向上

を図る目的以外にも、学年の違う生徒や教員

との関係構築をはじめ、学習意欲の向上、自

己肯定感、責任感、連帯感を育むことや、思

春期の子供たちの居場所を含む多様な学びの

場、活躍の場として大きな教育的意義を持っ

ております。 

  教員の働き方改革や少子化という背景によ

り、従来の運営体制での維持が困難であるた

め、地域移行が進められている中で、私自身

はＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵに反対をしている立

場ではありません。ただ、絶対に守られるべ

きなのは、希望する子供たちがこれまでどお

りの活動を継続できることを担保することだ

と考えております。 

  そこで、１つ目に、２次募集を経た既存部

活動の充足率の観点から質疑をいたします。 

  テニス部は男女合計119部に対して、コベ
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カツクラブが26、卓球部は男女合計109部に

対してコベカツクラブ25、吹奏楽部82部に対

してコベカツクラブ45団体、美術部は66部に

対してコベカツクラブが９つ、現在23ある放

送部はＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ７と、現在の中

学校部活動の半数が70％以下の充足率となり

ます。 

  また、数字上、コベカツクラブでカバーし

ているように見えても、活動が週１回という

団体も含まれております。 

  ３次募集では足りていない種目のクラブチ

ームに限定して登録を促すとのことですが、

令和８年９月に部活動廃止後、子供たちの活

動希望が満たされ、選択肢が制限されない環

境でスムーズにＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ移行す

るために、今後実施される中学１年生を対象

としたアンケート調査では、どのＫＯＢＥ◆

ＫＡＴＳＵに所属したいか、あるいは所属し

ない場合は、どのような選択肢を考えている

のか、どこにも所属しないと回答した生徒に

対しては、その理由を聞くという内容を入れ

るべきだと考えております。 

  この結果により、教育委員会は第３次申請

に向けて、どの部分を強化して募集すればい

いか戦略が立てられますし、コベカツクラブ

運営側も希望人数が把握でき、受入れ体制の

整備が進めやすくなります。子供たちのＫＯ

ＢＥ◆ＫＡＴＳＵに求める本音を聞き出し、

生徒が求めるＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵが実現す

るように、現実に基づいたアンケート調査を

実施していただきたいと考えますが、御見解

を伺います。 

  次に、月会費と保護者負担の観点から質疑

を行います。 

  本市ではＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ実施に当た

り、会費が平均で月３～4,000円程度、受益

者負担100％が前提とされています。２次募

集の結果を見ると、平均月会費が3,200円で

はありますが、週１回の活動で月6,000円や、

年会費７万円というコベカツクラブもあり、

１回当たりの単価で比較すべきだと思います。 

  平均より高い会費のクラブについて、教育

委員会は、より高い技術力を持った指導者を

確保するために必要な会費との見解を示され

ました。 

  ただ、週１回の活動では同好会レベルであ

り、生徒にとって高い技術力が身につくとは

考えにくいものがあります。 

  一方で、部活動の地域展開を先行実施して

いる東京都23区以外を含む自治体数か所を視

察させていただいたところ、指導者の報酬を

時給2,000円前後で公費負担している現状が

把握できました。 

  本市も同様に、指導者報酬を公費負担する

ことで、技術力の高い指導者確保と保護者負

担の軽減が実現できると考えますが、御見解

を伺います。 

  最後に、勤務校で教員が指導者になれない

点について質疑をいたします。 

  教育委員会からは、神戸市立学校園の教職

員は人事異動があることを考慮し、コベカツ

クラブの安定的な運営につながるように、居

住地の近くなどで、在籍校以外での活動を前

提にしていると見解を聞いております。 

  これについては多くの保護者から戸惑いの

声が寄せられていますし、視察させていただ

いた東京各地、どの自治体担当者からも驚き

の声しか聞こえませんでした。確かに人事異

動の問題はありますが、このたび登録いただ

いたコベカツクラブであっても、３年以上継

続してもらえる保証はありませんし、各指導

者においても、何らかの事情変化があり、短

期で継続困難になったり、指導者が交代され

たりする可能性も十分あります。勤務地では

なく、居住地の近くで指導と限定するのでは

なく、これまでの部活顧問を継続してほしい

子供たちの思いも考慮し、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴ

ＳＵ指導を希望する教員が希望する中学校で

活動できるようにすべきではないでしょうか。 

  以上３点、簡明な御答弁をお願いいたしま
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す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） まず既存の部活動の

充足状況について答弁させていただきます。 

  幅広い市民の皆様に御協力いただき、２次

募集を終えて約1,000クラブのＫＯＢＥ◆Ｋ

ＡＴＳＵの活動団体として登録できました。 

  ただいま指摘のありました現在の部活動の

数と今回の登録の数でございますが、基本的

に少子化、学校の小規模化がありますので、

どちらかというと、２つの学校で１つとか、

そういうふうな形のクラブの考え方もありま

すので、80中学校がありますが、それに対し

て80という準備ではなくて、そもそも学校規

模が小さくなった――１つでは団体戦が行え

ない、学校の中で練習の試合形式もできない

というようなこともありますので、ＫＯＢＥ

◆ＫＡＴＳＵの数というものは、今ある中学

校の80を超えることはあまりないということ

で御了解いただきたいと思います。例えば２

つに１つであれば、40で充足していく。今御

指摘のありました吹奏楽なんかも、ある学校

とある学校が大体おおよそこのコベカツクラ

ブに行く予定だなというような形のこと、９

月の下旬には、学校別、地域別、保護者の皆

様、子供の皆さんが分かりやすい形のものを

お示しさせていただきますが、そのような数

ですので、その充足率が、その数字だけでは

ないということだけは御承知いただきたいと

考えております。 

  まだ一部の地域はそれでも不足するところ

がございますので、11月頃の３次募集では、

さらに細かく調整を行って、主要な種目につ

いては、生徒の在籍校または近隣校で実施で

きるような形を確保していきたいと今考えて

おります。 

  さらに最も重要なことなんですが、御指摘

いただきましたように、今、中学１年生が最

も激変の時期に当たりますので、この生徒た

ちの気持ちを一番大事に考えるという意味で、

９月下旬には、１年生を対象としたアンケー

トを実施し、その結果を踏まえ、種目、活動

のニーズ等を精査し、３次募集では、それら

に対応した形の公募にしたいと考えています。 

  またアンケートの内容については、今議員

から御提案もあった内容も含めて、具体的な

検討を進めているところであり、とにかく生

徒のニーズを的確に把握し、今の現中学１年

生が意欲を持ってＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵに取

り組めるように工夫していきたいと考えてお

ります。 

  続いて、保護者負担の軽減についてです。 

  会費を中心とした保護者の経済的な負担に

ついては生徒が多様な活動に参加する機会を

確保する観点から、やはり可能な限り軽減す

る必要があると考えております。 

  そのため、これまでもコベカツクラブには、

営利を主目的としてないことを前提として、

学校施設を無償で利用していただくなどによ

り費用を抑え、可能な限り低廉な会費設定に

なるよう、各クラブや個別に働きかけを今行

っております。 

  また、特別に経済的に事情のある家庭への

支援は必要であると考えておりますので、就

学援助制度での対応についても今検討を進め

ているところです。 

  昨日も答弁させていただきましたが、これ

らの取組に加えて、さらに負担軽減策として

どのような取組が考えられるのか、引き続き

今検討していきたいと考えております。 

  いずれにせよ、子供たちが自ら選択して多

様な活動に参加できるよう、保護者負担の軽

減等の課題について、必要な予算の確保を含

めて検討していきたいと考えております。 

  ３つ目の勤務校での教員の参画についてで

すが、勤務校での活動に関して、ＫＯＢＥ◆

ＫＡＴＳＵは学校の活動ではありませんので、

学校における業務との混同を避けるためにも、

一定の線引きを示しています。 
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  また、教員には、神戸市では初任者は３年、

他の教員は５年から７年で人事異動がありま

す。そのため、コベカツクラブの安定的な運

営につながるよう、できるだけ教員の居住地

近くなどで将来にわたって継続的・安定的に

従事できるかどうかを考慮して参画してもら

うことを基本としております。 

  ただし、先ほども言いましたように、次の

アンケート等の結果、３次募集などでは、過

渡期においてですが、学校の実情を考慮して

柔軟に対応していきたいと考えております。 

  この条件において、第１次、第２次募集で

登録されている現在ですが、コベカツクラブ

の教員ですが、昨日も答弁させていただきま

したが241名、さらにそのほか80名の教員が

参加するということで、人材バンクに登録を

していただいており、教員の参加が妨げられ

ているというところではないかなと考えてお

りますが、子供たちの選択肢を増やすために、

コベカツクラブの確保を進める意味でも、教

員が希望やライフスタイルに応じて参画しや

すいように取り組んでいきたいと、そのよう

に考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 上原君。 

○14番（上原みなみ君） まず、既存部活動の

充足率についてから再質疑させていただきま

す。 

  ２次募集結果では、１次募集のときに公表

された既存の部活動数を示した充足状況を出

さないと教育委員会から事前に回答がありま

した。それ、今お聞きしたとおりに、２校で

１つのコベカツクラブを想定しているという

ことだったので私は理解したんですけれども、

やはりそういう情報も、生徒、保護者の方に

きちんとお伝えするべきだと思うんです。例

えば、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵのウェブサイト

でも、生徒、保護者が一番興味を持っている

２次募集結果についてが、現在ＫＯＢＥ◆Ｋ

ＡＴＳＵニュースの５番目にしか出てこない

んですね。５番目ということは表示されてい

なくて、一覧をクリックしないと表示されな

い状況にあります。このような重要な情報は、

やはり新着順ではなく、トップに載せるべき

だと思います。 

  また、９月５日の読売新聞で、２次募集に

よりほとんどの学校から自転車で10分から15

分程度の距離に配置できる見込みになったと

書かれていますが、これは教育委員会が発信

した情報なんでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 今御指摘いただいた

２次募集の結果、まず全てではありません。

まだ一部で残っておりますが、我々が今資料

を作っているんですが、子供たち側から見て、

自転車か徒歩で行ける範囲内で、主な種目に

ついて、おおよそのめどがついたという形で

記者会見させていただいたので、それを受け

ての記事だと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 上原君。 

○14番（上原みなみ君） では、実際には市内

中学校、84校ありますけれども、そのうち何

校が配置できる、10分から15分程度の距離に

配置できるということなんでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） まだ何校かというの

は、今ある部活動というイメージだと思うん

ですけども、今までなかったものもあるとこ

ろもありますし、少なくともないところもあ

るんですが、今何校と言われましても、一部、

具体的な数字は今申し上げられませんが、大

方のめどがついたという意味で申し上げまし

たので、パーセントで言うと10％なのか、2

0％なのか、そのあたりぐらいまで残ってる

かもしれないんですけど、そういうことで今

調整を３次募集でかけていきたいと、そのよ

うに考えております。 
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  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 上原君。 

○14番（上原みなみ君） やはり情報が間違っ

て伝わるというのは非常によくないので、そ

こを懸念しております。 

  勤務校で教員が指導者になれない点につい

て再質問させていただきますが、県立高校、

市立高校、高専は在籍校で教員が指導する体

制でコベカツクラブに登録されています。 

  人事異動を理由に在籍中学校での指導がで

きない。また在籍――神戸市立高校だけがＫ

ＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵの立ち上げができないと

いうことでしたら、やはり無理がある。おっ

しゃってることに無理があるのではないでし

ょうか。むしろ中学校では教員と生徒の信頼

関係が構築できている点や、高校としては、

生徒確保の手段にもなり得ること。生徒にと

っても中高一貫した専門的な指導が受けられ

るというメリットのほうが多大だと考えます

が、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 高校のＫＯＢＥ◆Ｋ

ＡＴＳＵへの参画は、本当にごく一部ですが、

種目的に非常に特殊性のあるもので参加して

いただいております。今御指摘いただきまし

たように、高校ですので、特にその中学校で

の、ほかとの公平性とかいうことではありま

せんので随時検討はしていきたいと、そのよ

うに考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 上原君。 

○14番（上原みなみ君） 板橋区では、教員が

指導する場合に指導者報酬として、現行の給

与月額の４％上乗せという教職調整額の代わ

りに、その指導する教員には月額３万円を公

費で支給することになっています。そうする

ことで、教員の仕事ではなくて、４時45分か

ら教員の仕事ではなく、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳ

Ｕに行きますという、そういう線引きがきっ

ちりできますので、そこも参考に検討してい

ただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 財政的な支援につい

ては、また今後考えていきたいと思いますの

で、参考にさせていただきたい、そのように

考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 上原君。 

○14番（上原みなみ君） 神戸市立の中学生の

ために実施する部活動の地域展開、ＫＯＢＥ

◆ＫＡＴＳＵなので、教育の一環である本質

から外れずに、子供たちの選択肢が狭まらず、

従来の部活動以上のものになることを期待し

ておりますので、ぜひ尽力していただけるよ

うに強く要望して質疑を終えます。 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。 

  以上で質疑は終わりました。 

  この際、お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております令和６年度

神戸市各会計決算並びに関連議案、合計23件

は、正副議長及び監査委員に就任している議

員を除く議員60名をもって構成する決算特別

委員会を設置し、これに審査方を付託いたし

たいと存じますが、御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 御異議がないと認めま

す。 

  それでは、さように決定いたしました。 

  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  この際申し上げます。 

  この後、直ちに決算特別委員会を開会いた

しますので、委員の方はこの場にお残り願い

ます。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

   （午後４時５分散会） 
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